
 

 

  

ふくしま県 GAP 指導マニュアル  

FGAP GUIDANCE MANUAL  

【 青 果 物 】  

2022 .12 .14 策 定  

2 0 2 2  

福 島 県  



1 

 

 

 

目次 

 

Ⅰ経営体制全体 ............................................................ 6 

1. 農場経営に必要な基本情報（栽培品目名、ほ場（きのこ類の場合は、ほだ

場。以下、同じ）や施設の名称・所在地等）を文書化している。 6 

2. 組織体制を定めて、責任範囲及び責任者を決定し、周知するとともに、責

任者の能力を向上するための体制を整備している。 9 

3. 農場経営に必要な食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管

理の継続的改善に関わる要求事項を明確にし、それに沿った方針を策定す

るとともに、周知している。 11 

4. 本基準書に沿った農場のルールを定め、そのルールに従い作業を実施・記

録し、自己点検・内部監査で記録を検証した上で、不適合の是正・改善を

図っている。 12 

Ⅱ生産体制全体 ........................................................... 15 

5. 登録種苗、登録種菌を適切に使用している。また、農業者自ら開発した技

術や知的財産については、適切に保護するとともに、必要に応じて活用し

ている。 15 

6. 生産計画を策定し、実施した農作業を記録するとともに、実績を計画に対

して評価し、必要に応じて次の計画に反映している。 17 

7. 農場で生産された農産物の生産履歴（農作業の実施状況や農薬・肥料の使

用等）を記録・保存している。 20 

Ⅲリスク管理 ............................................................. 22 

8. 農場の基本情報及びコーデックス規格の HACCP の考え方に沿って、食品安

全（品質を含む）に関する危害要因分析を実施し、食品安全上のリスクが

高いと判断した危害要因による汚染を防止・低減する対策を実施するため

の農場のルールの設定及びこれに基づく対策の実施、検証、見直しを実施

している。 22 

9. 危険性の高い作業等を把握（リスク評価）し、事故等を最小限にとどめる

対策を実施するための農場のルールの設定及びこれに基づく対策の実施、

検証、見直しを実施している。 27 

10. 農場の基本情報に基づき、環境に負荷を与える要因を特定してリスク評価

を実施し、リスクが高いと評価した事項について、リスクを低減・排除す

る対策を実施するための農場のルールの設定及びこれに基づく対策の実施、

検証、見直しを実施している。 31 

11. 出荷する商品に、農場名、名称、産地を表示している。また、出荷した商

品と収穫のつながりが分かる記録を作成し、保存している。 33 

12. 工程管理の信頼性を確保するための農場のルールに基づく管理を遵守する

ことについての外部委託先との合意が得られている。 37 

13. 資材等の購入先や検査機関など、食品安全を確保するために利用する外部



2 

 

 

 

事業者について、評価及び選定に係る方法を定めて実施している。 38 

14. クレーム及び農場のルール違反への対応手順を定め、実施し、記録を作成・

保存している。 40 

15. 事故や災害等に備えた農業生産の維持・継続のための対策の実施している。

 42 

Ⅳ人的資源 ............................................................... 45 

16. 雇用・労働環境における人権侵害防止について、管理方法を定めて実施し

ている。 45 

17. 技能実習生など、外国人雇用がある場合、適切な対応を行うための環境整

備等を実施している。 46 

18. 家族間の十分な話し合いに基づく家族経営を実施している。 48 

19. 労働条件を遵守し、労使間における労働条件、労働環境、労働安全等に関

する意見交換を実施している。 50 

20. 作業者が必要な力量を身に付けるため、教育訓練を実施し記録している。 52 

21. 労働者災害補償保険等に加入している。 53 

22. 適切に実施しなければ危険を伴う機械作業、高所作業又は農薬散布作業等

従事者に対し、必要な能力及び資格を得るための訓練を実施している。 55 

23. 作業者は安全に作業するために、服装や保護めがね、マスク等を必要に応

じて着用し、管理している。 57 

24. 清潔な水・救急箱の用意、連絡方法などを含めた事故対応手順を定めて、

農作業従事者等に周知している。 60 

Ⅴ経営資源 ............................................................... 62 

25. 農産物の汚染や事故を防止するため、食品安全・衛生管理、労働安全、環

境への配慮に関する入場時のルールを定めて、農場入場者（訪問者を含む）

に対して遵守するよう周知している。 62 

26. ほ場や施設から通える場所に、手洗い設備やトイレ設備を確保するなど、

衛生管理を実施している 65 

27. 土壌の汚染及びそれに由来する農産物の汚染の可能性について、リスク評

価を年に 1回以上実施し、評価結果に基づく対策をしている。 68 

28. 堆肥、稲わらなど有機物の施用による土づくり等を通じた、適正な土壌管

理を実施している。 71 

29. （傾斜地や土壌の性質によって作土層が侵食される場合）土壌侵食を軽減

する対策をとっている。 73 

30. 使用する水の水源を確認し、水に含まれる危害要因による農産物の安全性

に関する評価と、評価結果に基づく対策を実施している。 75 

31. 養液栽培では、養液汚染の防止に必要な対策を実施している。 78 

32. ほ場及び農産物取扱施設で発生した排水（排水中の栄養成分を含む）やそ

れに含まれる植物残渣、廃棄物等の適切に管理している。 80 

33. 農産物取扱施設・設備の保守管理、点検、整備、清掃等の適切な管理に加

え、有害生物（昆虫、小動物、鳥類、かび等）の侵入・発生防止対策、異



3 

 

 

 

物、有毒植物等の混入防止対策を実施している。 82 

34. 喫煙・飲食場所の指定、農場内の農産物に共通する工程の確認等により、

異物混入やアレルゲンと農産物の交差汚染の防止対策を実施している。 85 

35. 農産物を適切に保管、貯蔵し、調製・出荷作業場、保管・貯蔵施設など全

ての農産物取扱施設における衛生管理を実施している。 88 

36. 器具、容器、設備、機械・装置及び運搬車両を把握し、安全装備等の確認、

衛生管理、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理を実施している。 90 

37. 計量機器の点検・校正を実施し、記録している。 93 

38. 栽培・収穫・調製・運搬に使用する器具・包装容器等や掃除道具及び洗浄

剤・消毒剤・機械油等の安全性を確認するとともに、適切な保管、取扱い、

洗浄等を実施している。 95 

39. 機械・装置、器具等は、取扱説明書等をよく確認し、適正に操作している。

 98 

40. 食品安全（農産物への接触防止等）、環境保全（環境への流出防止等）、労

働安全（火災防止等）に配慮した燃料類の保管を実施している。 101 

41. 燃料の節約や節電など温室効果ガスの削減に資する取組等を実施している。

 103 

42. 農場から出る廃棄物を把握し、適切に分別・管理して処分するとともに、

作物残渣等の有機物のリサイクルに取り組むなど廃棄物の削減を実施して

いる。 107 

43. 農場内の整理・整頓・清潔・清掃を実施し、農業生産活動に伴う廃棄物の

不適切な処理・焼却は行っていない。 111 

44. 周辺住民等に対する騒音、振動、悪臭、煙・埃・有害物質の飛散・流出等

に配慮し、対策を実施している。 114 

45. ほ場等への鳥獣の接近を制限する取組等による生物多様性に配慮した鳥獣

被害防止対策を実施している。 116 

46. セイヨウオオマルハナバチを利用している場合は、飼養に関する環境省の

許可取得及び適切な飼養管理を実施している。また、その他外来生物を利

用している場合についても適切な飼養管理を実施している。 118 

Ⅵ栽培管理 .............................................................. 120 

47. 信頼できる供給元から適正な手段により種苗を入手し、育苗の管理及び種

苗の調達に関する記録を保管している。 120 

48. 隣接ほ場からの農薬ドリフトの影響を回避できるよう対策している。 122 

49. ほ場と周辺の適切な管理により病害虫・雑草の発生しにくい環境づくりを

行っている(IPMにおける「予防」の取組）。 124 

50. 病害虫・雑草の発生状況を把握した上で防除要否及びタイミングの判断し

ている(IPMにおける「判断」の取組）。 124 

51. 農薬と農薬以外の防除手段を組み合わせて、農薬使用回数の低減に努めて

いる(IPMにおける「防除」の取組）。 124 

52. 使用する予定の農薬の情報をまとめ、使用基準違反を防ぐ農薬使用計画を



4 

 

 

 

策定している。 129 

53. 農薬使用計画に基づき、適正に農薬を使用するとともに、使用前に使用濃

度や散布方法など、適正な使用方法の再確認を実施している。 131 

54. 農薬は、周辺環境を汚染しない場所で必要な量だけ調製し、使用した計量

機器等の洗浄を適切に洗浄している。 134 

55. 農薬散布時には周辺作物・周辺住民等への影響防止対策を実施している。 136 

56. 農薬の容器等の表示内容を確認し、安全な作業を行うための装備を整え、

調製、防除、片付け作業を行っている。また、散布後は防除衣、保護装備

等を適切に洗浄、乾燥し、他への汚染がないように保管している。 138 

57. 農薬使用前に防除器具を点検している。また、使用後に適切に残液を処理、

洗浄、洗浄排液処理を適切に行っている。 141 

58. 農薬の使用記録を作成し、保管している。 143 

59. 食品安全（容器移し替え禁止、いたずら防止の施錠等）、環境保全（流出防

止対策等）、労働安全（毒劇・危険物表示、通気性の確保等）に配慮した農

薬の保管、在庫管理を実施している。 145 

60. 農薬の責任者が農薬の適正な使用について指示し、確認している。 148 

61. 堆肥製造にあたっては、適切な期間・温度の発酵維持による雑草種子、有

害微生物の殺滅対策等を実施し、堆肥はほ場へ適正に施用している。 150 

62. 原材料・製造工程の把握による肥料等の安全性、成分の確認と食品安全、

環境保全に配慮した肥料等の利用計画を策定している。 153 

63. 土壌診断の結果や県の施肥基準、JA の栽培暦等を参考に施肥計画を立て、

計画に基づき施肥している。 155 

64. 肥料、堆肥、資材等の使用記録を作成し、保存している。 157 

65. 食品安全（未熟堆肥との接触による交差汚染防止、農産物への接触防止等）、

環境保全（環境への流出防止等）、労働安全（崩落・落下、発熱・発火・爆

発防止等）に配慮した肥料等の保管、在庫管理を実施している。 159 

Ⅶ専用項目(スプラウト) .................................................. 163 

66. スプラウト類の農産物取扱工程における衛生管理（管理体制の整備、作業

者の健康・衛生管理を含む）を実施している。 163 

67. スプラウト類の培地、栽培容器の安全性の確認と適切な管理を実施してい

る。 165 

68. スプラウト類に使用する水について、水質検査、給水設備の保守管理、異

物混入防止対策、微生物汚染防止対策を実施している。 167 

69. スプラウト類（種子、作物を含む）を扱う場所は他の区域との境界を明確

にし、衛生管理を実施している。 169 

70. スプラウト類の生産設備について工程ごとの専用化を実施している。 171 

71. スプラウト類の種子の殺菌・衛生管理を実施している。 172 

72. きのこ類の原木、ほだ木、菌床資材等の安全性を確認し適切な管理をして

いる。 173 

73. きのこ類の培養施設の温度・湿度等の適切な環境条件を維持するとともに



5 

 

 

 

衛生管理を実施している。 175 

74. 資材（原木、種菌、増収材、培地基材、栄養材等）の購入伝票等の保存を

行っている。また、資材及び工程別作業について記録し、保存している。 177 

75. 種菌接種用施設・器具は清潔にしている。器具及び手指は清潔にしている。

消毒には決められた以外の薬剤等を使用していない。 179 

76. ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届出、取扱作業主任者を設置

している。 180 

77. ボイラー及び圧力容器の定期自主点検の記録を保存している。 182 

78. りんごにおけるかび毒（パツリン）汚染の防止・低減対策を実施している。

 183 

Ⅷ放射性物質対策 ........................................................ 185 

79. 放射性物質対策 185 

 

  



6 

 

 

 

区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅰ経営体制全体 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

１ 
農場経営に必要な基本情報（栽培品目名、ほ場（きのこ類の場合は、ほだ場。

以下、同じ）や施設の名称・所在地等）を文書化している。 

 

A．解説 

GAPは、どのように農場を管理しているかを「見える化」し、管理を適切に実践し

て持続可能な農業経営を行うとともに、その内容を文書化や記録することにより顧客

や地域住民に説明責任を果たすための道具です。また、農場のルールを文書化するこ

とで、従業員の教育・訓練を確実なものとします。 

その「見える化」の第一歩として、農場の基本的な情報を把握し、GAP で管理する

範囲＝適用範囲を明確にします。適用範囲には、出荷する商品（品目）とその仕様、

生産工程（外部委託を含む）、ほ場、倉庫・作業所等の施設・設備・器具の情報を含

みます。これらの情報は、商品仕様書（意図したユーザー、喫食方法、出荷形態等）、

生産工程フロー図（栽培、収穫、農産物取扱等）、ほ場地図や施設のレイアウト等を

作成することで把握し、明確にします。これらの情報を十分に把握することにより、

生産環境や生産工程に潜む食品安全、環境保全、労働安全に関する様々なリスクを推

定することができ、そのリスクの大きさの評価とリスクに応じた農場管理のルールの

確立が可能となります。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

1－1 ほ場・施設のリストの不備

によりリスク評価対象に

漏れが生じ、リスク評価が

できずに事故が発生。 

現場と照合しながらほ場・施設のリストを作成

する。 

栽培の準備から出荷完了まで、時系列の順で使

用する場所を把握し、ほ場・施設のリストを作

成する。 

1－2 ほ場・施設の地図の不備に

より、周囲の状況の把握が

不十分になり、事故が発

生。 

ほ場・施設のリストに基づき、全てのほ場・施

設の地図を作成する。 

地図により、周辺の状況を把握する。 

1－3 農産物の搬送経路が把握

できず、汚染リスクの検討

に漏れが生じ、汚染事故が

発生。 

ほ場から農産物取扱施設までの搬送経路を明

らかにする。 

周囲にどのような汚染リスクがあるか抽出、把

握する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

1－4 地図の不備により、事故発

生時に現場や現状の把握

が不十分になり、正確な情

報の伝達ができず、対応に

遅れが発生。 

地図にほ場や自宅、施設の位置を明確にする。 

目印や通称を決め、作業者全員に周知する。 

ほ場・施設のリストと、ほ場・倉庫の地図を照

合する。 

ほ場・設備のリストと、栽培や収穫、出荷の記

録を関連付ける。 

1－5 他者が関与しやすい場所、

物品等の把握が不十分で、

盗難による事故が発生。 

地図にほ場や自宅、倉庫の位置を明確にする。 

人が通りやすい場所、逆に人目に付きにくい場

所を把握する。 

人通りの多い、人目に付かない場所の巡回や監

視を行う方法を検討する。 

1－6 他者が関与しやすい場所、

物品等の把握が不十分で、

意図的な妨害による食品

安全上の事故が発生。 

地図にほ場や自宅、倉庫の位置を明確にする。 

人が通りやすい場所、逆に人目に付きにくい場

所を把握する。 

人通りの多い、人目に付かない場所の巡回や監

視を行う方法を検討する。 

1－7 生産工程の特定が不十分

で、リスク評価の対象に漏

れが生じ、事故が発生。 

栽培工程、収穫工程、農産物取扱工程について

実際に作業を行ってみて、検討した作業工程

（作業者の作業手順、使用する機械・道具・容

器類）が正しいか検証する。 

1－8 意図する喫食方法の把握

不足により、リスク評価が

不十分で、事故が発生。 

出荷する商品がどのようなユーザーにどのよ

うな喫食方法で消費されるかを適切に把握す

る。 

 

 

ほ場の一覧を作成すると同時に、食品

安全、環境保全、労働安全上、危険な箇所

がないか把握し、どのように事故を防ぐ

か検討する材料にします。 

 

図 1 ほ場の危険箇所 
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ほ場の一覧とともに、一覧と照合でき

る地図を用意し、栽培品目、周囲の状況が

分かるように管理します。 

また、GAPで「見える化」するのに必要

な施設の地図には以下を含めます。 

・農機具や資材の保管庫 

・農産物取扱施設 

・衛生施設（トイレ、手洗い） 

・エネルギー（重油、電気等） 

・給排水の関連施設 

 

図 2 地図の作成 

 

ほ場で使用する水の水系、水路等を把

握し、農場で使用するまでの間に汚染リ

スクがないか確認できるように情報を収

集します。 

 

図 3 水路の把握 

 

C．関係する法令等 

・農業の「働き方改革」経営者向けガイド（平成 30年 3月 20日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅰ経営体制全体 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

2 
組織体制を定めて、責任範囲及び責任者を決定し、周知するとともに、責任者

の能力を向上するための体制を整備している。 

 

A．解説 

経営者が組織体制を定め、業務ごとの責任者を任命し、責任を担う範囲を明確にし

て農場内に周知することが、農場のルールを定める上でのスタートです。 

責任者には、必要な専門知識、十分な経験を有する人員を当てます。責任者の力量、

経験が不足するなら、経営者又は責任者が専門知識を有している外部の人員に相談で

きる体制を整備します。責任者は行政や関連事業者等から最新の情報を入手し、知識・

能力の向上・更新に努めます。特に食品安全、農薬・肥料等の資材、労働安全、労務

管理等の情報の収集、知識の取得は農場の運営上、とても重要です。 

責任者の任命は、将来の農場経営を担う人材の育成にも役立ちます。後継者や従業

員を責任者として任命し、相応しい権限を委譲することにより、責任感や自主性の向

上にもつながります。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

2－1 責任者の不明な業務があり、

適切なルールが定められず、

事故が発生。 

経営者が農場で発生する業務ごとに漏れなく

責任者を決める。 

責任者に学習の機会を与えて適切なルールを

定められるようにする。 

2－2 役割分担が不明確で、事故の

連絡に支障が生じ、対応に遅

れが発生。 

業務の役割分担を明確にする。 

作業者全員に役割分担を周知する。 

事故を想定した連絡、報告等が滞りなく行える

か訓練をする。 

2－3 作業で使用する機械、器具、

資材等の責任者が決まらず、

適切な交換や点検が行われ

ないことで事故が発生。 

業務の責任に、使用する機械、器具、場所、資

材（例：農薬に関する責任者には防除機、防除

衣、農薬保管庫、農薬等の管理責任を付与）等

を付帯させ、管理責任を付与する。 

責任者が責務を果たしているか、定期的に確認

する。 



10 

 

 

 

 

農場にある食品安全や労働安全上、管

理すべき対象を明確にし、責任者を決め、

事故原因とならないように管理を徹底し

ます。 

 

図 1 管理すべき対象の明確化 

 

 車体上にゴミ袋や空き缶が置かれてい

ると、出荷物への異物混入につながるお

それがあります。 

 

 オイル缶の栓がされず、ポンプが挿さ

れたままになっていて、そのすぐ横には

段ボールが置かれているため、火災の原

因になりかねません。 

図 2 管理の不行き届き 

施設ごと、作業ごと、機械や設備ごとに管理の責任者を決めないと、現場の判断や都

合で勝手なルール、許容範囲が決められてしまい、管理不行き届きとなって食品安全、

環境保全、労働安全のリスクとなります。 

 

表 経営者が定めなければならない管理上必要な責任者 

 

C．関係する法令等 

・家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について（平成 7年 2月 7日

付け 7構改 B第 103 号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅰ経営体制全体 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

3 

農場経営に必要な食品安全、環境保全、労働安全、人権保護、農場経営管理の

継続的改善に関わる要求事項を明確にし、それに沿った方針を策定するとと

もに、周知している。 

 

A．解説 

農場を持続可能にするためには、「食品安全」「環境保全」「労働安全」「人権保護」

「農場経営管理」の 5つの分野から農場を適切に管理することが大切です。 

GAPを活用して農場の管理に取り組むと、無駄な投資を回避することができたり、

作業効率が向上したり、作業者のモチベーションや意識が向上したりするなど、様々

なメリットが得られます。その結果、取引先との信頼関係が増す、新たな顧客を獲得

する、輸出に取り組めるようになる、地域社会との良好な関係を築けるようになるな

ど、農場の経営も好転します。 

ただし、これらは GAPに継続的に取り組むことによって得られる結果でしかありま

せん。そもそも GAP は、「良い農場」にするための「やり方」を示したものであって、

それぞれの農場がどのような農場を、「良い農場と考えているのか」が重要です。経

営者は、農場の目標を「農場運営の方針」として明らかにし、判断に迷った時の基準、

指針として活用します。どうして GAPに取り組むのか、どのような農業者になりたい

のか、そのために何をするべきかを考え、農場が目指す方針を定め、周辺の方々とも

コミュニケーションをとりながら、農場内（全従業員）に周知します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

3－1 農場運営の方向性につい

て意見の相違による混乱

や無駄な投資が発生。 

農場運営の方針を定める。 

全従業員に周知する。 

3－2 方針が不明確なため、法令

遵守の意識が薄れ、不適切

な取引、取引業者の選定が

発生。 

取引先の情報を入手する際に、SDGs への関与、

フェアトレードへの取組等を把握する。 

取引業者との契約に際し、法令遵守の項目を盛

り込み誓約する。 

3－3 法令の認識不足により、不

適切な労働環境、廃棄物の

処理が発生。 

自らの事業に係る法令を調査、把握し、自らの

農場運営に反映させる。 

 

C．関係する法令等 

・農業の「働き方改革」経営者向けガイド（平成 30年 3月 20日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅰ経営体制全体 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

4 

本基準書に沿った農場のルールを定め、そのルールに従い作業を実施・記録

し、自己点検・内部監査で記録を検証した上で、不適合の是正・改善を図って

いる。 

 

A．解説 

農場を持続可能にするためには、本ガイドラインの項目を実践し、農場運営の方針

を実現するための組織体制、仕組みやルールづくりを行うことが必要です。 

GAPに取り組む農場では、本ガイドラインに準じて、 

農場運営の方針の策定 → 組織体制の整備 → 農場のルールづくり → ルー

ルの実践 → 実行の記録 → ルール、記録とその効果の検証 → 組織体制／農

場ルールの見直し・・・ 

のサイクルを繰り返すことで、より良い農場、つまり農場運営の方針に近づくことが

できます。このサイクルこそ、組織＝農場のマネジメントシステムです。方針を達成

するため計画（Plan）を立て、実践（Do）し、結果を検証（Check）して、次の活用の

ために改善（Act）する（＝PDCAサイクル）活動です。このような手法は、ISO 9000

（品質マネジメントシステム）や ISO 22000（食品安全マネジメントシステム）など

で取り入れられており、GAPにおいてもこの仕組みが備えられています。計画（Plan）

に相当するのが手順書（農場のルール）であり、手順書に従い作業を実施・記録（Do）

し、自己点検・内部監査で記録を検証（Check）した上で、不適合の是正・改善（Act）

を図ります。 

こうした活動を通じ、農場のルール、農場の管理体制を整備・確立し、持続可能な

農場経営を実現します。 

なお、農林水産省では、農業経営の法人化、事業計画の作成、規模拡大など経営上

の課題に対する経営相談の支援を行っており、都道府県段階に「農業経営支援センタ

ー（令和３年度までは「農業経営相談所」）」を整備しているので、農業経営の改善に

活用してください。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

4－1 曖昧なルールにより様々

な事故や品質のばらつき

が発生。 

分かりやすい作業手順書を作成する。 

作業手順を周知する。 

手順通り作業しているか点検する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

4－2 残留農薬基準に違反する

農産物を出荷。 

農薬使用基準を遵守した農薬使用計画を策定

する。 

農薬使用計画の実践のための指示、命令系統を

構築する。 

イレギュラー時の対応方法を策定する。 

計画を周知する。 

計画の実践、実行を検証する。 

4－3 食品衛生法違反による、食

品安全に疑いのある農産

物を出荷。 

病原性微生物を付着させないための手洗い、増

殖させないための冷蔵保管等を農場のルール

として定める。 

硬質異物を混入させないため農場内への持込

み制限、出荷検品等の手順を定める。 

手順通り実践したことを記録する。 

4－4 食品表示法に係る確認漏

れにより、不適切な表示を

して出荷。 

食品表示法及び食品表示基準の確認方法を定

める。 

確認したことを記録する。 

4－5 廃棄物の処分方法を定め

ていないため、不適切な処

分が発生。 

廃棄物の種類を分け、種類ごとに適切な処分方

法を確認し、処分方法等をルール化する。 

4－6 作業条件のルールが定め

られておらず、作業者に体

調不良が発生。 

作業環境や労働時間等を定める。 

作業環境、条件を記録する。 

4－7 機械の操作方法を定めて

いないため、未熟な作業者

が操作し、労働災害が発

生。 

機械、設備の操作方法等を定める。 

作業者への教育、訓練を実施する。 

点検、操作の実施を記録する。 

4－8 抜本的に改善が必要なル

ールを放置し、同種の事故

が発生。 

各業務範囲における責任者を定め報告体制を

構築する。 

自己点検結果やクレーム・食品事故の発生の有

無、労働災害・怪我の発生の有無などを確認し、

改善事項を決定し実行する。 

改善に必要な投資を決定する。 
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図 1 農場ルールとその自己点検 

作業者への聞き取り、記録、帳票の監査、現場の視察などを行い、「農場のルール」

が守られているか自己点検を行います。手順書には指示・命令系統、防除計画、施肥

計画、作付計画、栽培計画、栽培暦、作業手順、記録用紙などを含みます。 

 農場のルールの遵守状況を確認するため、自己点検、内部監査のためのチェックシ

ートを作成します。 

 

「農場のルール」の一例です。農産物への

汚染、農場の労働安全、環境への負荷を減

らすためのルールをつくり、作業者に周

知徹底できるよう、掲示や教育を行いま

す。 

図 2 農場ルールの例 

 

C．関係する法令等 

・農業の「働き方改革」経営者向けガイド（平成 30年 3月 20日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅱ生産体制全体 苗づくり・定植 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

5 
登録種苗、登録種菌を適切に使用している。また、農業者自ら開発した技術や

知的財産については、適切に保護するとともに、必要に応じて活用している。 

 

A．解説 

農業には、多くの知的財産があります。新たに開発された技術、工夫した器具、商

品の名称、農場のロゴマーク、ブランド、改良した品種等は、知的財産です。特定の

産地では、地理的表示保護制度（いわゆる GI 制度）もあります。他者のこうした知

的財産を侵害すると、法令違反等になり、他者にも自身にも大きな損害が発生します。 

特に、種苗法は、植物新品種を開発し、農林水産省に登録した「登録品種」を開発

者に許可なく増殖したり、他者に譲渡したりすること等を制限しています。 

優良な品種は農産物を生産する基礎であり、優れた品種の育成はその発展を支える

重要な柱です。しかし、新品種の育成には、長期にわたる労力と多額な費用が必要な

一方で、第三者が容易に増殖（種採りや栄養繁殖等で個体数を増やすこと）できてし

まう場合が多いため、育成者権者が望まない譲渡による流出が起こり、他者が勝手に

増殖する事態となれば、開発者は新品種の利用による利益を十分に享受できず、新た

な品種を開発しようという意欲がそがれてしまいます。そこで、新たな品種の育成を

促進し新品種の開発者の権利を適切に保護するために「種苗法」に基づく品種登録制

度が定められています。 

農業者が登録品種の収穫物の一部を次期作の種苗として利用する「自家増殖」が、

種苗法で認められていますが、一部省令で定められている植物種類では育成者権者の

許諾が必要です。また、農業者が増殖したとしても、得られた種や苗を他人に譲る場

合は自家増殖とは認められないため育成者権者の許諾が必要です。 

また、種苗の増殖に取り組む農業者は、我が国の農業の発展に資する優良な登録品

種が育成者権者の望まない形で譲渡されることがないよう、常に注意を払う必要があ

ります。 

さらに他人の知的財産を侵害しないだけでなく、自らの知的財産を守ることも大切

です。必ずしも特許や実用新案を申請したり、品種登録をしたり、商標登録をしたり

しなければならないわけではありません。特許、実用新案、品種登録、商標登録は知

的財産を権利化する手段です。権利化以外にも秘匿する、公開するといった手段があ

ります。権利化すれば文字通り自らの権利として保護されますが、一般の知るところ

となります。秘匿はどこにも出さず隠すことで知的財産を守ることです。しかし、同

じような技術やブランドを他の人が作った場合、その人に権利化されてしまう可能性

があります。公開は自らの権利を放棄し、広く一般にその知的財産を解放するもので

す。直接個人の利益にはなりませんが、知的財産管理の費用は掛からず、産地全体の

振興などに貢献します。 

このように、自身と他者の知的財産を保護することで、農場の経営の安定化を図り
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ます。 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

5－1 栽培に供した種苗が登録

品種か否か把握しなかっ

た結果、権利者の許諾を得

ていない登録品種を利用

することとなり、権利侵害

が発生。 

種苗を譲渡する、又は譲受する場合は、当該種

苗が登録品種か確認する。 

登録品種の場合、その種苗の利用に権利者の許

諾を得ているか確認する。 

登録品種を自家増殖する際には、省令指定され

ている種類かどうか、権利者が自家増殖を認め

ているかどうかそれぞれ確認する。 

5－2 自ら増殖した登録品種の

苗を他の農業者から分け

てほしいと頼まれ、権利者

に許諾を得ずに譲渡して

権利侵害が発生。 

許諾を得ずに登録品種の種苗を譲渡すること

は育成者権侵害となり得るため、他の農業者に

対して正規の流通ルートから種苗を購入する

よう要請する。 

種苗を譲渡する、又は譲受せざるを得ない場

合、他者への譲渡行為が育成者権者の許諾を得

ている行為か確認の上、新たに許諾が必要な場

合は育成者権者から確実に許諾を受ける。 

5－3 開発した技術に関して特

許申請しないうちに、他者

が権利化して使用差し止

めが発生。 

自ら開発した技術や工夫した器具、種は特許、

実用新案申請、品種登録をする。 

先使用権を主張できるよう、開発時期や使用時

期を記録する。 

5－4 ブランド名や商品名等の

商標登録等をせず、他人に

権利化されてしまい、輸出

時に名称等が使用不可に

なる事態が発生。 

自ら開発したブランド名や商品名、ロゴマーク

等を保護する必要がないか、販売戦略と照らし

て検討する。 

必要があれば商標登録するなどして権利化す

る。 

 

C．関係する法令等 

・種苗法（平成 10年法律第 83号） 

・種苗法施行規則（平成 10年農林水産省令第 83号） 

・特許法（昭和 34年法律第 121号） 

・商標法（昭和 34年法律第 127号） 

・特定農林水産物等の名称の保護に関する法律（平成 26年法律第 84号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅱ生産体制全体 全般・計画 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

6 
生産計画を策定し、実施した農作業を記録するとともに、実績を計画に対して

評価し、必要に応じて次の計画に反映している。 

 

A．解説 

農場を安定的に運営するためには、事前に適切な生産計画を立てることが重要で

す。生産計画の策定により、計画的な資源の手配（ほ場・作業者・機械設備・資材等）

が可能になり、投資も計画できるようになりますし、収穫量の見込みが立てば取引先

との継続的な取引、契約が可能となり、販売や営業のスケジュールの根拠としても活

用できます。また、適切な生産計画を立てることは、農場としての生産目標、達成度

の評価の基準としても役立ち、やりがいも生まれます。 

生産計画に沿って作成する実践した内容に関する農作業の記録は、問題発生時に後

からこれまでの作業が適切だったのか確認する基礎資料となります。また、取引先な

どから作業内容について問われた際に自らの行動を証明する資料となります。 

さらに、計画と実績を比較することにより、改善点を見出し、次の生産計画の基礎

資料として活用します。 

番号 4と合わせて、定期的な見直しを行って生産性の向上、効率的な投資など、よ

り良い農場運営を目指します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

6－1 無計画な作付けにより、管

理作業に遅れが発生。 

収穫までの作業を組み込んだ生産計画を立案

する。 

計画に基づき、作業者や機械を手配する。 

6－2 無計画な作付けにより、収

穫作業時に人手不足が発

生。 

収穫までの作業を組み込んだ生産計画を立案

する。 

計画に基づき、作業者や機械を手配する。 

6－3 クレームが発生した際、作

業の記録がなく、以下の行

動の正当性を証明できな

い事案が発生。 

・適正な農薬の使用 

・安全な水の使用 

・適正な廃棄物の処分 

・安全な機械の使用 

・有資格者による作業の

実施 

いつ、どこで、誰が、何を行ったか、作業者ご

とに作業日誌を付ける。 

栽培記録として生産の履歴を残す。 

記録が付けられているか、定期的に確認する。 

記録の漏れ、不備等がある場合には、その理由

を確認する。 
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図 栽培記録の例 

 

C．関係する法令等 

・農業の「働き方改革」経営者向けガイド（平成 30年 3月 20日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅱ生産体制全体 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

7 
農場で生産された農産物の生産履歴（農作業の実施状況や農薬・肥料の使用

等）を記録・保存している。 

 

A．解説 

農場での活動や作業、使用した資材等の記録は、自らの行動の確認、管理方法の見

直し等に活用する他、取引先等、他者に提示するためにも活用できます。 

自らの行動や計画に活用する方法として、番号 4の自己点検、内部監査で農場のル

ール通りに活動したか確認するための資料、番号 6の計画と実績を比較する際のデー

タとして使うことが挙げられます。また、他者に提示する場面として、GAP認証の審

査や取引先等からの要求があります。GAP認証の審査では、農場の取組について記録

類を使って確認する場面があります。取引先によっては、定期的に記録の提出を求め

る場合があります。さらにクレームが発生した際には、原因調査のために記録を確認

し、報告する必要も出てきます。 

こうした事態に対応するために記録を作成し、一定の期間、保管します。加工食品

の原料として使用される場合でも、加工食品等の賞味期限（消費期限）に相応しい期

間、保管しましょう。ただし、単に記録を保管すればいいわけではなく、必要な時に

必要な情報を取り出せるよう、記録を整理しておきます。特にクレーム等が発生した

際には、素早く対応することが重要ですので、記録をすぐに活用できる状態にしてお

きます。 

記録は紙媒体である必要はありません。後から確認できる、他者に情報を伝えるこ

とができる、保存ができるものであれば、記録として十分に機能します。パソコンや

スマートフォンを活用した電子媒体や写真、映像等も活用しましょう。電子媒体によ

る記録は即時性や検索性に優れているという特徴があります。GAPに対応した農場、

ほ場の管理ソフトも市販されていますので、活用を検討します。 

 

＜参考＞ 

 ①農産物の出荷に関する記録については 1～3 年間（保存期間は取扱う食品等の流

通実態・法令に応じて設定） 

 ②農産物の出荷に関する記録以外の記録については取引先等からの情報提供の求

めに対応するために必要な期間 
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B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

7－1 記録を処分したため、自ら

の行動の正当性を立証不

能。 

記録ごとに説明責任を果たすために必要な保

管期間を定める。 

紛失や損傷しないように保管する。 

・ファイルに綴じる。 

・所定の場所に保管する。 

・必要な時にすぐに取り出せるようにラベル

等で識別する。 

・電子媒体の場合には、年度ごとにフォルダ

ーを作る等して上書きに注意する。 

・記録の管理責任者、担当者を決める。 

7－2 発生した事故の原因調査

ができず、同種の事故が再

発。 

記録ごとに説明責任を果たすために必要な保

管期間を定める。 

紛失や損傷しないように保管する。 

各種記録の関連性を確認する。 

7－3 機械の整備不良に気付か

ず、作業に遅滞が発生。 

記録すべき事項を決める。 

記録のリストを作成する。 

記録すべき事項に漏れがないか、確認する。 

 

  

図 記録類の保存 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・食品衛生法第 1 条の 3 第 2 項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存

について（平成 15年 8月 29日付け食安発第 0829001号厚生労働省医薬食品局食品

安全部長通知） 

・食品表示法（平成 25年法律第 70号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 全般 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

8 

農場の基本情報及びコーデックス規格の HACCP の考え方に沿って、食品安全

（品質を含む）に関する危害要因分析を実施し、食品安全上のリスクが高いと

判断した危害要因による汚染を防止・低減する対策を実施するための農場の

ルールの設定及びこれに基づく対策の実施、検証、見直しを実施している。 

 

A．解説 

安全な農産物を提供することは、農場の責務です。安全でない農産物を出荷、販売

等してしまうと、法令違反であるだけでなく、消費者に取り返しのつかない人的被害

を与えてしまいかねません。重大な人的被害を出さないまでも、消費者や取引先に大

きな損害を与えてしまい、農場の信用を大きく損なってしまいます。そうした事故の

発生を未然に防ぐため、農産物の安全性を脅かす危害要因を検討し、消費者に健康被

害が発生しないように管理します。 

農産物に関連する危害要因には、生物的（病原性微生物やノロウイルス等）、化学

的（かび毒、重金属、残留農薬等）及び物理的（硬質異物等）なものがあります。危

害要因分析では、農産物がどう消費されるかを考慮しつつ、その生産工程にどのよう

な危害要因が潜んでいるか考えます。人や、土壌や水などの生産環境に由来するもの

や、農薬や堆肥などの生産資材に由来するもの、生産工程の中で発生しうるものを、

生産工程に沿って列挙し、それらに対する管理手段を挙げていきます（既に行ってい

る管理の振り返りと、追加すべき管理の検討）。危害要因分析の結果、重要な危害要

因については、生産工程で危害要因による汚染を防止・低減するため、危害要因によ

る農産物の汚染を防止・低減する対策を農場のルールとして策定し、作業者に対しル

ールを周知します。この際に、特に注意を要する管理点があれば特定し、更に測定可

能な管理の基準がある場合には、その限界値を設定し、管理基準の測定方法を定めま

す。危害要因に関して、農産物中の最大基準値又は残留基準値が設定されている場合

には、それを超えないような対策を策定し、周知します。実際にルールを運用してみ

て、記録や検査に基づいてルールが守られているかどうか確認するとともに、本当に

危害要因による汚染を防止・低減できたのか対策の有効性を検証します。ルールが危

害要因による汚染の防止・低減に有効でないと判断された場合、ルールを見直します。

また、生産工程を変更した、新しい施設・機械を導入したなど環境に変化があった場

合には、あらためて危害要因分析を行い、必要に応じてルールを見直します。 

農場に関連する食品安全上の危害要因の抽出・特定にあたっては、厚生労働省が作

成しているガイダンスにある｢原材料に由来する潜在的な危害要因｣や農林水産省が

策定している、優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質、有害微生物のリストに

掲載されている危害要因やそのリスクプロファイルも参照します。 

危害要因分析は、ほ場・倉庫・作業所等の場所ごと、土や水、農薬、肥料等の資材

の保管や状態ごと、作業者や機械、器具等の関わりごとに、危害要因を抽出・特定し、
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食品安全上のリスクの大きさを推定しなければなりません。危害要因分析は、番号 1

で把握した、商品仕様書、生産工程フロー図、地図・レイアウト図等を活用して実施

します。この危害要因分析が適切でないと、本来、対策を強化すべき部分が脆弱にな

ったり、逆に本来はそれほど対策を取らなくてよい部分に過剰な投資をしてしまった

りということが発生します。想定される消費者の健康リスクの大きさや、食品安全上

の問題が発生した際に生じる自らの経営上のリスクに見合った対策を取ることが必

要です。 

危害要因分析（危害要因の抽出・特定、重要な危害要因かどうかの判断、管理手段

の検討） → 危害要因による汚染の防止・低減対策の立案と実施 → 対策が有効

に機能しているかの検証 → （必要に応じて）対策の見直しを繰り返し、食品安全

上の管理体制を確立します。 

農業は、開放系の作業が多いため、生産環境に由来する危害要因の管理が特に重要

です。 

また、悪意を持った者による意図的な危害要因の混入も考えられますので、食品防

御（フードディフェンス）や食品偽装（フードフラウド）の観点も盛り込んだ管理を

実施します。 

 なお、農産物の種類ごとに、農林水産省、厚生労働省、都道府県、農研機構等から

危害要因の管理のガイドラインや指針が発行されている場合には、それらを参考にし

て危害要因分析を行い、自らの農場の管理体制を確立します。危害要因分析を行った

ら、農場における作業の様子や現場の実態と照合し、抽出した危害要因に漏れがない

か、危害要因による食品安全上のリスクを過少又は過大評価していないかを確認しま

しょう。 

 食品安全には直接影響しない、農産物の品質を損なう事故も、度重なれば農場の信

用を失墜させます。品質を低下させる要因（砂の付着、毛髪やビニール片の混入、過

熟、黄変など）についても上記と同じ手順で抽出し、要因分析、要因の発生防止・低

減対策の検討、実行、見直しにより、品質事故を起こさない体制づくりを目指します。 

＜参考＞ 

コーデックス規格：消費者の健康の保護、食品の公正な貿易の確保等を目的として、

1963 年に FAO 及び WHO により設置された国際的な政府間機関であるコーデックス

（Codex）委員会において策定された国際食品規格 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

8－1 加熱調理をする食品工場

向け農産物なのに、生食用

の農産物と同水準の衛生

管理のための対策が取ら

れ、不必要な投資が行われ

る。 

意図する喫食の仕方を考慮した食品安全上の

リスクを推定する。 

維持経費のかかる過剰な対応、投資をしない。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

8－2 作業所の天井からペンキ

がはがれ、異物混入が発

生。 

施設の状態について定期的に点検、修繕を行

う。 

間接的に農産物を汚染する可能性があるもの

を含めて施設起因の危害要因を抽出する。 

実行可能な対策を検討する。 

施設内の壁、床、天井等に有害な物質が使用さ

れていないか点検する。 

8－3 機械部品が脱落し、金属異

物混入が発生。 

関連する機械起因の危害要因を抽出する。 

機械の状態について定期的に点検、修繕、補

修を行う。 

機械使用前後に取付け部品、接合部、ボルト

やナット、ネジにゆるみ、脱落がないか確認

する。 

8－4 作業員がケガをした際の

血液が農産物に付着し、異

物混入が発生。 

作業員が農産物（収穫物）に触れる可能性が

ある工程を特定する。 

ケガをした際の対応を設定し、実施する。 

8－5 袋詰め工程で作業員に由

来する病原性微生物の汚

染事故が発生。 

作業員が農産物（収穫物）に触れる可能性が

ある工程を特定する。 

農産物に触れる作業員に、手洗い、手袋着

用、アルコール消毒など品目に合わせた衛生

対策＝ルールを設定し、実施する。 

対策を講じたことを記録する。 

8－6 悪意ある他者の意図的な

操作により、農業用の井戸

水に化学物質の汚染事故

が発生。 

悪意を持った他者が、農場やその関連施設に侵

入する可能性を抽出する。 

ポンプ小屋などの関連施設に施錠等の対策を

講じる。 

8－7 作業者が農薬の希釈倍数

を間違えて使用したため、

残留農薬基準違反が発生。 

農薬に関する教育を実施する。 

使用方法に誤りがないか、検証する仕組み（番

号 60参照）を構築する。 
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図 1 農産物汚染の対策 

収穫した農産物の汚染が発生しないようトラック、コンテナ等の洗浄といった対策

を講じます。 

 

図 2 リスク検討と農場のルールの設定 

農産物の栽培から収穫、農産物取扱の各工程において、どのようなもの、どのよう

な状態が、食品安全上の危害要因になるか考え、その危害要因による農産物の汚染を

防止・低減するための対策を考え、農場のルールを策定します。 
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図 3 蛍光灯カバーによる飛散防止 

ガラス飛散による異物混入のリスクが高い、と評価したら、その事故が起こらない

ように、発生しても被害を最小限に抑えられるように対策を講じます。 

 

C．関係する法令等 

・食品安全基本法（平成 15年法律第 48号） 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 

・農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害化学物質のリスト（令和 3年 3月

24日付け農林水産省公表） 

・農林水産省が優先的にリスク管理を行うべき有害微生物のリスト（平成 28年 12月

26日付け農林水産省公表） 

・食品衛生の一般原則（CXC 1-1969） 

・食品及び飼料中の汚染物質及び毒素に関する一般規格（General Standard for 

Contaminants and Toxins in Food and Feed（CXS 193-1995）） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 全般 共通 労働安全 

 

番号 適合基準 

9 

危険性の高い作業等を把握（リスク評価）し、事故等を最小限にとどめる対策

を実施するための農場のルールの設定及びこれに基づく対策の実施、検証、見

直しを実施している。 

 

A．解説 

事業主や家族従事者、雇用している作業者が作業中に事故にあえば、経営に深刻な

ダメージを与えます。死亡や重傷事故が発生すれば、場合によっては、廃業せざるを

得ない事態になりかねません。 

農作業事故の発生を防ぐためには、営農上に潜む危害要因（危険な場所・作業・も

の・状態）や、危害の程度を把握し、それを踏まえた改善策を講じることが重要です。

日頃から作業手順、作業環境等についてチェックを行い、作業方法の見直しや危険箇

所の明示又は改善を行っていく必要があります。 

農場に被雇用者がいる場合、使用者（事業主＝農場経営者）には「労働安全衛生法」

により労働者に対して労働災害を防止する義務があります。「労働安全衛生法」は被

雇用者のいない家族経営には適用されませんが、被雇用者のいる農場同様に自身、家

族の安全を守るための活動を行うことが、農場を継続するために必要です。 

具体的な取組の流れは以下のようになります。 

① ほ場地図など農場の基本情報を確認しながら農場内の危険な作業・危険な箇所、

危険な機械・器具、危険物を抽出 

② 過去の事故事例や農場内の事故経験などを参考に、労働災害の起こりやすさ及び

健康に対する悪影響の程度を考慮した労働安全に関する危害要因のリスク評価

の実施 

③ リスク評価に基づき、リスクが高いと評価された労働安全に関する危害要因を除

去又は低減するための対策（農場のルール）を設定 

④ 農場のルールの実施 

⑤ 農場のルールの実施により労働安全に関する危害要因を除去又は低減できてい

るか検証を実施、適切に除去又は低減できていない場合には②からやり直し 

⑥ ほ場・施設・機械の変更、工程の変更等が発生した場合は②からやり直し 

またリスクを低減するための対策は、以下の 3つを念頭に組み合せて立てます。 

 ・事故が発生する確率を下げる。 

 ・発生しても被害の範囲や影響度を小さくする。 

 ・被害を補償、補塡、修繕する。（リスクが小さい場合、もしくは大きすぎて自ら

の管理を超える場合に導入される） 

農作業事故の減少に向けて、農作業安全のリスク管理に取り組むことが求められま

す。 

＜具体的な取組事例＞ 
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・ 作業手順、作業環境や危険箇所についてチェックを行い、作業方法の見直しや作

業現場の改善、危険箇所の表示等を関係者で情報共有しておく。 

・ ほ場は、出入口について傾斜を緩く、幅を広くする。耕作道の曲がり角は隅切り

にし、路肩や側溝はわかりやすくするために草刈りを行い、路肩が軟弱な場合は

補強を行う。 

・ 自ら所有していないほ場や公共の道路等のために改善できない場合は、危険箇所

等に関する情報を従事者だけではなく広く関係者と共有する。 

・ 危険性の高い作業を行う場合は、作業者の負担軽減や危険な状況を知らせる補助

者を配置する等、一人で作業を行わないようにする。 

・ やむを得ず一人で作業を行う場合には、作業内容や作業場所を家族等に伝えてお

く、携帯電話を必ず所持する等、事故が発生した際の早期発見のために必要な措

置を行う。 

・ 作業委託を行う場合は、受託者に対して危険箇所や注意事項等について事前に説

明し、事故防止に努める。 

・ 事故が発生する可能性が高いと感じた「ヒヤリ・ハット」事例や軽微な事故事例

は、危害要因を把握し、対策を講じることができる貴重な情報である。原因を分析

し、迅速に必要な対策を講じることで再発防止や未然防止に役立てることができ

る。また、これらを他の従事者と共有する。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

9－1 トラクター等を傾斜地や

段差のある危険な場所で

使用し、転倒事故が発生。 

十分な技量を持った者にのみ操作を許可する。 

事故が起こりやすい危険な場所を事前に把握

する。 

物理的な障壁を設ける等、転落防止措置を講じ

る。 

9－2 耕運機の操作ミスによる

挟み込まれ事故が発生。 

十分な技量を持った者にのみ操作を許可。 

作業前に操作方法を再確認する。 

危険な作業を禁止する。 

安全装置付き耕運機を導入する。 

9－3 ほ場での一人作業の際に

事故があり、発見が遅れ重

傷化。 

全員がどこで、何をしているか把握する方法を

決め、戻り時間を決める。 

連絡方法と時間を決め、連絡がつかない場合の

対処方法を決める。 

9－4 高温時に連続して作業を

続けたため、熱中症が発

生。 

作業を中止する温度、湿度を決める。 

時間を決めて強制的に休憩を取り、水分や塩分

を摂取する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

9－5 風邪等での薬の服用によ

って眠気を催した作業者

が機械操作でミスし、事故

が発生。 

体調不良の者は配置換え、作業制限を行う。 

服薬した場合の措置等を定める。 

体調等の記録を作成する。 

9－6 長時間作業により体力・集

中力が低下し操作ミスに

より事故が発生。 

作業時間のルールを定める。 

機械操作時間の上限設定、交代要員の確保、適

宜交代、適宜休憩を実施する。 

9－7 農産物や廃棄物の運搬時

に、積載可能重量を超過し

た状態で公道を走行し、交

通事故が発生。 

積載可能重量を把握し、周知する。 

過積載走行を禁止する。 
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図 1 危険な作業の例 

作業ごとに、どのような事故が、どの程度の頻度で発生するか検討し、事故を起こ

さないための作業手順のルール化、事故が起こっても被害を軽くするための装備等を

整えます。 

 

農産物の保管方法、保管の状態によっ

ても、労働安全上のリスクは高まります。

資材等を積上げる際には、高さ制限を設

ける等して、安全に作業できる環境を整

えます。 

 

図 2 高さ制限を設定すべき事例 

 

ひとつのリスクを下げるための活動

（害獣の侵入防止）は、他のリスクを高め

る（感電等の労働安全上のリスク）ことも

あります。農場内で新たな設備を設ける、

機械を導入する等を行ったら、必ずリス

クを再評価し、高まったリスクを低減す

るための対策を講じます。 

図 3 電気柵の注意喚起 

C．関係する法令等 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針(平成 11 年 4 月 30 日労働省告示

第 53号) 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 全般 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

10 

農場の基本情報に基づき、環境に負荷を与える要因を特定してリスク評価を

実施し、リスクが高いと評価した事項について、リスクを低減・排除する対策

を実施するための農場のルールの設定及びこれに基づく対策の実施、検証、見

直しを実施している。 

 

A．解説 

農業は土や水など地域の自然環境を活用して行う産業です。環境を汚染してしまう

と安全な土や水を確保することができなくなる恐れがあり、持続的な農業経営が困難

になりかねません。自らの農業活動が環境に対してどのような影響を及ぼすのかを評

価し、環境保全に努めます。 

また、自然環境だけでなく、地域社会との共生といった社会的な環境についても配

慮します。例えば、水の利用について水源の汚染を防ぐだけでなく、水利のルールを

守る、地域の清掃活動に参加するなど、地域社会と良好な関係を築きます。周辺の方々

と良好なコミュニケーションをとりましょう。 

具体的な取組の流れは下記のようになります。 

① 農場の基本情報を確認し、周辺の環境や使用する資源を把握 

② 環境汚染の起こりやすさ及び環境に対する悪影響の厳しさ※を考慮したリスク

評価の実施 

③ リスク評価に基づき、リスクが高いと評価された環境に負荷を与える要因を除去

又は低減するための対策(農場のルール：施肥計画、廃棄物の処分方法等)を設定 

④ 農場のルールの実施 

⑤ 農場のルールの実施により環境負荷要因を除去又は低減できているか検証を実

施、適切に除去又は低減できていない場合には②からやり直し 

⑥ ほ場・施設・機械の変更、工程の変更等が発生した場合は②からやり直し 

※ 「環境に対する悪影響の厳しさ」とは、取り返しがつかない、自然の回復力・復

元力では修正できない、浄化能力を超えるなど、地域や水質、土壌汚染、地球環境

に与える影響で判断します。 

また、リスクを低減するための対策は以下の 3 つを念頭に組み合せて立てましょ

う。 

 ・事故が発生する確率を下げる。 

 ・発生しても被害の範囲や重大性を小さくする。 

 ・被害を補償、補塡、修繕する。（リスクが小さい場合、もしくは大きすぎて自ら

の管理を超える場合に導入される） 

 近年、世界規模での気候変動が取り沙汰され、我が国でも自然災害が多発していま

す。自然災害による被害、環境影響を受けやすい農業だからこそ、自らの農場が環境

破壊、汚染源とならない取組が大切です。 
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 番号 28、32、40、41、42、44等と合わせ、環境保全に努めましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

10－1 過剰な施肥で肥料成分が

流亡し、水源汚染が発生。 

土壌診断を実施する。 

自治体等の指針を入手する。 

土壌診断結果等に基づき、適切に施肥設計を立

案する。 

施肥設計を遵守する。 

10－2 被覆資材の不適切な処分

による、大気汚染と土壌へ

の残留・残痕が発生。 

劣化した肥料袋など、プラスチック類の放置、

野焼きを行わない。 

廃プラスチック回収を適切に行う。 

中長期展張フィルム等による長期利用。 

生分解性マルチの利用。 

 

 

図 農業生産活動別の主な環境リスク 

出典：農林水産省「農業生産活動に伴う環境影響について」 

 

C．関係する法令等 

・大気汚染防止法（昭和 43年法律第 97号） 

・水質汚濁防止法（昭和 45年法律第 138号） 

・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45年法律第 139号） 

・環境基本法（平成５年法律第 91号） 

・土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 

・生物多様性基本法（平成 20年法律第 58号） 

・みどりの食料システム戦略（令和 3年 5月 12日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 出荷 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

11 
出荷する商品に、農場名、名称、産地を表示している。また、出荷した商品と

収穫のつながりが分かる記録を作成し、保存している。 

 

A．解説 

出荷する農産物には、食品表示法に基づき適正に名称及び原産地を表示します。さ

らに、納品・取引先には、農場名、商品の情報（数量、規格等）、出荷日もしくは納

品日を情報として提供します。この農場名と出荷日は、取引先からの問い合わせに答

えられるよう、各種記録に紐づけます。クレームが発生した場合、再発防止のための

原因の追及と、被害を最小限に食い止めるために出荷した農産物の回収が必要になり

ます。そのために記録を紐づけ、トレーサビリティを確保します。 

トレーサビリティには 2 つの方向があり、ひとつは、事故品から原因となった作

業、場所等を特定するために記録を使って辿る作業です。もうひとつは、原因となっ

た作業、場所と同じロットの農産物をどこに出荷したか、記録を使って辿る作業です。

この双方向を辿ることができてはじめてトレーサビリティが確保されている状態に

なります。 

農産物と出荷、出荷と収穫、収穫と栽培（防除、施肥、種苗管理等）の記録を日付

やほ場名、品種名等で紐づけ、付帯する衛生管理（作業者の体調、手洗い、消毒液濃

度等）、品質管理（温度や湿度、保管期間等）の記録とも関連付けることができれば、

出荷した農産物の詳細な履歴を辿ることができるようになります。 

なお、クレーム対応や商品回収の範囲を決めるために、出荷、収穫の記録について

1 ロットをどのように設定するかが重要です。1 日 1 ほ場を 1 ロット、1 日複数ほ場

を 1ロット、複数日 1ほ場を 1ロットなど、農場によって考え方は異なります。ロッ

トの単位を小さくすればするほど、日頃の記録は多くなりますが、問題発生時の原因

特定がしやすくなり、出荷停止や回収の範囲は最小限にとどめられます。ロット単位

を大きくすれば、日頃の記録はしやすいですが、問題発生時に出荷停止、回収の範囲

が大きくなってしまいます。バランスの取れたロット単位を設定する必要がありま

す。 

経営方針に従ってロットの考え方を決めたら、日数やほ場の単位＝ロットごとの収

穫量、そして調製作業による廃棄量を記録します。こうした一連の記録により、製品

の歩留り、秀品率等を把握できるようになりますし、計画と実績を比較し、次期作の

計画を立てる際や経営改善にも役立てることが可能になります。 

農場では、他の農場の生産工程の一部を請け負うこと、委託すること、また他の農

場の農産物を購買して販売、流通することもあります。その場合、他農場の農産物と

自農場の農産物とが混ざらないように識別（農場の別を表示）するか、混合したこと

を記録する必要があります。 

生産工程の一部を外部に委託する場合には、農産物のうち、どれが外部に委託した
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ものか、把握できるようにしておきます。具体的には、定植するほ場を分ける、定植

日・収穫日を分ける、委託する品種と自作する品種を分けるなどします。こうするこ

とで、外部委託先がこちらの要求通りの栽培管理の能力を有するか、評価することが

できます。また、外部委託又は購入した農産物＝出荷物については、品種別に分ける、

出荷先を分ける、伝票や包装に荷印を付けるなどして、識別できるようにしておきま

す。外部には識別できない方法でも構いません。 

もちろん、農場の農産物と、購入又は外部委託した農産物を混合して出荷しても構

いませんが、その場合、出荷した農産物へのクレームが、農場の管理によるものなの

か、購買先・外部委託先の管理能力によるものなのか、判別できなくなります。混合

する場合は、そのまま農場の責任としてクレームに対応する覚悟が必要です。 

農産物の出荷や収穫等に係る記録は、番号 7と同様、一定期間保管しましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

11－1 農産物へのクレームに対

し記録を辿ることができ

ず、原因を把握することが

できなかったため、次期作

でも同種の事故が再発。 

出荷する商品の段ボール、袋やフィルムに農場

名を記載する。 

出荷伝票に農場名と日付を記載する。 

出荷伝票の日付と農産物の調製、収穫、栽培等

の記録を紐づける。 

トレーサビリティが確保されているか、記録を

辿って確認する。 

11－2 食品安全にかかわる事故

が発生したほ場を特定で

きなかったため、全ほ場の

農産物の出荷を一定期間

停止。 

トレーサビリティが確保されているか、出荷記

録、収穫記録、栽培・防除記録を使って照合可

能か、日常的に点検する。 

辿ることができない記録を把握し、補充、追加

する。 

回収対象の範囲と損失を考慮し、ロットの単位

を決定する。 

出荷記録と紐づく調製作業、収穫記録、防除記

録を作成し保管する。 

11－3 残留農薬基準違反が発覚

したが、出荷先が特定でき

ず、全ての農産物を回収す

る事故が発生。 

トレーサビリティが確保されているか、収穫記

録、栽培・防除記録を使って照合可能か、日常

的に点検する。 

辿ることができない記録を把握し、補充、追加

する。 

回収対象の範囲と損失を考慮し、ロットの単位

を決定する。 

出荷記録と紐づく調製作業、収穫記録、防除記

録を作成し保管する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

11－4 農産物へのクレームに対

し、購買品と農場の農産物

との判別ができず、原因を

把握することができなか

ったため、次の納品でも同

種の事故が再発。 

出荷伝票、商品に識別可能な荷印をつける。 

商品、出荷伝票から農場、購買品、外部委託工

程のある農産物の照合ができるようにする。 

トレーサビリティが確保されているか、記録を

辿って確認する。 

 

 

図１ 生産者による取組のステップと要素 

出典：農林水産省「食品トレーサビリティ「実践的なマニュアル」」 

 

図 2 トレーサビリティの実践 

出荷する農産物には、出荷先／行き先、用途、日付、数量等を明示し、取り違いが

発生しないように管理します。 

どのほ場から、どの農産物がどのくらいの量を収穫されたか、農場の規模や事故時

の回収等のリスクにより自ら記録の単位と内容を決めます。 
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出荷記録と現物を照合し、送り先、品

物、数量、等階級、日付等に間違いがな

いか、購買品、外部委託品の識別ができ

るか、出荷記録と現物への表示を行いま

す。 

図 3 出荷記録と現物の照合 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・食品衛生法第 1 条の 3 第 2 項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存

について（平成 15年 8月 29日付け食安発第 0829001号厚生労働省医薬食品局食品

安全部長通知） 

・食品表示法（平成 25年法律第 70号) 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

12 
工程管理の信頼性を確保するための農場のルールに基づく管理を遵守するこ

とについての外部委託先との合意が得られている。 

 

A．解説 

農場で農産物を生産し、取引先に納品するまでの間、外部の事業者等に工程の一部

を委託することがあります。その場合、農場の経営者又は責任者は、工程を委託する

事業者が農場のルールを遵守できる能力を有しているか評価し、実際に遵守している

ことを点検・確認することを、委託先に合意してもらうことが重要です。また、農作

業等を支援するサービスの提供事業者が表示すべき情報等の指針を定めているので、

こういった情報も活用しながら委託する事業者を選択しましょう。 

例えば、農場では GAPをしっかり行っていたとしても、外部委託した工程の衛生管

理が不十分では、食品安全を確保することはできません。そこで、外部委託先に対し

ても、食品安全、労働安全、環境保全等の各分野について、GAPに基づいて農場が策

定したルールに基づく管理を行ってもらうことが必要です。どの工程を委託するの

か、食品安全、労働安全、環境保全等を確保するためにどのような対応（ルール）を

行うのか、ルールに違反した場合の措置、定期的な点検の受入れなどを取り決めた契

約を農場と外部委託先で交わします。農場の責任者は、契約に基づき、定期的に外部

委託先に赴き、ルール通り作業を行っているか確認・点検します。適切な作業を行っ

ていない場合は改善を要求します。 

なお、GAP認証の審査では、審査機関が外部委託先を審査する場合もあります。審

査の際には、外部委託先にそのことを伝達しておきましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

12－1 外部委託先の管理不足に

よる異物混入事故が発生。 

委託する工程を明示し、衛生管理（食品安全の

確保）の手順を守る合意を得る。 

定期的に遵守状況を確認する。 

12－2 外部委託先が決められた

手順を守らなかったこと

による、農産物の汚染事故

が発生。 

外部委託先に赴き、決められた手順で作業をし

ているか確認する。 

外部委託先が作成している記録を確認する。 

 

C．関係する法令等 

・農業支援サービス提供事業者が提供する情報の表示の共通化に関するガイドライ

ン（令和３年３月 26日付け２生産第 2478号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

13 
資材等の購入先や検査機関など、食品安全を確保するために利用する外部事

業者について、評価及び選定に係る方法を定めて実施している。 

 

A．解説 

農場は単独で生産工程を管理しているわけではなく、外部事業者が提供するサービ

スや資材等を利用して農産物の生産に当たっています。 

一つは、外部の検査分析機関です。農場での生産工程管理のためのルールを定め、

そのとおりに実行しても、そもそもルールを策定する際に利用した情報やデータが誤

っていた場合や、ルールの内容が不十分な状態では、事故を未然に防ぐことができま

せん。そのため、信頼できる外部分析機関等を活用して、農産物の残留農薬や放射性

物質、病原性微生物、重金属等の検査、土壌や水質の分析等を行って、工程管理が必

要かどうか、ルールの内容や効果が十分か、法令で定められた基準や仕様書等に適合

しているかどうか、科学的な根拠に基づいて検証することが必要です。 

外部の検査分析機関については、信頼できる検査機関として厚生労働省の登録検査

機関や試験所認定の国際規格である ISO/IEC 17025の認定機関を活用します。 

もう一つは、資材等の購入先や、エネルギー等の供給事業者、取引先です。農業を

行う上では様々な原料・資材、エネルギーを購入し、使用します。その原料・資材の

安全性や安定性、エネルギー等の安定供給に問題があった場合、安全な農産物を安定

的に生産できません。適切な原料・資材、エネルギー等を安定して調達するために、

信頼できる事業者から仕入れることが必要です。 

資材やエネルギーの取引先に関しては、安全性の担保や安定供給できる事業者かど

うか、関係法令等に基づいて登録されている事業者かどうか、信頼性を評価します。

行政からの情報、周辺農業者、同業者からの評価等を参考に、信頼できる業者を選定

し、選定した業者に、問題が発生していないか継続的に情報を収集、評価します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

13－1 仕入先業者の経営が危な

くなり資材の納品が遅滞。 

行政からの情報や同業者等からの情報入手を

怠らない。 

13－2 残留農薬検査値の間違い

により、残留農薬基準違反

を見過ごす事故が発生。 

ISO17025認定機関、厚生労働省登録検査機関で

ある検査機関に分析を依頼する。 

検査機関の登録、認証の範囲を確認する。 

13－3 取引先の乱雑な取扱いに

より、農産物に破損事故が

発生。 

取扱いに関する契約書、覚書等を締結する。 

取引先の作業の状況を定期的に点検する。 

作業の状況の記録、提出を求める。 

事故が発生した場合の処置を合意しておく。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

13－4 取引先の倉庫での管理が

不十分なため、農産物の盗

難が発生。 

保管に関する契約書、覚書等を締結する。 

取引先の保管の状況を定期的に点検する。 

保管の状況の記録、提出を求める。 

事故が発生した場合の処置を合意しておく。 

 

C．関係する法令等 

・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 

・肥料の品質の確保等に関する法律（昭和 25 年法律第 127号） 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

14 
クレーム及び農場のルール違反への対応手順を定め、実施し、記録を作成・保

存している。 

 

A．解説 

クレームが発生した時には、できる限り迅速に対応します。そのため、クレームの

受付から、原因の調査、事後対応を決めるための手順を明確にしておきます。受付か

らクレームの分類、即時の対処、原因調査、連絡や補償、回収等の対応、再発防止の

検討など、具体的な手順を定めたら実際に機能するかテストを繰り返します。テスト

を繰り返すことによって、手順の欠陥（例えば責任者不在の場合は、回収判断ができ

ない等）を洗い出し、実際に役立つ手順に見直します。 

一方、内部で気付いた、発覚した農場のルール違反についても、迅速に処置できる

よう手順を定めておきます。まず違反により生じる農場経営に及ぼすリスクの程度の

判断、続いて程度によって、違反に対する口頭での注意、再教育、ルール違反時の農

産物の再検品、廃棄、回収等の処置、ルールの見直しなど、具体的な手順を定め、実

際に機能するかテストを繰り返します。 

こうしたクレーム及び農場のルール違反の発生時に、迅速かつ適切に事後対応措置

をとらないと、農場は信用を失いかねません。その場しのぎに終わらせることなく原

因を追及し、再発防止に活用します。問題が発生してから対応手順を考えていては間

に合いません。事前に、クレーム及び農場のルール違反に対応するための手順を明確

にしておきましょう。なお、法令違反に該当する可能性がある場合には、必ず規制当

局等の関係機関に連絡、相談をします。 

クレーム対応の手順については、以下を参考にしてください。 

① クレームや商品に関する異常の発生時に、誰に連絡するか決めておく 

② 状況及び影響の把握（商品回収の必要性の判断を含む） 

③ 応急対応（影響がある出荷先及び関係機関への連絡・相談・公表、商品回収、不

適合品の処置等を含む） 

④ 原因追及 

⑤ 再発防止策の検討 

⑥ 取られた再発防止策の効果に対する検証 

⑦ 商品回収等のテスト 

農場のルール違反が発覚した場合の手順については、以下を参考にしてください。 

① 状況及び影響の把握 

② 応急対応（影響がある出荷先及び関係機関への連絡・相談・公表等を含む） 

③ 原因追及 

④ 是正処置 

GAPでは、農場内の作業の手順(農場のルール)を定め、遵守することにより食品安
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全や労働安全などを確保します。つまり、農場のルールが守られなかった場合には、

食品安全や労働安全などが脅かされていることになります。そのため、農場のルール

違反への対応手順も前もって用意しておきましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

14－1 商品の腐敗によるクレー

ムが発生したが処置に時

間を要し取引を停止され

る事案が発生。 

商品のクレーム対応の手順を明確にする。 

手順に基づき、原因追及、再発防止策を検討し、

取引先に迅速に報告する。 

クレーム対応の手順が機能するか、処置にどれ

ほど時間を要するか、テストを行う。 

テスト結果を活用し、手順を見直す。 

14－2 農場の手洗いルールを守

っていない作業者に対し、

違反として処置しなかっ

たため違反を繰返し、農産

物の汚染事故が発生。 

農場のルール違反を発見、指摘された場合の処

置を明確にする。 

農場のルールを周知徹底する。 

事故発生時は原因追及と再発防止策の検討に

より再発を防ぐ。 

14－3 農場のヘルメット着用の

ルールを守らない作業者

に対し、違反として処置し

なかったため、農作業事故

が発生。 

農場のルール違反を発見、指摘された場合の処

置を明確にする。 

農場のルールを周知徹底する。 

事故発生時は原因追及と再発防止策の検討に

より再発を防ぐ。 

 

 

本来の出荷用の品質を満たしていない

農産物は、どのような用途に使用するの

か明示し、他の用途に使用する農産物と

混合されないように管理（＝「農場のルー

ル化」）します。その際には、どのような

事故品が、どのくらいの量発生し、どのよ

うに処分したのか、適切に記録しておき

ます。 

このルールが守られないと、商品事故

が発生する原因となります。 

図 商品事故の防止措置 

 

C．関係する法令等 

・製造物責任法（平成 6年法律第 85号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅲリスク管理 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

15 事故や災害等に備えた農業生産の維持・継続のための対策の実施している。 

 

A．解説 

GAPに取り組むと、事故が起こる可能性や程度は小さくなりますが、リスクがゼロ

になることはありません。また、発生の予想が難しい自然災害等に遭遇する可能性も

あります。 

近年、自然災害（台風・大雪）等が多発しており、そうした災害等が発生した場合

においても、企業や組織にとって、損害を最小限に抑え、事業の継続や早期復旧を図

ることは非常に重要です。そのためには、中核となる事業を継続させたり、可能な限

り短時間で事業を復旧させたりするための方法、手段などをあらかじめ取り決めてお

く BCP（事業継続計画）を策定しておくことが有用です。 

そうした中、農業者の皆様が自然災害等への備えに取り組みやすいものとなるよ

う、農林水産省において「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリスト」と「農

業版 BCP（事業継続計画書）」フォーマットを作成しているので、こうしたフォーマッ

トを活用しながら事前に対策を考え、事故や災害等に備えましょう。 

また、万が一の事態への備えとして、保険を利用することも検討しましょう。農林

水産省では、収入保険と農業共済の 2つの農業保険を用意しています。農業保険は公

的な保険であり、保険料の一部を国が補助しています。 

収入保険は、原則全ての農産物を対象に、自然災害や価格低下だけでなく、農業者

の経営努力では避けられない収入減少を広く補償します（青色申告を行っている方が

対象）。また、農業共済は、米、麦、畑作物、果樹、家畜、農業用ハウスなどが自然災

害によって受けた損失を補償します（全ての農業者が対象）。 

事故発生時の農協の共済、車両の保険など、民間の保険も検討し、リスクに見合っ

た補償を得られる仕組みを整えておきましょう。また、日本では、農産物は製造物責

任法（PL法）の対象外（農産加工品は対象）ですが、農産物を輸出する際は、輸出相

手国側で対象に含まれている場合がありますので注意が必要です。また、農産物は PL

法の対象外であっても、生産した農産物を原因とする食中毒が生じた場合には、被害

者、出荷先、納入先に対して民法上の損害賠償責任を負う可能性があります。そうし

た食中毒発生時の賠償責任に備えた民間の保険への加入も検討します。 
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B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

15－1 台風により倉庫が浸水し、

農産物が出荷不能。 

収入保険に加入する。 

農業保険による補償の適用を受ける。 

15－2 自然災害に遭遇後、復旧に

時間がかかり、事業再開が

遅延。 

「自然災害等リスクに備えるためのチェック

リスト」を活用するなどして、リスクマネジメ

ントの実施や事業継続計画（BCP）の策定を行

う。 

15－3 事故により従事者作業に

従事できない事態が発生。 

他の従業員が兼務できるよう、普段から業務の

シェアを実施する。 
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出典：農林水産省「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版 BCP」 

 

C．関係する法令等 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 

・「自然災害等のリスクに備えるためのチェックリストと農業版ＢＣＰ」の周知等に

ついて（令和３年１月 27日付け２経営第 2699号農林水産省経営局保険課長通知） 

・製造物責任法（平成 6年法律第 85号） 

・農業保険法（昭和 22年法律第 185号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 人権保護 

 

番号 適合基準 

16 
雇用・労働環境における人権侵害防止について、管理方法を定めて実施してい

る。 

 

A．解説 

経営資源の中で最も重要な要素が“人”です。基本的人権が守られていない農場で

は、作業者の不平や不満が高まり、手抜き、サボタージュ、散漫な行動等により、食

品安全を脅かす事故や労働災害につながる可能性があります。 

労働者や作業者がやりがいを持って気持ちよく働ける環境を提供すれば、生産性の

向上が期待できます。そうした環境を整えるために、まず人の多様性を理解し、性別、

国籍、宗教などによって差別や偏見がない職場環境をつくります。 

「労働施策総合推進法」「男女雇用機会均等法」「障害者雇用促進法」等の法令に則

り、適切な手段で労働力を調達し、雇用条件を提示して納得してもらった上で、気持

ちよく働いてもらえるようにしましょう。繁忙期の就業時間や休日、連続勤務等の特

別な条件がある場合には、労働者との間でしっかりと話し合って合意してください。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

16－1 法令に基づく雇用条件を

守らない雇用により、従業

員の不定着が常態化。 

労働条件を提示し、遵守する。 

雇用に関し、労働基準監督署、公共職業安定所、

総合労働相談コーナーや社会保険労務士に相

談する。 

16－2 作業者の差別待遇により

作業者間の関係が険悪化。 

作業者を差別しない。 

人権に関する教育を実施する。 

 

C．関係する法令等 

・労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律（昭和 41年法律第 132号） 

・職業安定法（昭和 22年法律第 141号） 

・雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律（昭和 47 年

法律第 103号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 人権保護 

 

番号 適合基準 

17 
技能実習生など、外国人雇用がある場合、適切な対応を行うための環境整備等

を実施している。 

 

A．解説 

外国人技能実習生、特定技能などの在留資格の種類により、受入れのための手続き

が異なります。外国人雇用の際に必ず適切な在留資格や就労許可を所持しているか確

認するとともに、制度を理解し、関係機関と相談して準備を進め、ハローワークへ必

要な届出を行います。 

また、外国人技能実習生など住込みで働く作業者がいる場合、毎日元気に働くこと

ができるように快適な住環境を提供します。電気、水道、ガスなどのインフラは元よ

り、寒すぎず暑すぎず、ゆっくり静かに休むことができる環境を整えましょう。 

労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の規定は、外国人も日本人と同様に適

用されます。農場経営者は、外国人労働者にも日本人労働者に対するものと同等の労

務管理が義務付けられていることに留意してください。労働基準法第三条により外国

人であることを理由に労働条件について日本人労働者と異なる不当な差別を設ける

ことは禁止されており、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に

対処するための指針」にも同様の内容が盛り込まれています。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

17－1 不法滞在外国人の雇用に

よるトラブルが発生。 

在留資格の確認。適切な資格を持った外国人の

制度に則った受入れ。受入れ及び離職時のハロ

ーワークへの届出。 

17－2 外国人技能実習生受入れ

の手続き不備が発生。 

制度の確認。外国人技能実習機構への相談。 

17－3 住居の冷暖房不備による

従業員の体調不良、それに

起因する農産物の病原菌

汚染が発生。 

快適に住める住居の提供。 
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C．関係する法令等 

・農業分野における技能実習生の労働条件の確保について（平成 25年農林水産省経

営局就農・女性課長通知） 

・出入国管理及び難民認定法（昭和 26年政令第 319号） 

・出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令（平成 2年法

務省令第 16号） 

・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する 法律（平成 28年法

律第 89号） 

・労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律（昭和 41年法律第 132号） 

・外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（平

成 19年厚生労働省告示第 276号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 人権保護 

 

番号 適合基準 

18 家族間の十分な話し合いに基づく家族経営を実施している。 

 

A．解説 

家族経営の農場では、みんなが意欲をもって取り組めるようにするため、家族間で

一人一人の役割と責任を明確にし、それぞれの意欲と能力を十分に発揮できる環境を

整えることが大切です。この実現のため、「家族経営協定」をつくりましょう。 

地位を明確にして保全することで、家族のやる気を引き出すことができます。お互

いによく話し合い、どのような目標に向かい、どのような立場で、どの分野に責任を

持ち、どのように評価するのか、明確にしておきましょう。 

また、農場の運営に携わっている女性農業者に対しては、家族経営協定を締結する

ことで、次のような優遇措置が講じられています。 

・共同経営を行っている場合、家族経営協定の締結等を要件に、夫婦等による認定農

業者の認定の共同申請を認めています。 

・農業者年金の被保険者である認定農業者等の意欲ある担い手と家族経営協定を締

結し、経営に参画している配偶者等が所定の要件を満たせば、基本となる保険料に

対し一定割合の国庫助成が行われます。 

・個別経営で加工分野、新作物分野、新技術にチャレンジしようとしている配偶者が

農業改良資金、農業近代化資金等の資金の貸付を受けようとする場合は、家族経営

協定を締結していることを要件の一つとしています。 

・家族経営協定において、経営内での役割分担が明確化され、夫婦共に経営方針の決

定に参画する等の共同経営主であることを確認できる場合には、農業委員会の農地

のあっせん名簿にその両者を登録します。 

 女性の意見を取り入れることは、公正で多様性に富んだ活力ある農業の実現にもつ

ながるので、積極的に取り入れていきましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

18－1 家族の話し合い不足によ

り、役割が不明確になり農

薬の過剰散布が発生。 

家族で話し合い、役割を決める。 

家族の合意の下、役割等を含む家族経営協定を

締結する。 

18－2 作業に見合った見返りが

なく不満が増加し、手抜き

による事故が発生。 

家族で話し合い、報酬等を決める。 

家族の合意の下、報酬等を含む家族経営協定を

締結する。 
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図 家族経営協定書の例（親・後継者間） 

出典：日本農業法人協会「さあはじめよう！＼イキイキ家族の／「家族経営協定」

スタートブック」 

 

C．関係する法令等 

・家族経営協定の普及推進による家族農業経営の近代化について（平成 7年 2月 7日

付け 7構改 B第 103 号農林水産省構造改善局長、農蚕園芸局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 人権保護 

 

番号 適合基準 

19 
労働条件を遵守し、労使間における労働条件、労働環境、労働安全等に関する

意見交換を実施している。 

 

A．解説 

番号 16 で適切に労働者を雇用したら、労働条件を遵守していることが分かるよう

記録を残しておく必要があります。いわゆる「法定三帳簿」と呼ばれる、労働者名簿

や賃金台帳、出勤簿がそれにあたります。これらを適切に整備していない場合、労働

基準法違反となる場合があります。 

また使用者と労働者との間で労働条件、労働環境、労働安全等に関する意見交換を

実施し、実施内容を記録します。労働組合・労働者の代表による団体交渉権を確保し

ます。 

農場の経営者は、締結した協約・協定を遵守し、作業者の待遇への不満を吸い上げ

るように努めましょう。労使間でコミュニケーションをとり、不平や不満を把握して、

改善する努力をすることで、意図的な食品事故や職場環境の悪化を防ぎます。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

19－1 労働者名簿や出勤簿の不

備による労働基準法違反

が発生。 

法定三帳簿を適切に整備する。 

適宜、労働基準監督署、社会保険労務士に相談

する。 

19－2 待遇に不満のある作業者

により、農産物への意図的

な異物混入事故が発生。 

従業員と雇用者の両者間での話し合いを行う。 

話し合いにより従業員の不満を聞き、改善す

る。 

話し合った内容を記録する。 

 

 

農業も労働関係法令の適用を受け

ます。 

社員、パート従業員の労働時間を適切

に記録し、労働条件が劣悪にならないよ

うに管理します。 

 

図 1 タイムカードの設置 
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図 2 法定 3帳簿（労働者名簿・賃金台帳・出勤簿） 

 

C．関係する法令等 

・労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・労働組合法（昭和 24年法律第 174号） 

・労働契約法（平成 19年法律第 128号） 

  

帳簿の名称 記載項目 保存期間・起算日 様式

労働者名簿
（第107条）

①労働者氏名、②生年月日、履歴、
④性別、⑤住所、⑥従事する業務
の種類、⑧雇用年月日、⑨退職や
死亡年月日、その理由や原因

５年

労働者の死亡・退職・
解雇の日

様式19号（記載内容に漏れ
がない場合は、様式第19号

以外でも可）※厚生労働省
のHP等からもダウンロード
出来ます。

賃金台帳
（第108条）

①労働者氏名、②性別、③賃金の
計算期間、④労働日数、⑤労働時
間数、⑥時間外労働時間数、⑦深
夜労働時間数、⑧休日労働時間数、
⑨基本給や手当等の種類と額、⑩
控除項目と額

５年

労働者の最後の賃金
について記入した日
又は当該記録に係る
賃金の支払日のいず
れか遅い日

様式20号（常用）、様式21
号（日雇）

（記録内容に漏れがない場
合は、様式第20号・21号以

外でも可）※厚生労働省の
HP等からもダウンロード出
来ます。

出勤簿等
（第108条関係）

①出勤簿やタイムカード等の記録、
②使用者が自ら始業・終業時刻を
記録した書類、③残業命令書及び
その報告書、④労働者が記録した
労働時間報告書等

５年

労働者の最後の出勤
日又は当該記録に係
る賃金の支払日のい
ずれか遅い日

任意
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

20 作業者が必要な力量を身に付けるため、教育訓練を実施し記録している。 

 

A．解説 

「農場のルール」は作っただけでは意味がありません。関係者全員が、そのルール

（手順）に従って作業を進めることにより、農産物の食品安全や農場の労働安全など

が確保されます。 

各担当の責任者は、担当範囲のルールについて作業者を教育し、実践できるように

なるまで訓練します。日本語をよく理解できない外国人雇用者にも、写真やイラスト、

母国語への翻訳などにより、理解できる方法で教えましょう。 

その他、農場のリスク管理の水準を上げるため、関連する講習の受講を促進したり、

資格の取得を進めたりすることも大切です。自治体、関連機関、組織等が行っている

講習等に積極的に参加し、農場の管理能力向上を図ります。 

作業者に実施した教育、訓練の内容は記録し、学習を積み重ねていきましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

20－1 作業者の手洗いの不徹底

により食品事故が発生。 

作業者への教育、訓練の計画を立案する。 

食品安全を理解した者により、作業者に衛生管

理の教育を実施する。 

20－2 機械操作手順の訓練不足

により労働災害が発生。 

作業者への教育、訓練の計画を立案する。 

機械操作に熟練し、安全な操作を理解した者に

よる作業者への訓練を実施する。 

20－3 外国人技能実習生に十分

な教育ができておらず、検

品不良による異物混入事

故が発生。 

理解できる言語、図等による教育を実施する。 

十分に理解できたか通訳等を介して確認する。 

 

C．関係する法令等 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針（平

成 19年厚生労働省告示第 276号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 人権保護 

農場経営管理 

 

番号 適合基準 

21 労働者災害補償保険等に加入している。 

 

A．解説 

GAPに取り組むと、事故が起こる可能性や程度は小さくなります。しかし、事故の

リスクがゼロになることはありません。 

労働者災害補償保険法に基づく労災保険は、労働者の業務上や通勤による怪我や病

気等を対象とする制度です。原則として、一人でも労働者を使用する事業場は、事業

の種類・規模を問わず、適用事業場となり労災保険の成立手続を行わなければなりま

せん。ただし、常時使用する労働者が 5人未満の個人経営の農林、水産業の事業（特

別加入者が行う農業の事業を除く。）の一部については、暫定的に任意適用事業場と

されています（「暫定任意適用事業」といいます）。この場合においても、労働者が業

務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、事業者が、必要な療養の費用を負担するな

どする義務があることを踏まえれば、任意適用事業場であっても、労災保険の成立手

続きを検討することが望まれます。 

なお、農業者の場合は、事業者本人や事業に従事する家族であっても、労災保険へ

の特別加入ができる場合があるので、民間の保険も含めて加入を検討することが望ま

れます。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

21－1 1名の従業員を雇い入れて

いたところ（任意適用事業

場）、作業中の事故により

入院。 

任意適用事業場であっても、労災保険の成立手

続きを行い、労働者の治療に係る費用や休業補

償等の適用を受ける。 

21－2 家族従事者が、作業中のけ

がにより通院。 

労災保険に特別加入することで、治療に係る費

用や休業補償の適用を受ける。 
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図 農業者の労災保険特別加入 

出典：農林水産省・厚生労働省「必見！農業者の皆さん労災保険の特別加入をご存じ

ですか！！」 

 

C．関係する法令等 

・労働者災害補償保険法（昭和 22年法律第 50号） 

・労働基準法（昭和 22年法律第 49号） 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 労働安全 

人権保護 

 

番号 適合基準 

22 
適切に実施しなければ危険を伴う機械作業、高所作業又は農薬散布作業等従

事者に対し、必要な能力及び資格を得るための訓練を実施している。 

 

A．解説 

番号 9では場所や作業内容に着目し、労働災害を防ぐためのリスク評価を行います

が、本項では作業者に着目し、作業者が安全に働ける仕組みづくりに取り組みます。 

具体的には、下記のような取組を行います。 

① 危険な作業を行う作業者を特定（指定）します。作業者は十分に訓練された熟練

者に限定するとともに、妊産婦、年少者及び高齢者にあっては、重量物の取扱い、

高所作業等の危険な作業を行わない、行わせないことを徹底します。 

② 公的な資格や講習の受講、修了を必要とする作業か、確認します。資格等が必要

な場合、資格を取得する（させる）か、所持している作業者に担当させます。 

③ 資格等が必要な作業の場合、作業時に免許や修了証を携帯することを求めている

ものもあります。また、他の資格等についても、いつでも用意できるよう保管場

所を決めておきます。 

④ 年齢を重ねるにつれ、動作が鈍くなることがあります。労働安全に関する責任者

は、作業者の身体能力を確認し、作業者の配置を検討します。 

特に②のように、フォークリフトの操作など、不十分な技量の作業者による事故の

リスクが高いものは、免許や講習が義務付けられています。無免許の作業者に操作さ

せた場合は、経営者の法律違反が問われることにもなります。農場内の作業において、

公的な資格の取得や講習の受講が必要なものを調べ、作業を有資格者に限定し、資格

取得を推進します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

22－1 無資格者による機械操作

のミスで、人身傷害事故が

発生。 

必要な資格のリストを作成する。 

資格が必要な作業を有資格者に限定する。 

無資格者の資格取得を推進する。 

22－2 ハウスの張替え作業を未

熟者が実施し、脚立からの

転落事故が発生。 

作業者の訓練を実施する。 

熟練者の監視の下、作業を行う。 
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作業者が保有している資格を把握し、

各作業を有資格者に限定します（有資格

者の指導、管理の下、作業が許可される場

合もあります）。 

 

図 有資格者の把握 

 

表 農作業で必要となる資格（技能講習含）の一覧 

 

C．関係する法令等 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 労働安全 

 

番号 適合基準 

23 
作業者は安全に作業するために、服装や保護めがね、マスク等を必要に応じて

着用し、管理している。 

 

A．解説 

作業に適した服装や保護具の適切な着用は、作業事故から従事者の身を守るために

不可欠です。農作業時に適切な保護具・服装を着用していないと、作業事故の原因と

なることや、怪我や障害の程度を悪化させることがあります。また、適切な保護具・

服装であっても、正しく装着しないと機能が発揮されません。袖口をしっかり締める、

ヘルメットのあごひもを締めるなど、適切に装着しましょう。 

使用する機械の説明書には、必要な保護装備が記載されていますので、これらを確

認し、事故の発生を防ぎ、事故が発生した場合でも被害を小さくできるようにします。 

作業内容や作業環境に応じ、安全に配慮した服装や保護具等の着用をルール化し、

全ての従事者が正しく着用又は装着する必要があります。加えて、保護具は、その機

能が維持されているか、使用前後の点検、日常の保守管理も実施する必要があります。 

＜具体的な取組事例＞ 

・転倒、転落、落下物等の危険性のある場所での作業や、道路走行時におけるヘルメ

ットの着用 

・飛散物が当たる危険性のある場所における、フェイスガード、保護めがね等の着用 

・飛散物、突起物の踏み抜き等のおそれがある作業時における、安全靴、すね当て等

の着用 

・機械の使用に際しては、回転部に頭髪や衣類等が巻き込まれないよう、髪の毛をま

とめる、帽子をかぶる、袖口をしっかり締めるなど、髪型・服装にも十分注意する 

・高所作業時における、ヘルメット、滑りにくい靴、命綱等の着用 

・粉塵のある作業場所における、防塵めがねや防塵マスク等の着用 

・大きな騒音が発生する場所での作業時のイヤーマフ等の着用 

・長時間の振動にさらされる刈払機等による作業時の防振手袋等の着用 

・重量物を扱う場所での安全靴、サポートスーツ等の補助装具の着用 

・寒暖差が激しい場所での防寒着、耐熱装備の着用 

・防除作業時における、作業衣、マスク等の着用と洗浄、保管 

・刈払機を使用する際のフェイスガードやエプロン、安全靴、防振手袋などの着用 

・自脱型コンバインで手こぎをする際、手袋を着用しないなど、適切な保護具の着脱

の実施 

 

「労働安全衛生法」では、作業者の安全、健康を守るため、事業者が遵守すべき事

項を定めています。これらも参考に、自らの農場の取組を整備します。 
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B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

23－1 フォークリフト操作時に

ヘルメットを着用せず頭

部の怪我が発生。 

機械の操作時に必要な服装・装備の一覧を作成

し装着を徹底する。 

定期的に装着方法を確認する。 

装備の重要性について教育を実施する。 

23－2 機械の操作時に袖口が巻

き込まれ怪我が発生。 

機械の操作時に必要な服装・装備の一覧を作成

し着装を徹底する。 

定期的に装着方法を確認する。 

作業前に適切な服装であることを指差し呼称

により確認する。 

装備の重要性について教育を実施する。 

23－3 傾斜地での刈払い作業時

に、履物が不適切で転倒事

故が発生。 

作業時にスパイク付き安全靴を装備する。 

作業前に適切な装備であることを指差し呼称

により確認する。 

装備の重要性について教育を実施する。 

23－4 粉塵が発生する清掃作業

に長期間従事し、粉塵アレ

ルギーを発症。 

清掃作業も危険な作業であることを認識し、作

業に相応しい装備を定める。 

作業前に適切な装備であることを指差し呼称

により確認する。 

装備の重要性について教育を実施する。 

 

 

危険な作業に従事する場合

は、相応しい装備を整えます。

保護装備にも、その能力を保

証できる期限がありますの

で、確認しましょう。 

 

図１ 適切な装備の準備 
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図 2 刈払機使用時の服装及び保護具の例 

出典：(独)国民生活センター資料「刈払機（草刈機）の使い方に注意」 

 

防護装備を徹底するため、必要

な場所に掲示等で周知します。 

図 3 農場における周知 

 

C．関係する法令等 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅳ人的資源 全般 共通 労働安全 

 

番号 適合基準 

24 
清潔な水・救急箱の用意、連絡方法などを含めた事故対応手順を定めて、農作

業従事者等に周知している。 

 

A．解説 

どんなに事故の防止対策を未然に講じても、完全に防げるわけではありません。万

が一事故が起こった際のことを想定し、少しでも被害を小さくするための準備を整え

ます。前もって想定される事故への対応手順や連絡網を定め、農場内に周知し、慌て

ずに対処できるようにしましょう。 

応急手当のための救急箱や、傷口や目、口を洗い流すための衛生的な水を、いざと

いう時にすぐ使える場所に用意し、作業員に周知しておきます。救急箱の置き場とし

ては、作業場や農作業に行くための車両の中が適切です。 

機械の大型化、作業者の高齢化等により、農業は他産業に比べて事故が起こりやす

い、重傷化しやすい産業です。事故発生時に、すぐに手当てができなければ、後遺症

や命にかかわる事態にもつながります。消防署の普通救命講習の受講等により、応急

手当ができる人員を農場内に配置します。農作業を同時に複数箇所で行う農場の場合

には、それぞれの場所に応急手当ができる人員を配置し、応急手当て用の道具（救急

箱や衛生的な水）も農場の規模や施設に見合った数を整えましょう。また、緊急連絡

先、緊急対応手順等を明示し、迅速な救急対応ができるようにしておきましょう。 

なお、労働者が労働災害等により死亡又は休業した場合には、労働者死傷病報告を

労働基準監督署長に提出しなければなりません。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

24－1 作業中に倒れた人が出た

ものの、対処法が分から

ず、処置に時間がかかり重

症化。 

事故発生時の対応手順を定めておく。 

事故発生時の連絡先、連絡方法を決めておく。 

緊急対応ができるか、日頃から訓練する。 

24－2 作業で指を切った人が出

たものの、消毒、止血する

道具がなく重傷化。 

汚れを落とし、傷口を洗うために十分な量の清

潔な水を用意する。 

救急箱に消毒液と絆創膏、止血用の清潔なタオ

ルを用意する。 
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緊急連絡、緊急停止装置等

を明示し、事故発生時に即応

できるように準備します。 

 

図 1 事故発生時の対応の掲示 

 

いつでも使える位置に、必

要な救急道具を常備します。

農場で起こる事故を想定し、

相応しい道具（タオル、清潔

な水、ポイズンリムーバー、

冷温シップ等を含む）を整え

ます。 

 

図 2 救急道具の準備 

 

C．関係する法令等 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

25 

農産物の汚染や事故を防止するため、食品安全・衛生管理、労働安全、環境へ

の配慮に関する入場時のルールを定めて、農場入場者（訪問者を含む）に対し

て遵守するよう周知している。 

 

A．解説 

農産物の安全を脅かす汚染、環境の破壊、労働災害が発生すると、農場自体の経営

の存続が危ぶまれます。汚染や事故は、農場内の作業者だけでなく、外部からの訪問

者に起因することもあるので、許可の無い農場への立入を禁止し、許可の無い農場へ

の立入を防止する対策を講じるとともに、すべての許可された入場者に対して農場内

への入場時のルールを定めます。 

農産物の汚染は、物品に由来（施設、機械、道具、資材等）するものと、人に由来

するものが考えられます。ここでは、人に由来する汚染を防ぐために、農場内におけ

る人の行動についてルールを決め、入場者にそのルールを確実に実施させるための対

策を講じます。例えば、感染症に感染している、又は感染している疑いのある人が、

収穫後の農産物に直接触れたり、収穫後の農産物を取り扱う作業員が触れる可能性が

ある農場内の施設や物品に触れたりすると、農産物が直接的又は間接的に病原性微生

物に汚染される可能性があります。農場では、作業者・入場者の健康状態（発熱、下

痢などの感染症の症状の有無。必要があれば、同居の家族を含む。）については、自

己申告だけでなく、必要に応じて責任者が確認する仕組みをつくります。健康状態に

応じて、農場への立入を禁止したり、作業員の作業内容を変更したりするなど、衛生

管理上の対策を講じます。 

また、作業者が農場のルールを守っていても、農場にやってきた納品業者、機械整

備等の事業者、見学者などの訪問者が、ルールに従わずに農場に立ち入ると、汚染や

事故が発生する可能性があります。 

そこで、下記の取組について、農場内のルールを決め、作業者・入場者へ周知し、

遵守させます。周知の方法としては入口への掲示や入場時の口頭注意などがありま

す。 

① 作業着、帽子、マスク、靴、手袋等の装着品、身の回り品の取扱い 

② 手洗いの手順（手洗いの訓練と頻度を含む）、消毒、爪の手入れ 

③ 喫煙、飲食、痰や唾の処理及び咳やくしゃみ等の個人の行動 

④ トイレの利用 

⑤ 農産物や農産物が触れる器具、容器等への接触 

また、訪問者自らの安全や、農場内の作業員の安全、農産物の安全のためにも、立

入禁止箇所、機械・器具や資材に触れない、農場関係者の指示に従うこと等を明確に

し、禁止行為を訪問者にも徹底します。 

他にも、農場内やその周辺環境において、野生の動植物等を採らない、廃棄物を放
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置・埋設しないなど、農場の環境にも配慮するよう求めましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

25－1 ノロウィルスに感染した

作業者を介して農産物に

汚染が生じ、食中毒が発

生。 

作業者の出勤時に責任者が体調確認を行う。 

作業者の健康状態に応じて農産物に触れる作

業から外す。 

25－2 手洗いが不十分な人が農

産物に触れたため、病原性

大腸菌汚染が発生。 

手洗いの仕方を含む入場のルールを設定する。 

入場のルールを掲示等により周知、徹底する。 

25－3 農産物へのアクセサリー、

携帯電話部品の混入事故

が発生。 

アクセサリー等の持ち込み禁止をルールにす

る。 

入場のルールを掲示等により周知、徹底する。 

25－4 訪問者が触ったことによ

り農産物への汚染が発生。 

指定箇所以外への立入禁止や、農産物・機械類

への接触禁止を農場のルールとして定める。 

農場のルールを訪問者に周知する。 

25－5 訪問者が機械に触ったこ

とにより怪我が発生。 

指定箇所以外への立入禁止や、農産物・機械類

への接触禁止を農場のルールとして定める。 

農場のルールを訪問者に周知する。 

25－6 訪問者によるごみの投棄

により、ほ場の汚染が発

生。 

ゴミを持ち帰るよう徹底する。 

ゴミ箱の位置と破棄方法の掲示により周知す

る。 

25－7 農場周辺の希少植物の盗

掘が発生。 

希少植物の持出し禁止を掲示する。 

自治体等が定める処罰を明示する。 

 

 
図 1 農場のルール周知 

来場者、作業者に対し、食品安全を脅かさないこと、環境に配慮すること、農場

内には危険な場所や器具が多いことを周知するために、掲示や口頭での注意を行

って、事故がないように努めます。 
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 施設の出入り口等に、「農場のルー

ル」を明示し、指差し確認などして徹

底します。 

図 2 農場のルール掲示 

 

園芸施設や農産物取扱施設には、

異物を持ち込まないよう、作業者に

対応を徹底します。 

図 3 異物除去の徹底 

 作業場の管理を徹底しないと、作

業者が自らの都合の良いように喫

煙場所を勝手に作ってしまう、決め

られた場所ではないところで喫煙

する、などが発生します。 

 

図 4 作業場の管理徹底 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 食品安全 

農場経営管理 

 

番号 適合基準 

26 
ほ場や施設から通える場所に、手洗い設備やトイレ設備を確保するなど、衛生

管理を実施している  

 

A．解説 

手洗いのルールを決めても、作業場所から離れたところにしか手洗い施設、設備が

なければ、実行するのは困難です。また、洗浄剤、消毒液などの適切な備品等を準備

していなければ、衛生的な手洗いは行えません。 

そこで、手洗い設備の設置、備品の準備、衛生的な状態を確保し、十分な機能を有

するように維持管理することが重要です。また、食中毒や感染症の防止のため、手洗

いのタイミングと正しい手洗いの仕方について、作業員に周知、徹底をします。 

ほ場も含め、作業する場所から短時間で行けるトイレを確保します。借りることが

できる公共のトイレの場所等も把握しておきましょう。農産物取扱施設では、作業員

の性別と人数に見合った数を確保しておくことも大切です。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

26－1 手洗い施設が離れている

ため、手洗いをせずに農産

物に触れ、汚染が発生。 

作業場の近くに手洗い施設、設備を設置する。 

必要な備品を準備する。 

手洗いの重要性を教育する。 

26－2 手洗い場における石鹸、手

拭き等の不備により、手洗

いの効果がなく、汚染が発

生。 

液体ハンドソープやペーパータオル等、施設、

設備の設置場所や環境要件に合わせた手洗い

用備品を準備する。 

手洗い用備品が十分に機能するよう、定期的に

交換する。 

26－3 近くで使用できるトイレ

がなく外で排泄し、ほ場の

汚染が発生。 

近くに使用できるトイレを確保する。 

借りられるトイレの位置を把握する。 

作業者にトイレの位置を周知する。 

ほ場の汚染により発生するリスクを作業員に

周知する。 
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農作業中に行ける場所にトイレを確

保し、手洗い設備を整えます。農産物

取扱施設では、トイレ専用の履物を準

備し、履き替えて使用します。 

図 1 トイレ・手洗い場の整備 

 

手洗い設備の設置場所に見合った衛

生用の備品を準備します。備品が十分

に機能するように、定期的に補充、交

換します。 

図 2 手洗い設備の管理 

 

図 3 手洗い方法の掲示 

出典：農林水産省「生鮮野菜を衛生的に保つために－栽培から出荷までの野菜の

衛生管理指針－（第 2版）（令和 3年 7 月最終改訂）」 

作業者、来訪者に手洗いの大切さを伝え、正しい手洗い方法を例示します。 
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C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

27 
土壌の汚染及びそれに由来する農産物の汚染の可能性について、リスク評価

を年に 1回以上実施し、評価結果に基づく対策をしている。 

 

A．解説 

土壌（培地含む）は水と並んで栽培工程における重要な資源です。一方で、土壌を

通じた食品安全上の危害要因による農産物の汚染も考えられるため、土壌の汚染とそ

れに由来する農産物の汚染の可能性を評価して必要に応じた対策を講じます。 

行政による環境調査等の結果や自主的な土壌分析の結果、「土壌汚染対策法」や「農

用地土壌汚染防止法」に関する情報を収集し、食品安全の観点から問題となる危害要

因による土壌汚染の可能性がある場合は行政の指導に従います。ほ場周辺に、大気や

水を通して土壌を汚染する可能性のある施設がある場合、行政に相談し、対応を検討

します。その他にも、前作に使用した農薬、廃棄物、資材、動物等による土壌汚染の

可能性も考えられるので注意しましょう。 

土壌中の放射性物質については、原子力災害対策本部の「検査計画、出荷制限等の

品目・区域の設定・解除の考え方」に基づき、対象地域にほ場がある場合、行政の指

導に従い土壌の除染や作物の栽培を行います。また、環境放射線や放射性物質のモニ

タリング情報を確認し、数値の異常など問題を発見した場合にも行政に相談しましょ

う。  

近年、多発している洪水などの後にも、土壌の汚染の可能性を評価します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

27－1 近隣の化学工場排水によ

り、重金属が流入する事故

が発生。 

周辺環境を確認し、汚染源となる施設等を把握

する。 

土壌汚染のリスク評価を実施する。リスクが高

い場合、行政に相談する。 

27－2 ほ場の履歴を確認せず作

付けしたため、前作に使用

した農薬による汚染が発

生。 

前作に使用した農薬の適用、収穫前日数等を把

握する。 

残留しやすさを把握して作付け計画を立案す

る。 
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図 1 「放射線モニタリング情報」ポータルサイト 

出典：原子力規制委員会「全国及び福島県の空間線量測定結果」 

  

図 2 工場排水等に注意 図 3 堆肥の廃汁流出 

  

図 4 廃棄物の放置 図 5 ペットの持ち込み 

  

図 6 野生動物のふん便の放置 

 

図 7 タバコの吸殻の放置 
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図 8 農業用資材の放置  

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和 45年法律第 139号） 

・土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 土づくり 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

28 
堆肥、稲わらなど有機物の施用による土づくり等を通じた、適正な土壌管理を

実施している。  

 

A．解説 

 農地の土壌は農業生産の基礎であり、地力を増進していくことは農業の生産性を高

め、農業経営の安定を図る上で極めて重要です。また、地力の増進は、地球温暖化の

進行等が顕在化する中、気候変動の影響を受けにくい安定的な農業生産基盤の確保と

いった観点からも重要です。 

特に、土壌中の有機物は、土壌の物理的、化学的及び生物的性質を良好に保ち、可

給態窒素等の養分を作物等に持続的に供給するために重要な役割を果たしています。

一方で、土壌中の有機物は徐々に減少していくものであるため、営農の中において土

づくりが重要となります。 

しかしながら、近年、農地土壌への堆肥等の有機物の施用量の減少等により、農地

土壌が有する作物生産機能のみならず、炭素貯留機能、物質循環機能、水・大気の浄

化機能及び生物多様性の保全機能の低下が懸念されています。 

こうした中、土づくり等を通じた化学肥料、化学農薬の使用量低減や、農業が有す

る環境保全機能の向上に配慮した持続的な農業を推進することが重要になっていま

す。このため、農業の持つ物質循環機能を生かし、生産性との調和等に留意しつつ、

以下のような土壌管理を適切に行うよう心掛けてください。 

・堆肥や有機質肥料、緑肥等の有機物やバイオ炭を土づくりに有効活用するように努

める。 

・ほ場に残すと病害虫がまん延する場合などを除き作物残さ等のすき込みによる土

づくりに努める。 

・樹園地については、堆肥の施用が困難な場合、草生栽培や敷きわらによる有機物の

供給に努める。 

・適地においては不耕起栽培や省耕起栽培の実施により、土壌への炭素貯留や生物多

様性保全に努める。 等 

 また、適切な土壌管理には、現状を把握することが欠かせません。土壌診断や作

物診断等を実施し、作物特性やデータに基づいた適正な施肥に努めましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

28－1 土壌有機物の消耗により

地力が低下し、作柄が悪

化。 

堆肥等の有機物の施用により、土壌の物理性、

化学性及び生物性の改善を図る。 
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図 1 堆肥散布 

 

図 2 緑肥すき込み（ヘアリーベッチ） 

 

C．関係する法令等 

・地力増進基本指針（平成 20年 10月 16日付け農林水産省公表） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 

・家畜排せつ物の管理の利用の促進を図るための基本方針（令和 2 年 4 月 30 日付け

農林水産省公表） 

・みどりの食料システム戦略（令和 3年 5月 12日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 土づくり 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

29 
（傾斜地や土壌の性質によって作土層が侵食される場合）土壌侵食を軽減す

る対策をとっている。 

 

A．解説 

土壌は降雨や強風によって侵食を受けるため、放置すれば作物を健全に生育させる

ための作土層が失われます。土壌の性質によって侵食を受けやすい場合があるので、

必要に応じて、作物を栽培していない時期に被覆作物を栽培する、防風措置を施す、

畦畔や土手が崩れないように維持・強化するなど、土壌の侵食を防ぐ措置を行います。 

具体的には、以下のような取組により、土壌を健全に保ち、降雨や強風による侵食

を防ぐことで、農産物生産を継続できるようにします。 

（取組例） 

 ・適地における不耕起栽培 

 ・被覆作物の栽培（草生栽培を含む） 

 ・植生帯の設置 

 ・等高線栽培 

 ・風向きを考慮した畝立の実施、防風垣の設置 

 ・堆肥の施用等による土壌の保水性・透水性の改善  等  

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

29－1 豪雨により、傾斜地ほ場の

表土が流亡し作柄が悪化。 

等高線栽培を実施する。 

土壌の物理性改善によって透水性を向上する。 
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畦畔を壊すと、土壌侵食がすすみ、

表土が流亡します。流亡した土は、他

への汚染源にもなり、崩れた畦畔は、

労働安全上も危険です。 

 

図 1 表土の流出 

 

腐植の効果 

①土の粒子をくっつけるので、保水性、

透水性が良好になります。 

②窒素、リン酸など様々な養分が供給

できます。 

③CEC（塩基置換容量）が増加します。 

 

図 2 腐植の効果（保水性等改良のイメージ） 

 

C．関係する法令等 

・地力増進基本指針（平成 20年 10月 16日付け農林水産省公表） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 栽培・調製 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

30 
使用する水の水源を確認し、水に含まれる危害要因による農産物の安全性に

関する評価と、評価結果に基づく対策を実施している。 

 

A．解説 

農産物にとって、水は生育に大きな影響を及ぼします。栽培中に使用する水の汚染

は生育不良や農産物の汚染の原因にもなります。また、収穫後に使用する水が汚染さ

れていると、消費者の健康被害に直接つながる可能性があります。水に含まれる危害

要因とその危害要因による農産物の汚染の可能性を検討する際には、水源が何か、水

源の周辺に水を汚染する可能性のある施設等がないか、どのように使用する（散布、

土壌かん注、洗浄、手洗い等）水なのか、いつ使用するのか、水に含まれる危害要因

が農産物に吸収され可食部に蓄積するのかといったことを確認します。 

大雨、洪水、噴火などの自然災害によって、水源が有害な化学物質や微生物によっ

て一時的に汚染される可能性もありますので、水質に影響する災害が発生した際に

は、都道府県の普及指導員や農業試験場などの助言、協力も得つつ、用水の検査など

を実施し、生産される農産物の安全性を評価します。 

栽培時のかん水に使う水と農産物の洗浄に使う水では、洗浄水の方がより安全性に

気を付ける必要があります。また、栽培に使う水でも、株元や土壌へのかん水と、生

で食べられる野菜（収穫部位）に対する収穫 1 週間以内の潅水や薬剤散布に使われる

水では、収穫部位にかかる水の方がより安全性に気を付ける必要があります。このよ

うに、どの時期に、どの場所で、どのように使用するのかによって、求められる水の

安全性のレベルは異なります。 

収穫後に使用する水（農産物の洗浄水、容器の洗浄水、氷詰め出荷用の氷の生産、

等）は農産物汚染を防ぐため水道水等の飲用に適する水を使用します。井戸水や湧水

など水道水以外を使用する場合は、水質検査で安全性を確認した水または消毒した水

を使用します。 

水をためて、農産物等を洗浄する場合には、水をかけ流す、定期的に全交換するな

どして、汚染が広がらないように注意します。農産物を水拭きする場合も、汚染が広

がらないように布巾等を交換、再洗浄等を行って、適切な水質を維持します。霧吹き

などの水についても同様です。洗浄水を再利用する場合、ろ過・消毒・殺菌処理を行

うなどの汚染防止対策を検討します。 

水の放射性物質汚染に関し、行政の調査結果を参考に自らが使用している水源につ

いて安全性の検討を行います。検討の結果、リスクが高いと判断された場合、使用す

る水を水道水等に変更する、行政に相談するなどの対策を取ります。 

きのこ類は、水の中の重金属類（鉛、カドミウム、水銀、ヒ素）を吸収しやすいと

いう研究結果があります。きのこの種類によって吸収した重金属類の濃縮傾向は異な

りますが、可能な限り重金属類を吸収しないように対策を講じます。使用する水の重
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金属類の含有量を確認し、飲用に適する水質であることを確認します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

30－1 栽培中の農産物（収穫部

位）に対し、安全性を確認

していない水を使用し、収

穫後の農産物に有害微生

物が残存。 

使用前に水の濁りや異臭がないことを確認す

る。これらに異常があれば、異常のある間は使

わない。 

特に、生で食べられる野菜（収穫部位）に対し、

収穫 1 週間以内に灌水や薬剤散布する場合に

は、水質検査で安全性を確認（大腸菌が 100個

/100ml以内が目安）した水、飲用に適する水又

は消毒した水を使用するよう努める。やむを得

ず、こうした検査や消毒がされていない水を使

う場合には、できるだけ収穫まで日を空ける。 

30－2 農産物を洗う水（切口の洗

浄や表面の拭取りに使用

する水を含む）が、病原性

微生物に汚染されること

で、農産物の汚染が発生。 

水源を確認し、水道水以外の場合は水質検査を

行う。 

飲用可能なレベルであることを維持する。 

飲用可能なレベルを維持できない場合は、水道

水への切替えや消毒を実施する。 

30－3 重金属類を多く含む水の

かん水、浸漬により、きの

こに重金属類の蓄積が発

生。 

水質検査を実施し、重金属類の含有量を把握す

る。 

重金属類を含まない、含有量の少ない水を使用

する。 

30－4 おが粉を洗浄、浸漬する井

戸水が含有する重金属類

を把握せず、培地に重金属

類が含まれ、きのこに蓄積

が発生。 

水質検査を実施し、重金属類の含有量を把握す

る。 

重金属類を含まない、含有量の少ない水を使用

する。 

 

  

図 1 汚染源の例（水源近くの工場排水） 図 2 汚染源の例（冠水の発生） 
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図 3 頭上かん水 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 

・環境基本法（平成 5年法律第 91号） 

・水質汚濁に係る環境基準（昭和 46年環境庁告示第 59号） 

・地下水の水質汚濁に係る環境基準（平成 9年環境庁告示第 10号） 

・きのこの菌床製造管理基準の制定について（平成 4 年 4 月 8 日付け 4 林野産第 38

号林野庁長官通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 栽培 青果物 食品安全 

 

番号 適合基準 

31 養液栽培では、養液汚染の防止に必要な対策を実施している。 

 

A．解説 

養液栽培を行う場合、培養液自体の汚染は作物の生育不良や作物汚染に直結しま

す。そのため、培養液の汚染を防ぐ対策として下記のような管理を行います。 

 ・水供給設備の保守管理、定期的な清掃 

 ・培養液の頻繁な取り替え 

 ・培養液を再利用する場合の微生物的、化学的汚染を低減するための処理 

 ・養液栽培用の資材や機器の衛生的な保管・取扱い（肥料への異物混入防止措置、

貯水タンクに蓋をする、作業者の手洗い等） 

 ・栽培終了後などの洗浄、消毒 

 ・水質検査による大腸菌不検出の確認 

 養液栽培の場合、いったん汚染が広がると影響が広範囲に及びます。汚染を未然に

防ぐ対策を講じ、安定した農産物生産を継続します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

31－1 培養液の汚染による作物

の生育不良。 

水供給設備を定期的に掃除する。 

専門業者によりメンテナンスを実施する。 

培養液を定期的に交換する。 

栽培終了時に設備を消毒する。 

31－2 培養液の殺菌が不十分で、

農産物に病原性微生物汚

染が発生。 

再利用する水を定期的に殺菌処理する。 

殺菌装置が適切に稼働しているかモニタリン

グする。 

消毒薬の濃度が十分か、定期的に確認する。 
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培養液のタンクには蓋をし、定期的に

異物の投入や汚染が生じた痕跡（濁りや

沈殿物等）がないか確認し、記録します。 

図 1 培養液のタンクの管理 

 

かん水設備の付近に不要なものを置い

ておくと、意図せぬ汚染が生じたり、悪意

ある人による意図的な汚染リスクが高ま

ったりします。 

図 2 汚染リスクの低減 

 

C．関係する法令等 

・コーデックス生鮮果実・野菜衛生実施規範（CXC 53-2003） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

32 
ほ場及び農産物取扱施設で発生した排水（排水中の栄養成分を含む）やそれに

含まれる植物残渣、廃棄物等の適切に管理している。 

 

A．解説 

農場からは様々な排水が出ます。この排水は環境汚染の原因になるだけでなく、自

らの生産工程で使用する水の汚染にもつながります。まずは自らの農場からどのよう

な排水が出ているかを把握します。機械類の洗浄水、農薬散布機器の洗浄水、農薬の

残液、農産物の洗浄水、培養液の排液などが考えられます。 

排水を直接、河川などに流し込むと水源を汚染してしまいます。排水桝や沈殿槽を

設け、泥、残渣等を取り除く、機械類の洗浄場所を水源に影響がない場所に確保する

などのやり方が考えられます。泥や農産物の残渣は、定期的に除去し、排水路が詰ま

ったり、排水が溢れ出したりしないように管理します。 

培養液の排液が多かったり、排液中に栄養成分が残ったりしていると、水源の富栄

養化の原因となり環境を汚染します。排液中の栄養分を極力少なくしてから排出しま

しょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

32－1 トラクターの洗浄水によ

り河川を濁水で汚染する

事故が発生。 

洗浄水の排水経路を確認し、水源に流れ込まな

いよう排水桝、沈殿槽を設置する。 

洗浄水が河川に流れ込まない場所に洗浄場所

を変更する。 

32－2 培養液の排液により水質

汚染が発生。 

養分を極力植物に吸わせてから排水する。 

排液の pH、EC等を測定し、肥料成分が残ってい

ないことを確認して排水する。 

 

 

図 1 残渣除去の取組 

農産物の残渣が水路等を汚さないように、残渣を取り除くための措置を講じます。 
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機械洗浄等の排水に関しても、周囲を

汚染するリスクがない場所を選びます。 

図 2 洗浄水・排水の取扱い 

 

C．関係する法令等 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 調製 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

33 

農産物取扱施設・設備の保守管理、点検、整備、清掃等の適切な管理に加え、

有害生物（昆虫、小動物、鳥類、かび等）の侵入・発生防止対策、異物、有毒

植物等の混入防止対策を実施している。 

 

A．解説 

ほ場で農産物を収穫、梱包作業をし、直ちに出荷先に運搬、納品しない場合、ほと

んどの農場には農産物取扱施設・設備があります。農産物を一時的に保管する冷蔵庫、

風乾やキュアリングを行う倉庫、トリミングや選別、包装、梱包作業を行う調製場な

ど、出荷までの予冷や出荷待機場所となります。 

農産物取扱施設・設備では、農産物そのものや残渣が虫や動物の餌、かびの栄養源

となり得るため、施設内の清掃を徹底するほかに有害生物の侵入・発生を防ぐ必要が

あります。 

農産物取扱施設・設備に侵入、発生する有害生物には、昆虫やクモ等の節足動物な

どの虫類、そ族やハクビシン、アライグマなどの小動物、ハトやカラスなどの鳥類、

かびが挙げられます。これらの有害生物による食害、糞便等による病原性微生物の汚

染、かびの発生によるかび毒汚染等が生じれば、消費者に健康被害を起こす可能性が

あります。 

これらの防止のため、どのような有害生物が侵入、発生しているか、発生源や侵入

経路を調査し、発生源の除去、進入路の閉鎖などの対策を講じます。また、有害生物

の侵入や発生が確認された場合には、農産物の汚染を防止する方法で駆除する他、農

産物に汚染が生じていないかどうか、必要に応じて検査します。 

有害生物の他に、農産物取扱施設・設備内において、小石、ガラス片、金属屑のよ

うな異物や、有毒な雑草などの混入の可能性についても検討し、異物や雑草等の混入

を防止する対策をとります。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

33－1 ねずみや鳥の施設への侵

入と糞による農産物の汚

染。 

発生しやすい有害生物を把握する。 

有害生物の進入路を塞ぎ、物理的に駆除する。 

薬剤での駆除は、農産物等に薬剤の影響がない

よう保健所又は専門事業者に相談した上で、実

施する。 
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生食する可能性が高い農

産物等を、最終的に包装する

工程等では、汚染リスクを低

減するため有害生物の侵入

防止を徹底します。 

図 1 汚染リスクの低減 

 

図 2 侵入防止対策例 

出典：ねずみ駆除協議会資料 

 

図 3 害獣・害虫の侵入対策 

農産物の倉庫、冷蔵庫等の保管場所に害獣、害虫等が侵入しないように対策を講じ、

さらに農産物に汚染等が生じないような措置により駆除します。殺鼠剤等は、飛散し

ないようにしても、殺鼠剤にまみれたネズミが倉庫内を徘徊したりして、農産物の汚

染源となるので、倉庫内では使用しないようにします。 
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C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 

・有毒植物による食中毒防止の徹底について（令和 3 年 4 月 23 日付け 3 消安第 625

号、3 消安第 627 号、3 食産第 495 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、

食品安全政策課長、食料産業局産業連携課長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 調製 共通 食品安全 

農場経営管理 

 

番号 適合基準 

34 
喫煙・飲食場所の指定、農場内の農産物に共通する工程の確認等により、異物

混入やアレルゲンと農産物の交差汚染の防止対策を実施している。 

 

A．解説 

喫煙や飲食による農産物への異物混入や汚染を防ぐ必要があります。喫煙場所の指

定や分煙は、労働者の健康保護の観点からも重要です。農産物取扱施設に食べかすが

落ちていると虫や小動物、鳥類を誘引してしまい、糞便等による汚染やカビが発生す

る原因ともなります。さらに、アレルゲンを含む食べかす等（小麦粉、きな粉等）が、

洗わずに食べることもある農産物に混入すると、思わぬ形で消費者にアレルギー症状

を引き起こす原因ともなりかねません。 

そこで、異物混入や食品安全上の事故を防ぐとともに労働者の健康確保のため、喫

煙や飲食する場所を限定し、責任者を決めて場所を管理します。また、喫煙や飲食後

に作業場に再入場する際の手順として、手洗い、衣服のローラーがけ、よく叩いて汚

れを落とすなどの処置をして、作業に復帰するなどの対策を農場のルールとして定

め、リスクを低減するよう徹底します。 

また、健康増進法により事務所や工場等の健康増進法上の第二種施設は原則屋内禁

煙となっており、屋内で喫煙を認める場合は一定の基準を満たす喫煙専用室の設置が

必要となります。 

更に、自らの農場でアレルギー物質を含む特定原材料として指定されているような

農産物（そば、落花生、ももなど、現在 28 品目）を取り扱っている場合、他の農産

物と接触したり、その粉末や小片が誤って他の農産物に混入したりすると、重大な健

康被害を引き起こす事故の原因となりかねません。アレルギー物質を含む農産物と他

の農産物に共通する工程（同一機械・器具の使用、交差する、接触する可能性がある

移動経路、同一の作業者等）を確認し、アレルギー物質を含む農産物とその他の農産

物が接触（二次接触も含む）する可能性があるか、把握します。可能性があるならば、

アレルギー物質を含む農産物との接触をなくす、あるいは、減らす対策を検討します。

例えば、アレルギー物質を含む農産物に使用した機械・器具は、清掃、洗浄した上で、

次の農産物の取扱いに際して、はじめのうちは押し出し洗浄用として出荷対象としな

い、などの取組も実施します。 
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B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

34－1 吸い殻や食べかすの農産

物への混入。 

作業場所から隔離された場所で喫煙や飲食を

する。 

飲食した後は手洗いし、衣服を着替える、ロー

ラーがけをする、よく叩くなどして、作業場に

持ち込まない措置を講じる。 

34－2 アレルギー物質を含む食

べかすが農産物に混入し、

消費者にアレルギー症状

が発生。 

飲食した後は手洗いし、衣服を着替える、ロー

ラーがけをする、よく叩くなどして、喫食した

アレルギー物質を作業場に持ち込まない措置

を講じる。 

作業者に、アレルギー物質を周知する。 

 

34－3 アレルギー物質となる農

産物が他の農産物に接触

又は混入し、消費者にアレ

ルギー症状が発生。 

作業者に、アレルギー物質を周知する。 

アレルギー物質となる農産物とそうでない農

産物の分離・識別管理を徹底する。 

アレルギー物質に使った後の機器類を徹底し

て清掃、洗浄する。 

 

 

図 1 作業場所での禁止事項 
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農産物取扱施設内に喫煙所を設ける

と、吸い殻等が農産物や包装資材の汚

染、移り香の原因になります。また、

火災の危険も高まります。 

 

図 2 喫煙所の設置場所 

 

喫煙の際の服装や手をそのままにし

ておくと、農産物への汚染や異物混入、

移り香の原因となるので、喫煙や飲食

前後の着替え、手洗い等を徹底します。 

図 3 喫煙の際の着替え・手洗いの徹底 

 

農産物取扱施設、作業台等にアレル

ゲンの農産物や有害生物による汚染が

発生しないように、使用後や使用しな

い際には、清掃する、シートを掛ける

等の汚染防止対策を実施します。 

 

図 4 清掃、汚染防止対策の実施 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・食品表示法（平成 25年法律第 70号） 

・健康増進法（平成 14年法律第 103号） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 



88 

 

 

 

区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 調製 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

35 
農産物を適切に保管、貯蔵し、調製・出荷作業場、保管・貯蔵施設など全ての

農産物取扱施設における衛生管理を実施している。 

 

A．解説 

農産物を衛生的に保つためには、作業員に由来する汚染だけでなく、農場内に存在

する施設、設備、器具等に由来する汚染も防がなければなりません。農産物の保管、

貯蔵、出荷作業（待機）する場所は、人がいない状態で一定期間、農産物を置いてお

くことになるので、施設自体の衛生管理に気を付けます。 

農産物の保管、貯蔵、出荷作業（待機）する場所に関し、場所、農産物が接触する

可能性があるあらゆる設備、器具自体の使用前後の清掃だけでなく、同じ場所に農産

物を汚染する可能性がある資材（農薬、肥料）、機械・器具（トラクター、農薬散布

機器、防除衣）、燃料などを置かないようにします。他にも、以下のような点に注意

します。 

・ 農産物に適した温度と湿度が保たれている。 

・ 天井、壁等に結露した水滴が農産物に付着しないようになっている。 

・ 光に敏感な農産物（馬鈴薯等）を長期間保管する場合、光が入らない場所で保

管する。 

・ 農産物の日持ちを考慮し、先入れ先出しなど適切な順番で取扱う。 

・ 番号 33と同様、有害動物、異物等の侵入・混入防止措置を講じる。 

 農産物に汚染原因を「つけない」「増やさない」ことを意識して、温度・湿度の管

理、接触する可能性のある水や空気、資材の管理を徹底します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

35－1 天井からの結露水の付着

により農産物の汚染が発

生。 

温度・湿度の確認、管理。冷蔵庫内の清掃。 

結露が発生する原因（ドアパッキンの劣化等）

を発見し修理する。 

結露が発生しないように、結露する場所にヒー

ターを設置する。 

農産物の上にシート等を被せる。 

35－2 冷蔵庫の温度設定ミスに

より農産物の腐敗が発生。 

温度設定の手順を文書化し周知する。 

温度計を定期的に確認する。 

農産物を先入れ、先出し管理する。 
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収穫した農産物は、遮熱シートで覆

う、直射日光が当たらない場所に速やか

に移すなどにより、高温とならないよう

にします。  

 

図 1 収穫した農産物の保管 

 

品質が低下する農産物は、適切な温度

管理がされた冷蔵庫で保管します。倉庫

内の農産物に最適な保管温度を維持し、

上限、下限、異常時の対処方法等を定め

ておきます。 

図 2 農産物の品質管理 

 

空調設備は結露しやすく、カビが繁

殖します。定期的に点検、清掃し、汚

染源にならないように管理します。 

 

図 3 空調設備の管理 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 食品安全 

環境保全 

労働安全 

 

番号 適合基準 

36 
器具、容器、設備、機械・装置及び運搬車両を把握し、安全装備等の確認、衛

生管理、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理を実施している。 

 

A．解説 

１．農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（個別規範：農業）の活用 

農業現場は、他産業と比べて作業事故の発生率が高い傾向にあります。農業が継続

して発展するためには、若者が未来を託せる安全な職場にしなくてはなりません。 

安全意識向上のためには、日々の農作業で安全を意識することが重要です。農林水

産省では、農業者向けに日々留意して実行していただきたい事項を整理した「農林水

産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定しています。この規範は、これらの

産業統一の基本的な考え方を整理した「共通規範」と、農業・林業などの分野ごとに

具体的な事項を整理した「個別規範」から構成されており、それぞれ「チェックシー

ト」と「解説資料」を整理しています。 

例えば、「作業安全のためのルールや手順の遵守」について、①法令・ルール遵守、

②取扱説明書の確認等、③服装・保護具等着用、④健康状態管理など具体的に取り組

むべき事項を整理しています。これらの適合基準についてチェックしながら、農業者

が自らの取組の状況を点検することができます。 

 

２．定期メンテナンス、点検記録等の作成 

農作業に使用する設備、機械・器具類が故障、破損等していると、予定通り農作業

を行うことができず経営的な問題が発生するのみならず、農作業中の事故を引き起こ

す可能性があります。また、部品の脱落による農産物への金属等の異物混入、オイル

漏れ等による環境汚染、収穫物の汚染等による食品衛生・食品安全上の問題にもつな

がりかねません。 

そのため、機械・器具類の使用前又は定期的に行う点検・整備や保管を適切に実施

し、不具合を防止することが重要です。また、一連の管理作業を「農場のルール」と

して定め、農場全体で習慣化しましょう。 

＜具体的な取組事例＞ 

・ 機械、装置等を一覧表に書き出し、運転日誌、点検・整備の記録（実施日、内

容等）を作成し、記録に基づき適切に管理することで確認漏れ、整備不良等を防

止する。 

・ 機械、装置等の使用前後には、防護カバー等の安全装置を含めて必ず点検を行

い、衛生状態、安全装置、接合部の緩み、オイル漏れがないこと等を確認する。

異常がある場合は調整又は修理をする等の必要な措置を行い、法令上義務となっ
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ている事項等、指定された定期交換部品は必ず交換する。 

・ 機械の掃除や修理を行う場合には、原則、機械を停止させる。 

・ 機械、装置等の使用後は、適切に洗浄、拭取り等して衛生的に管理する。 

・ 機械を保管する際は、昇降部を下げてキーを抜く。盗難防止の観点から、機械、

装置等を施錠できる倉庫に厳重に保管する等の対策を講じる。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

36－1 トラクターの整備不良に

よる事故、作業の遅れが発

生。 

トラクターなど機械類は整備工場にメンテナ

ンスを依頼、整備伝票を保管。 

毎回、使用前点検を行う。 

使用後にも部品の脱落、接合部の緩み等がない

ことを点検する。 

自ら点検した内容を記録する。 

36－2 貯水タンクの点検漏れに

よる水の汚染の発生。 

設備のリストを作成し、点検の時期、内容につ

いてスケジュール管理する。 

36－3 機械の使用前点検で異常

を確認したものの、部品交

換せずに使用し、負傷。 

機械の異常を確認した場合は、整備するまで使

用しない。 

36－4 機械の昇降部が急に下が

って挟まれ、負傷。 

機械を保管する際は、昇降部を下げ、キーを抜

く。 

 

 

配電器具等も農産物の管理のために重

要な施設なので、破損等がないように、点

検、修繕を行います。 

図 1 配電器具の管理 

 

機械の取扱注意事項の表示は、破損や

汚れがないように管理し、始動前に指差

し確認して事故防止に努めます。 

 

図 2 機械の取扱注意事項の管理 
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農業機械や設備等の管理責任者を定

め、定期的に必要な点検を行います。

点検手順を定め、点検を行ったことが

確認できるようにし、点検忘れを防ぐ

ためにも、点検記録を作成します。 

 

図 3 農業機械や設備の点検記録 

 

C．関係する法令等 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知）  
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

37 計量機器の点検・校正を実施し、記録している。 

 

A．解説 

計量機器や水分計、温度計、金属探知機などは正確に計量・測定できなければなり

ません。量目不足は商取引上のトラブル、クレームになります。これを防ぐためには

定期的な校正を行い、計量機器を適切に設置・保管することが必要です。計量法では、

取引や証明に使用する秤について、2年に 1度、検量士による定期検査を受けること

を義務付けています（ただし計量法、食品表示法では、青果物は重量表示が義務付け

られてはいないので必須ではありません）。 

また、水分計や温度計は品質保持の検証に、農薬の計量機器等は正確な希釈に、流

量計は確実な殺菌処理等（塩素の点滴かん注等）に重要な役割を果たします。その他、

異物を除去するための篩、検査装置等も定期的に検査し、問題なく機能していること

を確認します。 

これらの点検等の忘れを防止するために一覧表を作成し、点検の方法を定め、点検

の実施を記録（日付、内容等）しましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

37－1 計量機器の狂いによる量

目不足が発生。 

計量機器の定期検査の実施。 

電池の交換を確認。 

がたつきのない水平な場所での使用。 

37－2 選別機（金属探知機等）の

不具合により、異物が混入

した農産物を誤って出荷

する事故が発生。 

選別機等の一覧を作成し、正常に機能すること

を点検する手順を定める。 

使用前後の点検結果を記録する。 

 

 

正確に農薬を計量できるよう

に、計量機器を用意します。計量す

る場所は水平に保ちます。 

誤って他の用途に使用すること

がないよう、「農薬用」等の識別を

します。 

 

図 1 計量機器の準備 
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農産物は特定物商物に該当しな

いものがほとんどなので、計量機

器の校正は義務ではありません

が、量目不足はクレームの対象に

なります。正確に計量できるよう、

計量機器は定期的に校正し、水平

の取れた場所で計量します。 

 

図 2 正確な計量 

 

C．関係する法令等 

・計量法（平成 4年法律第 51号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

38 

栽培・収穫・調製・運搬に使用する器具・包装容器等や掃除道具及び洗浄剤・

消毒剤・機械油等の安全性を確認するとともに、適切な保管、取扱い、洗浄等

を実施している。 

 

A．解説 

農産物に使用する農薬や肥料、基礎となる土や水の安全性を確保し、携わる作業者

の衛生を徹底しても、農産物が接触する可能性のある資材が、食品に適さないもので

あった場合や衛生管理に問題があった場合には、農産物の汚染事故の原因となってし

まいます。 

そのため、機械や運搬車両、容器類が農産物に直接接触するのに適した材質、安全

性を有しているのか確認します。農産物の容器包装には、食品衛生法の「食品、添加

物等の規格基準」（注釈：2020年 6月の「改正食品衛生法」の施行を受けて見直し）

を満たしたものを選定します。 

同様に、機械や器具の洗浄に使用する洗剤、潤滑油等についても、農産物に接触し

ても問題がないものを選定し使用します。洗剤や機械油（潤滑油、グリス類など）は

農産物を汚染する可能性のある化学的な危害要因です。特に農産物と接触する可能性

のある機械に使用する潤滑油は、食品機械用のものを使用するため、メーカーや販売

店に相談し、適切なものを選択しましょう。 

また、梱包の際に封入する緩衝材、フィルム、結束テープ、新聞紙等についても、

材質を調べる、業界団体の見解を入手する等して、問題がないか確認します。他にも

鮮度保持や洗浄を目的として使用する資材等（封入物、清拭、散布・浸漬・塗布剤）

も同様に、使用が許可されているか、安全性に問題はないか確認します。 

農産物の栽培、収穫や調製、運搬等に使用する器具・容器類が汚染されていると農

産物の衛生を保てません。また、包装資材・容器類の破損は農産物への異物混入の原

因ともなります。日頃から包装資材・容器類の点検・修理・交換などを行い、衛生的

に保管し、取り扱います。 

その他、用途別、場所別に清掃道具を準備し、分別して保管し、使用します。また、

掃除道具は衛生的に保管し、適切な頻度で交換しましょう。 

このように農産物に間接、直接に接触する資材等については、安全性に問題がない

か、確認してから使用するように心がけます。 
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B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

38－1 容器からの有害物質析出

による農産物の汚染事故

が発生。 

メーカーから製品情報を入手する。 

食品用として認められた資材を使用する。 

38－2 機械用潤滑油による農産

物の汚染事故が発生。 

メーカーから製品情報を入手する。 

機械用潤滑油は食品機械用のものを選ぶ。 

38－3 堆肥を運んですぐのトラ

ックで収穫物を運んだこ

とで荷台の汚れによる農

産物の汚染事故が発生。 

 

収穫物とそれ以外のものを運ぶトラックは別

にする。 

やむを得ず、汚染のリスクとなるものを運んだ

トラックを使う場合は、荷台をよく洗うととも

に、清潔なシートを敷く、収穫物を容器等に入

れるなどにより、収穫物が荷台に直接触れない

ようにする。  

 

38－4 コンテナの破損による農

産物への破片の異物混入

が発生。 

コンテナの洗浄後、傷み具合を確認し、破損し

ているものは破棄。 

38－5 包装資材の汚れによる農

産物の汚染事故が発生。 

包装資材の近くに汚染源となるもの（農薬、肥

料、廃棄物等）を置かないよう、置き場を決め

る。 

包装資材を床に直置きしない。 

 

 

図 1 用具・器具の整頓 

用具・器具は決められた場所に置き、名称を標示します。また、数が把握できる

ようきれいに整理し、紛失がないように管理します。 
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農産物の包装、梱包資材は、農薬

や肥料等の汚染が発生しないよう

に、専用保管場所等で汚染対策を講

じて保管します。 

図 2 包装・梱包資材の整理 

 

傷みがひどい、劣化している清掃道

具は、かえって異物混入や汚染の原因

になるので、用途に適したものに適切

に交換します。 

 

図 3 清掃道具の管理 

 

農産物に接触する可能性がある機

械、設備に相応しい、適切な潤滑油か、

購入前、使用前に確認します。 

図 4 適切な潤滑油の利用 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 労働安全 

 

番号 適合基準 

39 機械・装置、器具等は、取扱説明書等をよく確認し、適正に操作している。 

 

A．解説 

農業機械や器具等を誤った方法で使用すると作業事故を引き起こしかねません。機

械等の操作に従事する際には、取扱説明書の確認等を通じて、当該機械等の危険性や

適正な使用方法を理解することが重要です。 

取扱説明書等により農業機械等の適正な使用方法や注意・禁止事項を確認・整理す

るとともに、こうした情報を販売店等から積極的に入手し、農業機械等を使用する可

能性のある従事者全員に周知します。 

特に、農業機械等を初めて使用する時や更新する際に事故が発生しやすいことか

ら、適正な使用方法等を必ず確認し、従事者への周知を徹底する必要があります。 

 

＜具体的な取組例＞ 

・農業機械の目的外使用をしない。 

・安全装置の無効化や取り外し等の改造をしない。 

・緊急時に備えて、機械の動力遮断方法、エンジン停止方法を確認する。 

・機械の始動、運転時には、周囲をよく確認し、付近に人を近づけないようにする。 

・機械の回部分部の詰まり等を除去する際は、エンジンを停止し、回転部分の停止を

確認する。 

・歩行型トラクターの後進発進時に、エンジン回転数の減速、進行方向への障害物を

確認する。 

 

【農業機械の適切な使用例】 

乗用型トラクターを操作する際は、以下に注意し、安全に操作しましょう。 

・機械の転倒、転落による事故に備え、安全キャブまたは安全フレームが装備された

乗用型トラクターを使用し、必ずシートベルトを着用する。 

・機械を始動するときには、前後左右をよく確認し、付近に人を近づけない。 

・エンジンの始動は、必ず運転席に座り、変速カバー、PTO変速レバー、各種操作レ

バーの位置が中位にあり、駐車ブレーキがかかっていることを確認した上で行う。 

・左右独立ブレーキの付いた機械は、移動走行、登降坂、畔越え時、左右のブレーキ

ペダルを連結する。 

・急な下り坂において、走行クラッチを切る、変速を中立にするなどの走行は行わな

い。 

・道路走行時は、作業灯を消灯する。 

・作業機を着脱する際には、作業機と本機の間や作業機の下に入らない。作業機にス

タンド等が付いている場合は、必ずスタンド等を使用して安定させた状態で行う。 
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・補助作業者を必要とする機械作業では、作業者の体格や体力を考慮して、作業負担

が過重とならないよう作業速度等を調整する。 

・機械から離れるときには、作業機を下げ、エンジンを止め、駐車ブレーキをかけ、

鍵を抜く。 

・機械への乗降は、機械を背にして行わない。また、ステップを踏み外さないように

注意する。 

・必ず運転席に座って運転し、座席や乗車位置以外のところに人を乗せない。補助作

業者が乗車する場合は、転落防止ガードやチェーンをかけて作業する。 

・運転時、急旋回、急発進、急停止はしない。また、作業中に機械から飛び降りたり、

クローラーに足を掛けて乗り降りしたりしない。 

・作業機への巻き付き、詰まり等を除去する際には、必ずエンジンを止め、作業部分

の停止を確認した上で行うこと。また、油圧式の昇降部を上げている場合は、必ず

昇降部落下防止装置を作動させておく。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

39－1 道路走行等、乗用型トラク

ター移動時に左右ブレー

キを連結せず、片ブレーキ

による急旋回が転落事故

を誘発。 

機械類は使用前に説明書、注意書きをよく読ん

でから使用する。 

作業時以外は左右ブレーキを連結することに

ついて、作業者への教育を徹底する。 

片ブレーキ防止装置を搭載したトラクターの

導入を検討する。 

39－2 点検しやすいようカバー

を外して機械を稼働した

ことにより、巻き込み事故

が発生。 

カバー類や安全装置は取り外したり解除した

りしない。 

安全装置が外されていないか、機能するか、定

期的に点検する。 

39－3 狭小区間に侵入するため

にトラクターの安全フレ

ームを取り外し、この状態

で転落したことで車両の

下敷きになる事故が発生。 

安全フレーム等の安全装置は取り外さない。ま

た、安全装置が外されていないか、機能するか、

定期的に点検する。 

適切なサイズの機械・器具を用意し、使用する。 

使用する機械に合わせて作業現場を改善する。 
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トラクター死亡事故の最大要因

である転落・転倒の際、乗員を守る

ための安全キャブ・フレームは、シ

ートベルトを装着して初めて十分

な効果を発揮します。 

図 1 乗用型トラクターの安全域 

 

 

 路上での移動の際、左右ブレーキ

の連結を忘れると、ブレーキの片効

きによる急旋回が発生する可能性

があります。 

図 2 乗用型トラクターの片ブレーキ 

 

C．関係する法令等 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 

・個別農業機械別留意事項（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10313 号農林水産省

生産局生産資材課長通知） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 食品安全 

環境保全 

労働安全 

 

番号 適合基準 

40 
食品安全（農産物への接触防止等）、環境保全（環境への流出防止等）、労働安

全（火災防止等）に配慮した燃料類の保管を実施している。 

 

A．解説 

燃料を不適切に保管、管理すると、燃料が漏出することで、農産物の汚染による食

品安全上の事故、火災による労働災害、土壌や水質汚染による環境破壊を引き起こす

原因となる可能性があります。つまり、農場の燃料は食品安全、労働安全、環境保全

のいずれの観点からも、大きな危害要因です。 

引火、発火、爆発等を起こさないように、適切な容器を使用し、保管庫等の条件を

整え、注意喚起表示や消防設備等を準備します。所轄の消防署にも、適切な保管数量

か、保管方法に問題がないか、指導を受けましょう（保管量によって自治体、消防署

に届出が必要な場合があります。所轄の消防署に適切な保管方法、有資格者の配置等

について相談します）。 

また、農産物に燃料が付着しないよう、流出した燃料が水源や土壌を汚染しないよ

う、燃料漏れ防止対策も講じます。漏れた場合の備えとして、防油堤を設置する、吸

着シートや十分な量の砂を用意するなどが必要です。 

保管や使用する場所での火気厳禁、内容物にあった保管容器の使用（例えば、ガソ

リンは金属容器に入れ、ポリタンクは厳禁）も徹底し、消防法や自治体の条例による

規制を遵守して管理しましょう。 

同様に、石油類に該当する危険物（剥離剤、インク、洗浄剤、有機溶剤等）も、定

められた保管方法を遵守し、消防設備の準備、漏れ防止対策を講じ、漏れた時の処理

装備を準備して適切に管理します。 

さらに、燃料や危険物について数量も管理することで、食品安全、労働安全、環境

保全に加え、農場の経営の見直しにも活用できますので、番号 41 を参考に取り組み

ましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

40－1 燃料タンクからの燃料漏

れによる火災が発生。 

燃料保管施設の点検により、燃料漏れがないか

どうかを確認し、不具合を修理する。 

防油堤、吸着シートなど、燃料が流出した場合

の対策を準備する。 

消火器など適切な消防設備を用意する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

40－2 燃料パイプの劣化による

燃料漏れにより土壌汚染・

水源汚染が発生。 

燃料タンク、配管等を確認し、メンテナンスを

行う。 

防油堤、オイルフェンス、吸着シートなど、燃

料が流出した場合の対策を準備する。 

 

 

図 1 燃料の管理 

燃料を飲料容器に移し替えてはいけません。また、燃料容器の口を密閉せず、転

倒防止措置等も講じていないと床の汚染や火災の原因にもなります。 

 

大量の燃料を一か所に保管するのは

危険です。各自治体が定めている届出

が必要な量を把握し、消防署等の指導

を受け、適切に保管します。 

図 2 燃料の保管量 

 

C．関係する法令等 

・消防法（昭和 23年法律第 186号） 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

41 燃料の節約や節電など温室効果ガスの削減に資する取組等を実施している。 

 

A．解説 

１．現状把握 

農業生産活動といえども、化石燃料や電力を消費すれば温室効果ガスである二酸化

炭素が発生します。農場でのエネルギーの使用量を把握し、常に節減を心がけること

が重要です。以下の手順に従って、自らの農場で可能な省エネルギーの取組を検討し

ましょう。また、把握・検討した内容は従業員への教育などにより農場内に周知し、

節減の必要性の理解に努めましょう。 

① 農場内で使用しているエネルギーの種類（電気、燃料等）を把握します。 

② 把握したエネルギーの使用量を伝票やメーターから把握し、記録します。 

③ 把握したエネルギーの使用量を前年や前月と比較し、想定より使用量が多かった

ものについては、使用量の削減方法を検討しましょう。 

 

２．温室効果ガスの排出削減に資する取組 

農作業を行う中で、省エネルギー化が可能な部分はないか調べ、二酸化炭素の発生

を抑制する取組を実施します。省エネルギーに留意した農業機械・装置、車両、施設

の適切な使用には、以下のような取組があります。これらに取り組み、農場が二酸化

炭素の排出量削減に貢献していることを客観的に説明できるようにしましょう。 

・ 燃料消費量の節減に資する農業機械・車両の適切な使用（アイドリングストップ、

適切な走行速度やエンジン回転数での作業実施、適切な土壌水分時の作業実施等） 

・ 作業工程の見直しによる作業効率の改善（運搬ルート見直し等） 

・ 機械・器具の適切な点検整備による燃費向上 

・ 不要な照明のこまめな消灯 

・ 冷蔵庫や暖房の温度設定の最適化、ハウスの被覆の修繕 

・ 農業機械、車両、施設・設備を更新する際は、省エネルギー性能の高いものを選

択（照明器具の LED 電灯への変更、ハイブリッド車両の導入等） 

・ 再生可能エネルギー（太陽光発電、風力発電等）への切替え 

 

３．農場由来の温室効果ガスの削減 

ほ場そのものからも温室効果ガスが排出されます。例えば、畑等からは温室効果ガ

スの１つである一酸化二窒素が、水田からはメタンが排出されます。以下の取組によ

り温室効果ガスの排出削減を検討しましょう。 

＜畑等＞ 
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根圏部分に施肥する局所施肥や肥料成分の利用効率の高い分施、肥料成分の利

用効率の高い緩効性性肥料の施用といった手法で一酸化二窒素の排出を削減する

ことができます。 

 

４．ほ場への炭素貯留 

土壌管理の方法によっては、ほ場へ炭素を貯留することで温暖化対策につなげるこ

とができます。例えば、以下のような取組があります。 

・ 土壌への堆肥や緑肥等の有機物の継続的な施用 

・ 難分解性であるバイオ炭の施用 

・ ほ場に残すと病害虫がまん延する可能性のある場合を除く作物残さのすき込み 

・ 不耕起又は省耕起栽培の実施 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

41－1 ビニールハウスの被覆の

破れによる暖房効果の低

下が発生。 

ビニールハウスを巡回し、こまめに破損箇所を

補修する。 

41－2 トラクターでの公道走行

により、燃料使用量が増

大。 

トラクターの停止中はエンジンを切る(アイド

リングストップ)。 

小型トラクターはキャリアカー等を活用して

ほ場まで運搬する。 

定期的にメンテナンスし、燃費効率を維持す

る。 

41－3 トラックの不適切な積載

により、燃料使用量が増

大。 

過積載をしない。 

エンジンをかけたまま積込み作業をしない。 
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図 1 日本の農林水産分野の GHG排出量 

出典：農林水産省環境政策室「みどりの食料システム戦略 戦略の概要とめぐる情勢」 

 

図 2 節水・節電、エンジンに関する標示 

 

図 3 エンジンの保守点検の例（トラクター、コンバイン等） 

出典：農林水産省「農業機械の省エネ利用マニュアル」 

 

図 4 走行部の保守点検の例（トラクター、コンバイン等） 

出典：農林水産省「農業機械の省エネ利用マニュアル」 

 

図 5 露地野菜作におけるうね内部分施用の例 

出典：農研機構 
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図６ バイオ炭について 

参考：バイオ炭の農地施用を対象とした方法論について 

（https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/climate/biochar/attach/pdf/

top-4.pdf） 

 

C．関係する法令等 

・地球温暖化対策の推進に関する法律（平成 10年法律第 117号） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 

・みどりの食料システム戦略（令和 3年 5月 12日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 食品安全 

環境保全 

 

番号 適合基準 

42 
農場から出る廃棄物を把握し、適切に分別・管理して処分するとともに、作物

残渣等の有機物のリサイクルに取り組むなど廃棄物の削減を実施している。 

 

A．解説 

１．廃棄物の適正な処理 

 農業生産活動に伴い発生する廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する

法律」（昭和 45年法律第 137号）に基づき、産業廃棄物や事業系一般廃棄物として、

法に従い適正な処理を行うことが農業者に義務づけられています。 

 特に、法令で規定されている産業廃棄物（使用済みプラスチック類や農薬、金属類、

廃油等）は、マニフェスト（産業廃棄物管理票）制度により、農業者は適正処理の最

後まで確認する必要があります。マニフェスト制度とは、農業者が産業廃棄物の処理

を行う際に、マニフェスト（管理票）に産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分

業者名などを記入し、収集・運搬業者から処分業者へマニフェストを渡し、農業者は、

各業者から運搬・処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どお

りに産業廃棄物処理が行われたことを確認する仕組みです。 

 

２．廃棄物の一時保管の徹底 

廃棄物は、処分するまで適切に一時保管し、処理しないと、農産物の汚染原因にな

ります。また、有害生物の侵入や発生が起こった場合、食品安全上のリスクにもなり

ます。特に農薬の空容器の取り扱いでは、農薬成分が付着することを防ぐため、農産

物等と接触しない場所に一時保管する等の対策を講じましょう。他の廃棄物も、一時

保管する場所を決め、他の資材との接触を防ぎ、散乱しないように管理しましょう。 

廃棄物の把握、減量及びリサイクル、処分まで分別して一時保管を徹底し、農場の

衛生状態を良好に保ちましょう。 

 

３．廃棄物の削減の取組 

農業は、事業活動であり、排出される廃棄物の削減に努める必要があります。 

まず、農場から出る廃棄物を把握し、廃棄物自体を削減する方法を検討します。続

いて、それでも発生する残渣等については、リサイクルを検討します。作物残渣（未

利用有機物）はそのまま捨てれば廃棄物ですが、有機物資源として有効活用もできま

す。作物残渣を有効に活用するため、土づくりのためにすき込む、堆肥の原料とする

などに取り組みましょう。作物残渣等の有機物のリサイクルの実施に関し、「環境と

調和のとれた農業生産活動規範点検活動の手引き」に取組例を示しています。 

＜取組例＞ 

・作物残渣等の有機物は、ほ場に残すと病害虫がまん延する場合などを除き、ほ場に
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還元して土づくりに利用 

・堆肥の原料、家畜の飼料、畜舎の敷料等の用途への仕向け 等 

その他、ダンボール等の古紙の再生利用、金属廃棄物の回収業の活用等、可能な限

り、廃棄物を減らす工夫とリサイクルの努力によって、農場から排出される廃棄物を

減量しましょう。 

 

４．使用済みプラスチック類の排出削減やリサイクル率向上の取組 

海洋プラスチック問題、国際的な有害廃棄物の移動制約等、環境汚染を契機とした

プラスチックの資源循環が求められています。農業分野においてもプラスチック資材

の効率的利用とともに、使用量又は排出量の削減に取り組むため、以下の取組を検討

しましょう。また、使用済みプラスチックの再生利用と熱回収を併せたリサイクル率

を高めるために、産業廃棄物として排出する際は農業者においても乾燥・分別と異物

除去に努めましょう。 

・中長期展張フィルム等の導入により長期利用を実施 

・生分解性マルチ等の生分解性資材や、非プラスチック系資材の導入 

・慣行的にプラスチック被覆肥料を使用している場合、プラスチックを使用していな

い肥料への代替などの削減対策の実施 

特に、慣行的にプラスチック被覆肥料を使用している場合は、被覆殻がほ場排水な

どにより意図せず河川等の環境に排出される可能性があることから、例えば、以下の

ような取組を実施しプラスチック被覆殻の流出防止に努めましょう。 

・浅水代かきや、代かき・田植え前の水位調節を自然落水で実施 

・排水口に網を設置する等の被覆殻の流出防止・削減対策の実施 

 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

42－1 廃棄物の増加により環境

汚染が発生。 

リサイクルに取り組む。 

長持ちする資材を選択する。 

資材を可能な限り再利用する。 

42－2 作物残渣の不法投棄によ

り水質汚染が発生。 

作物残渣と資材の残渣の分別を徹底する。 

自治体に相談し、適切に処分する。 
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図１ 農業用産業廃棄物管理票（マニフェスト）（Ａ票）の記入例 

  

図２ ほ場での残渣取り残し 図３ 作物残渣の回収 

農産物の残渣をほ場に残しておくと、害獣を引き寄せ、食品安全、労働安全上の

リスクも高まります。 

 

作物残渣等は、鳥獣を引き寄せたり、

虫の発生源になります。残渣は、農産

物を汚染しないように管理し、環境に

負荷をかけない場所で一時保管しま

す。 

図４ 残渣の適正な管理 

     　　　　　　　　 農業用産業廃棄物管理票(マニフェスト)(Ａ票)

交付年月日 平成　　　年　　　月　　　日 交付番号 　０９－００３ 交付担当者 氏　名 山田一郎 (印)

事　業　者
（排出者）

氏名又は名称 ＪＡ等市町村協議会等
事 業 場

（排出事業場）
名　称 ○○農協△△支所
住所　(〒123-4567 )    TEL 　0123 (45) 6789

○○県○○町○○○　１００番地

01 塩化ビニルフィルム 05 ポリオレフィン系フィルム(農PO､農酢ビ､農ポリ) 数量及び単位 荷　姿（○で囲む）

02 フィルム以外の塩化ビニル製品 06 フィルム以外のポリオレフィン製品   2.5　t 　　01 梱包 02 バラ

03 複合ポリ塩化ビニルフィルム 07 ポリエステルフィルム(PET) 　　03 袋 04 その他（　　　　　）

04 着色塩化ビニルフィルム 08 その他(　　　　　　　　　　　　　　　　　　) 処分方法（○で囲む） 備考・通信欄

　　01 再生 02　熱回収

　フッ素フィルムは回収できません 　　　農ＰＯは登録商標です 　　　03　焼却 04　埋立

中間処理
産業廃棄物

最終処分
の場所

運搬受託者 氏名又は名称
運搬先の事業場
（処分事業者）

名　称

住所　(〒    -      )        TEL       (           )

処分受託者 氏名又は名称
積替え

又は保管
名　称

住所　(〒    -      )        TEL       (           )

運搬担当者 氏　名 　(印) 運搬終了年月日 平成　　　年　　　月　　　日
数量(及び単位)

処分担当者 氏　名 　(印) 処分終了年月日 平成　　　年　　　月　　　日 平成　　年　　月　　日

所在地

 B2票 平成　　年　　月　　日

 D 票 平成　　年　　月　　日

 E 票 平成　　年　　月　　日

企画・制作：(一社)日本施設園芸協会

最終処分を

行った場所

住所　(〒    -      )        TEL       (           )

住所　(〒    -      )        TEL       (           )

有価物
拾集量
最終処分

終了年月

日

住所　(〒    -      )        TEL       (           )

照合
確認

管理票交付者（処分委託者）の氏名又は名称及び管理票の交付番号（登録番号）

　有限会社　○○　（×××）

農業用
産業廃棄物

の種類
（○で囲む)

名称／所在地／ＴＥＬ

　有限会社　△△　／　××県××市××　／　TEL　×－×－×

本来の排出事業場はハウス等となります
が、マニフェスト交付についての連絡先と
して、事務を代行した農協等の名称、所
在地、電話番号を記載したほうが都合が

多数の排出事業者(農業生産者)の氏名
を書くことは困難なので、このように書い
て、別途、マニフェスト交付台帳などに交
付番号毎の全員の名前を記録するよう
にするなど、工夫をする必要があります。

本来の排出事業場はハウス等となります
が、マニフェスト交付についての連絡先と
して、事務を代行した農協等の名称、所
在地、電話番号を記載したほうが都合が

収集場所を提供し農業者から事務代行
の委任を受けている場合は、ＪＡ等市町
村協議会等名（代表者名）を記入します。
農業者が個々に排出する場合は農業者
名を記載します。

農協等の直接の担当者の
氏名を記入します。

任意の一連番号
を記入します。
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C．関係する法令等 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 

・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律（平成 7 年法律第 112

号） 

・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律（平成 12年法律第 116号） 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 環境保全 

労働安全 

 

番号 適合基準 

43 
農場内の整理・整頓・清潔・清掃を実施し、農業生産活動に伴う廃棄物の不適

切な処理・焼却は行っていない。 

 

A．解説 

農場内を整理、整頓し、常に衛生的にしておくと、汚れや汚染のリスクが明確にな

るため、農産物の安全性向上に効果があります。また、作業がしやすくなるので、労

働安全の向上、作業効率の向上にもつながります。さらに、きれいな農場は、取引先

のバイヤーや消費者、近隣住民に対する信頼性の向上につながります。 

農業は、農産物を生産する事業活動であり、そこから排出される廃棄物は事業系一

般廃棄物又は産業廃棄物に分類されます。廃棄物の適正な処分は、法令上の義務であ

って、農業も例外ではありません。 

廃プラスチック、農薬や肥料の空袋、残った農薬、農業機械の部品等の処理は、運

搬や処分の資格を有する産業廃棄物運搬業者・処理業者に委託します。 

作物残渣等についても、不適切な焼却は法令で禁止されていますので、処分方法（排

出量や種類によって分類が産業廃棄物、事業系一般廃棄物、家庭系一般廃棄物となり、

自治体により処分方法が異なります）を自治体に確認しましょう。また、作物残渣と

基材や資材等を適切に分別することも大切です。作物残渣と、ウレタン基材やマルチ、

ピンチなどの農業資材を分別しないままにしておいては、堆肥の原料等の有機物とし

ても、廃プラスチックとしての処分もできないままになってしまいます。 

 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

43－1 使用済み農業資材を野焼

きしたことにより、環境汚

染が発生。 

資格を有する産業廃棄物処理業者に処理を依

頼する。 

農協や販売店等の回収サービスを利用する。 

43－2 作物残渣とウレタン基材

を分離しないまま埋却し、

廃棄物の処理及び清掃に

関する法律違反が発生。 

作物残渣を腐らせて除去する。 

事業系一般廃棄物（作物残渣）と産業廃棄物（ウ

レタン基材）の両方の処理ができる事業者に処

分を委託する。 

43－3 区分が不十分で廃棄物を

誤って出荷用の農産物に

使用し、汚染が発生。 

内容物により、容器を明確に識別する。 

廃棄物専用保管場所を設け、廃棄物に明確な印

を付ける。 
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農産物残渣を野焼きすると、周辺

への迷惑行為となりますし、貴重な

有機物資源の損失にもなります。可

能な限り、リサイクルします。 

 

図 1 野焼き 

 

プラスチックの農業資材や家庭ごみ

を焼却してはいけません。土壌や水

質、農産物の汚染源になり、周辺への

迷惑行為となります。 

図 2 資材焼却 

 

農場から出る廃棄物を把握し、一時

置き場、処分方法をルール化するとと

もに、廃棄や一時保管の責任者を決め

て管理します。 

図 3 廃棄物処分ルール 

  

図 4 廃棄物の放置 図 5 農業用資材等の放置 



113 

 

 

 

  

図 6 タバコの吸殻の放置 図 7 農業用資材の放置 

 

C．関係する法令等 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46年政令第 300号） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 

・悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 

  



114 

 

 

 

区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

44 
周辺住民等に対する騒音、振動、悪臭、煙・埃・有害物質の飛散・流出等に配

慮し、対策を実施している。 

 

A．解説 

農場を継続的に運営していくためには、周辺の方々の理解が必要です。 

まずは自らの農場の周辺環境、住民の方々を把握し、周りの人や施設に迷惑をかけ

ていないか、過去にトラブルとなったことがないか、自治体や自治会組織に相談が持

ち込まれていないか、把握します。例えば、機械操作の騒音トラブルがあるなら、深

夜早朝の作業はしない、堆肥の悪臭が迷惑になっているなら、堆肥場を移動する、完

熟化を促進する、切り返し作業時に回覧等で周知するなどして、トラブルを解消する

ための対策を講じます。 

トラクターで公道を走る場合、機械やタイヤに付着した泥を公道に落とさないよう

に清掃する、落とした場合は取り除く、「低速車マーク」を表示する、アタッチメン

トには灯火器類を追加するなど、道路運送車両の保安基準を遵守することも大切で

す。また、公道に車両を長時間駐車することも避けましょう。番号 10 と合わせて、

環境へのリスクに周辺住民への迷惑行為も含めて抽出、検討することでトラブルを未

然に防ぐことも大切です。 

住民と良好な関係を維持できれば、生産活動への協力も得られます。迷惑をかけて

いないか、情報を把握するためにも、積極的にコミュニケーションを取りましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

44－1 堆肥の製造による周辺住

民への悪臭被害が発生。 

堆肥の発酵を促進させるよう切り返しやエア

レーションを実施する。 

堆肥の製造場所、原材料を変更する。 

風向きに注意して切り返し作業を行う。 

切り返し作業時に回覧等で周知する。 

44－2 廃棄物が飛散して近隣住

民とトラブル発生。 

廃棄物が飛散しないようにネットやカバー等

を展張する。 

44－3 公道にキャリアカーを駐

車したまま長時間放置し

交通障害が発生。 

ほ場近くに駐車スペースを確保する。 

駐車可能な場所にカラーコーン、車止め等を設

置して安全に駐車する。 
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公道にほ場から出た泥や土を落とした

ままにしておくと、汚れや埃によって周

辺の住民に迷惑をかけます。ほ場から機

械のまま道路に出る際には、いったん草

地を走る、落とした泥を直ちに撤去する

等の配慮をします。 

図 1 泥・土の撤去 

 

住宅が接近したほ場や農産物取扱施設

では、農薬の散布、騒音、振動、運搬作業、

堆肥や廃棄物の臭いなど、注意すべきこ

とは数多くあります。コミュニケーショ

ンを取り、どのような問題があるのか、要

望を収集し対処します。 

 

図 2 周辺住民とのコミュニケーション 

 

C．関係する法令等 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年法律第 137号） 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和 46年政令第 300号） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 

・悪臭防止法（昭和 46年法律第 91号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 全般 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

45 
ほ場等への鳥獣の接近を制限する取組等による生物多様性に配慮した鳥獣被

害防止対策を実施している。 

 

A．解説 

生物多様性とは、生物多様性基本法において「様々な生態系が存在すること並びに

生物の種間及び種内に様々な差異が存在すること」を意味し、人類もその恩恵を享受

しています。近年の農業の生産効率は化学的な資材や機械化により飛躍的に向上しま

したが、一方で環境破壊や環境汚染等により生物多様性を脅かす状況を招いていま

す。 

生物多様性について考える場合、まず農場と農場周辺にどのような動植物が生息し

ているか、希少動植物、在来種、外来種等を認識し、それらにどのような変化がある

のかを把握します。また、日本では鳥獣害対策が重要な地域が増えています。生態系

のバランスを考えたうえで、地域の一員として、どのように環境と生物多様性に貢献

できるかを考えて活動します。 

一方で、鳥獣による農産物等への被害は深刻な状況です。農場周辺では「鳥獣によ

る農業水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、国が定

める基本指針に即して、市町村が被害防止計画を作成し、地域ぐるみで被害防止対策

を行う取組を推進しています。同法では、国及び地方公共団体は生物の多様性の確保

等に留意することとされており、国・市町村が定めた指針・計画に即した対策を実施

することは生物多様性の確保の点からも重要です。 

基本指針においては生産段階の取組として、例えば次の取組を留意すべき事項とし

ています。 

（取組例） 

 ・食品残渣の管理の徹底、放任果樹の除去等、鳥獣等を引き寄せない取組の実施 

 ・侵入防止柵の設置 

 ・追い払い活動や追い上げ活動の実施 

 その他にも、遊休地の草刈等を行って見通しを良くし、ほ場への接近を防きます。 

なお、鳥獣を捕獲する際は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法

律」等の関係法令を遵守することとしています。在来種に関しては駆除を前提としな

い鳥獣害防止対策を講じます。一方で特定外来生物（番号 46 参照）については、自

治体と連携して駆除等に努めます。 

こうした取組を地域ぐるみで実践し、生物多様性を損なうことなく、鳥獣害防止に

努めましょう。 
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B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

45－1 イノシシにより、農産物の

食害が発生。 

ほ場と山の間にある雑草が生い茂る耕作放棄

地を除草する。 

緩衝地帯として見晴らしの良い空き地をつく

りイノシシが寄りにくくする。 

45－2 鳥獣害防止のために設置

した毒餌により、地域の希

少動物が駆除される事故

が発生。 

法令を遵守し、有資格者による適切な罠等を設

置する。 

動物が寄り付かないよう、作物残渣等を適切に

処分する。 

 

 

図 鳥獣害防止の対策の例 

 

C．関係する法令等 

・鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律（平成 19

年法律第 134号） 

・鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための施策を実施するための基本的

な指針（平成 20年 2月 21日農林水産省告示第 254号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅴ経営資源 栽培 青果物 環境保全 

 

番号 適合基準 

46 

セイヨウオオマルハナバチを利用している場合は、飼養に関する環境省の許

可取得及び適切な飼養管理を実施している。また、その他外来生物を利用して

いる場合についても適切な飼養管理を実施している。 

 

A．解説 

特定外来生物は、海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産

業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるものが指定されます。農業分野では、

特定外来生物であるセイヨウオオマルハナバチを使用する場合があります。その飼養

にあたっては、環境省の許可の取得及び適切な飼養管理の実施が法令上義務付けられ

ています。 

具体的には以下の取組を行うことが必要です。 

① ハチの飼養に関する環境省の許可取得（1 回の許可の有効期間は 3年間） 

② 栽培施設の全ての開口部のネットでの被覆 

③ 栽培施設の出入口への二重の戸の使用又はネットでの二重被覆 

④ 使用後のハチの確実な殺処分の実施 

⑤ 栽培施設への許可証の掲出 

導入天敵などの特定外来生物ではない外来生物を使用している場合も、生態系を守

るために取扱説明書の注意事項に従って使用する必要があります。殺処分が必要な場

合は確実に行います。 

また、前項 45 と合わせて、日本の固有種に悪影響を及ぼす外来の動植物を発見し

た場合には、駆除が可能かどうか自治体に確認した後、対処しましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

46－1 セイヨウオオマルハナバ

チが栽培施設から逃げ、生

態系に影響を及ぼす事態

が発生。 

ハチの飼育中は開口部をネットで被覆、出入り

口を二重戸にし、開けっぱなしにしない。 

使用後は確実に殺処分する。 

国産のクロマルハナバチ等に変更する。 
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図 1 セイヨウオオマルハナバチ 

セイヨウオオマルハナバチは施設の維持管理を徹底し、飛散しないように厳重な注

意が必要です。事故を防ぐためには、国産のクロマルハナバチを使用することも検討

します。 

 

図 2 セイヨウオオマルハナバチ飼養許可の掲示 

出典：農林水産省関東農政局 

 

C．関係する法令等 

・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律（平成 16年法律第 78

号） 

・環境大臣が所掌する特定外来生物に係る特定飼養等施設の基準の細目等を定める

件（平成 17年環境省告示第 42号） 

・特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律第５条に基づくセイ

ヨウオオマルハナバチの飼養等の許可の運用について（平成 31 年４月 19 日 環

自野発第 1904191 号環境省自然環境局長通知） 

  

赤丸部分に許可証のコピー 

が貼ってあります。 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 苗づくり・定植 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

47 
信頼できる供給元から適正な手段により種苗を入手し、育苗の管理及び種苗

の調達に関する記録を保管している。 

 

A．解説 

農業における健全な種苗（種子、苗、種菌）の入手、育成は経営上、重要な工程で

す。種苗の入手・育苗を管理、記録し、見直せるようにすることが大切です。また、

育苗品種を指定して育苗を外部委託している場合には、番号 12 に従って管理を実施

します。 

種苗は、外観によって品種、発芽率などの品質や生産地の識別が困難なため、販売

する場合は一定の事項の表示が義務付けられています。指定種苗として定められた植

物の種苗が表示義務の対象です。農林水産大臣が指定種苗として定めているのが、穀

類、豆類、いも類、野菜、きのこ類などの食用となる作物及び飼料作物の全て、花き、

果樹、芝草などの一部の植物です。これらの種苗には、品種、生産地、採種年月（又

は有効期限）、数量、農薬の使用履歴、種苗業者の名称、発芽率が表示されているの

で、記載事項を参考に、適切な種苗を入手し、記録します。 

特に農業生産の安定を図るため、種苗の健全性が収穫に大きく影響を及ぼす作物

（馬鈴薯等）については、国が指定種苗として指定し、検疫を行っています。指定種

苗は、植物防疫官が毎年栽培中に病害虫の検査を行い、この検査に合格しないと種苗

として移動することができません。対象品目（馬鈴薯等）を購入する時は検査合格証

票を確認します。 

自家増殖した種苗については、どのほ場で採取されたものか（複数ほ場からの選抜

も可）を記録します。入手した種苗をほ場に定植するまで育苗した場合は、その育苗

記録を作成します。育苗した場所・施設名、品目・品種、播種量、培土の配合、施肥

内容、定植日、種苗生産に際し農薬を使用した場合は、番号 58 に従って記録を残し

ます。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

47－1 表示の確認を怠り、農薬の

使用回数を超過する使用

基準違反が発生。 

指定種苗の表示から農薬の使用回数を確認す

る。 

定植後に自ら使用する農薬の使用回数と合わ

せてカウントする。 

47－2 適切な種いもを入手せず、

ジャガイモシストセンチ

ュウやそうか病菌が蔓延

し、大幅な減収が発生。 

馬鈴薯の種いも購入時に検査合格証票の有無

を確認する。 
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図 1 指定種苗の表示 

出典：農林水産省「指定種苗制度をご存知ですか？」 

 

図 2 種馬鈴薯の検査合格証票サンプル 

出典：農林水産省「国内種苗の検査について」 

 

C．関係する法令等 

・種苗法施行規則（平成 10年農林水産省令第 83号） 

・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 

・農薬取締法施行規則（昭和 26年農林省令第 21号） 

・有毒植物による食中毒防止の徹底について（令和 3 年 4 月 23 日付け 3 消安第 625

号、3 消安第 627 号、3 食産第 495 号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、

食品安全政策課長、食料産業局産業連携課長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培・収穫 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

48 隣接ほ場からの農薬ドリフトの影響を回避できるよう対策している。 

 

A．解説 

農薬の工程管理を検討する上で、自らのほ場・農産物に対し、周辺で使用される農

薬からの影響があるか、ドリフトの危険性について調べます。 

ドリフトの影響が懸念される場合には、周辺の農薬使用者とコミュニケーションを

とり、お互いに農薬の影響がないよう話し合いをします。例えば、農薬散布時期を知

らせてもらう、農産物が収穫時期を迎える際には農薬の使用を控えてもらう、使用す

る農薬を揃える、旗や目印でドリフトへの注意を促す、ドリフト低減ノズルの使用を

依頼する、畦畔・境界部に緩衝地帯や防風ネット、風よけとなる緑肥を栽培する等の

方法があります。 

周辺農家と軋轢が生じないようによく話し合い、適切な方法を採用します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

48－1 周辺ほ場からのドリフト

により、残留農薬基準違反

が発生。 

周辺ほ場の農薬使用者とコミュニケーション

をとる。 

農薬散布時期を知らせてもらい、収穫時期をず

らす。 

収穫時期を知らせ、農薬散布を控えてもらう。 

使用する農薬を適用のあるものに変更しても

らう。 

ドリフト低減ノズルの使用を依頼する。 

緩衝地帯や防風ネットの設置、風よけとなる緑

肥の栽培によりドリフトを回避する。 
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図 1 ほ場端部からの農薬ドリフトについて 

出典：農林水産省「農薬飛散対策技術マニュアル」 

 周辺農家と話し合い、加害・被害

のドリフトリスクを低減するため、

防風ネット等を設置します。 

 

図 2 ドリフトリスク低減のための防風ネット 

 

C．関係する法令等 

・「農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について（平成 17年 12月 20日付け

消安第 8282号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知） 

・農薬飛散対策技術マニュアル（平成 21 年度 IPM 技術評価基準策定・情報提供委託

事業／周辺作物飛散影響防止対策基準策定事業報告書） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

49 
ほ場と周辺の適切な管理により病害虫・雑草の発生しにくい環境づくりを行

っている(IPM における「予防」の取組）。 

 

番号 適合基準 

50 
病害虫・雑草の発生状況を把握した上で防除要否及びタイミングの判断して

いる(IPMにおける「判断」の取組）。 

 

番号 適合基準 

51 
農薬と農薬以外の防除手段を組み合わせて、農薬使用回数の低減に努めてい

る(IPMにおける「防除」の取組）。 

 

A．解説 

１．IPMについて 

IPMとは、Integrated Pest Management の略称であり、「総合的病害虫・雑草管理」

などと訳します。 

IPMは、 

①病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備（IPMの「予防」の取組）、 

②病害虫・雑草の発生状況を把握した上での防除要否及びタイミングの判断（IPM

の「判断」の取組）、 

③多様な防除方法（防除資材、使用方法）を活用した防除（IPMの「防除」の取組）

を組み合わせて、化学農薬の使用量を必要最低限に抑えつつ、経済的な被害が生じる

レベル以下に病害虫・雑草の発生を抑制する方法です。 

病害虫・雑草の発生状況に応じて、経済性を考慮しつつ適切な防除手段を総合的に

講じることにより、農業者にとって農作物の安定した生産を確保できるというメリッ

トがあります。また、化学農薬に過度に依存せず、多様な防除手段を総合的に用いる

ことにより、人の健康に対するリスクの低減、環境への負荷の低減による生物多様性

の維持等の環境保全、薬剤耐性・抵抗性を持った病害虫・雑草の出現抑制にもつなが

ります。 

 

２．IPMの取組方法 

 IPMの取組方法としては、「予防」、「判断」、「防除」の 3つの取組を基本に効果的・

効率的な防除を行います。それぞれの取組内容は以下のとおりです。 

 

（１）「予防」の取組 

IPMでは、病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備のため、「健全な種苗の使

用」「病害虫の発生源の除去」に取り組むことが基本となります。これらの取組に加
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えて、栽培する作物の種類、地域の実情を踏まえた取組等を可能な範囲で実施します。 

＜取組例＞ 

・ 健全な種苗の使用（種子更新・種子消毒の実施、検定済み無毒苗木・種子の使用、

病徴や徒長のない苗の使用等） 

・ 病害虫の発生源（作物残渣、周辺雑草、寄主植物等）の除去 

・ 抵抗性品種の導入 

・ 土壌の排水性の改善 

・ 土壌診断に基づく適正な施肥管理 

・ 適正な栽植密度の管理 

・ 輪作の実施 

・ 緑肥の活用 等 

 

（２）「判断」の取組 

IPMでは、病害虫・雑草による被害が生じると判断される場合に防除を行うことを

基本として、「発生予察情報の活用」、「ほ場観察」により病害虫・雑草の発生状況等

を把握した上で防除要否及びタイミングを判断します。 

＜取組例＞ 

・都道府県や国、民間団体の発生予察情報※（発生予報、注意報、警報等）を活用す

ることにより防除要否及びタイミングを判断 

※病害虫の防除を適切なタイミングで経済的なものにするために農業者等に提供

される、今後、発生が多くなると予測される病害虫を効率的に防除できる時期等

の情報であり、国、都道府県は、発生予察事業において、病害虫の発生状況を調

査し、その後の病害虫の発生を予測し、発生予報、注意報、警報等により情報提

供しています。 

・ほ場やほ場周辺における病害虫・雑草や天敵の発生状況を観察することにより防除

要否及びタイミングを判断 等 

 

（３）「防除」の取組 

 IPMでは、化学的防除だけでなく、「物理的防除」、「生物的防除」など多様な防除方

法を組み合わせることを基本として、粘着シート、天敵など化学農薬以外の多様な防

除資材を活用し、適切な使用方法による防除を行います。また、化学農薬の使用にお

いては、可能な範囲で環境負荷の低減にも資する化学農薬を活用し、環境負荷の低減

にも資する使用方法による防除に取り組みます。 

（取組例） 

①多様な防除資材の活用 

・ 粘着シート、防虫ネット等の利用（物理的防除） 

・ 天敵、微生物農薬等の活用（生物的防除） 

・ 環境負荷低減の観点からのリスクの高い農薬からリスクのより低い農薬への転

換 等 

②適切な使用方法による防除 
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・ 同一系統薬剤の連続使用を避けた農薬散布（ローテーション散布） 

・ 農薬施用量の低減のためのドローン等を活用したピンポイント防除 

・ 農薬散布時の飛散の低減のための飛散防止ノズルの活用 等 

 

３．IPMの実践 

IPMの実践にあたっては、PDCAサイクル（Plan（計画）、Do（実践）、Check（検証）、

Action（改善）を繰り返すことで業務を改善する手法）により、毎年、取組方法の改

善を図ることが重要です。いつ、どのような取組を行ったか記録を残すようにしまし

ょう。 

また、病害虫・雑草の発生態様は、地域によって様々であり、地域の実情を踏まえ

た最適な防除手段を選択することが必要となります。より地域に合った IPMの取組方

法については、各都道府県の普及指導センター等に相談してください。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

49～51 

 

 

病害虫・雑草の発生・まん

延により、収量が大幅に減

少。 

「予防」、「判断」、「防除」を組み合わせた総合

的病害虫・雑草管理を実施します。 

 

＜予防の取組例＞ 

・ 健全な種苗を使用する。 

・ 病害虫の発生源となる作物残渣、周辺雑草

等を除去する。 

・ 抵抗性品種を導入する。 

・ 輪作体系に取り組む。  

＜判断の取組例＞ 

・ 発生予察情報の活用やほ場観察により病害

虫・雑草の発生状況に応じて防除要否及び

タイミングを判断する。 

＜防除の取組例＞ 

・ 化学的防除だけでなく、生物的防除、物理的

防除などの多様な手法を組み合わせた防除

を行う。 

・ 同一系統の農薬の使用を避け、ローテーシ

ョン散布を実施する。 

化学農薬のスケジュール

散布や化学農薬のみに依

存した防除により、環境負

荷が増大。 

薬剤耐性・抵抗性を持つ病

害虫・雑草が出現。 
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図 1 IPMの基本的な考え方について 

 

畦畔を丁寧に管理し雑草の繁茂を

防止すると、病害虫の発生を抑制で

き、農薬の使用量も減らせます。 

図 2 予防の取組例（畦畔の雑草管理） 

 

 

図 3 生物的防除の事例（天敵の活用） 

  

図 4 物理的防除の事例（物理的防除資材の活用） 

 

タバコカスミカメ ヒメカメノコテントウ 

黄色粘着板 防虫ネット 
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C．関係する法令等 

・総合的病害虫・雑草管理（IPM）実践指針について(平成 17 年 9 月 30 日付け 17 消

安第 6260号農林水産省消費・安全局長通知） 

・みどりの食料システム戦略（令和 3年 5月 12日農林水産省公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 計画 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

52 
使用する予定の農薬の情報をまとめ、使用基準違反を防ぐ農薬使用計画を策

定している。 

 

A．解説 

農薬を使用する際には、「農薬取締法」に基づく登録を受けたもの、かつ、有効期

限内のものを使用する必要があります。 

食品の安全を守り、周辺環境に配慮して農薬を適正に使用するため、まず、農場で

使用する予定の農薬のリストを作成します。その際、都道府県の「防除指針」、普及

指導センターや JA の防除暦などを参考にします。リストに記載する際に、その農薬

には農林水産省の登録番号があることを確認します。 

続いて、農薬取締法に定められた「使用基準違反」にならないように、リストを整

備します。農薬のラベルに表示されている農薬名（剤型含む）、適用病害虫名、使用

回数（本剤の使用回数、含有する有効成分の種類ごとの総使用回数）、使用時期（収

穫前日数）、使用量、希釈倍数、使用方法などを確認しリストに記載していきます。

間違いがないか、複数回チェックしましょう。農薬は、含有する有効成分の種類ごと

に使用できる総使用回数が定められているので、総使用回数が超えていないことを確

認しましょう。また、対象病害虫によって希釈倍数が異なることもありますので、何

のために使用するのか、しっかり記載しましょう。 

同じ農薬を何回も続けて使用すると、病害虫において、その農薬に対する耐性・抵

抗性が生じる可能性が高まります。そこで、作用機構などを調べ、同じ系統の農薬を

連用することがないように、農薬のリストを工夫します（RACコード、系統名等を参

照）。 

農薬は、製剤ごとに適用作物が異なり、農産物によって残留農薬基準も異なります。

後に作付けする作物のことも考慮して農薬を選択できるようにしましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

52－1 無登録農薬の使用による

農薬取締法違反が発生。 

農薬リストを作成する。 

リスト掲載農薬のみを使用する。 

使用前に必ず農薬登録番号を確認する。 

52－2 農薬の使用回数、使用時

期、使用量、希釈倍数の間

違いにより、残留農薬基準

違反が発生。 

農薬リストを作成する。 

リストに記載した方法で農薬を使用する。 

使用前に必ずラベルの記載事項を確認する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

52－3 農薬に対する病害虫の耐

性・抵抗性が発生。 

同系統の農薬を連続して使わない（ローテーシ

ョン）。 

IPMを実践する。 

52－4 前作使用農薬により、後作

の農産物に残留農薬基準

違反が発生。 

後作にも適用のある農薬を選択する。 

前作終了後、後作作付けまで十分な期間を開け

る。 

52－5 国内出荷分は問題なかっ

たものの、輸出先国で残留

農薬基準違反が発生。 

輸出先国の残留農薬基準値を調べ、基準違反発

生のリスクを極力低減させた農薬使用計画を

策定する。 

輸出先国の基準に適合していることを自主検

査で確認する。 

 

 

図 農薬の適正使用 

農薬の適正使用について、繰返し注意を促し徹底します。特に、収穫前日数を間

違えると、農薬使用基準違反だけでなく、残留農薬基準に違反する可能性が高くな

ります。収穫日を間違えない措置を講じることが重要です。 

 

C．関係する法令等 

・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

53 
農薬使用計画に基づき、適正に農薬を使用するとともに、使用前に使用濃度や

散布方法など、適正な使用方法の再確認を実施している。 

 

A．解説 

農薬を使用する際には、農薬ラベルに適用作物、使用回数、使用量、希釈倍数、収

穫前日数、使用上の注意事項や被害防止方法等が記載されていますので、必ず確認し

ましょう。 

「農薬取締法」では、容器又は包装にあるラベルの表示内容を確認し、表示内容に

従って使用することが定められています。ラベルの表示内容を遵守していないと、農

薬使用基準違反に問われたり、残留農薬基準違反により出荷した農産物を回収しなけ

ればならなったりする場合があります。 

また、最終有効年月を過ぎた農薬は、効果が保証されないだけでなく、使用基準が

変更されている場合には、表示内容を守っていたとしても残留農薬基準違反になる可

能性があるので、使用しないようにします。間違いを回避するために、最終有効年月

を過ぎた農薬は明確に識別、分別して管理し、できるだけ早急に廃棄物処理業者へ依

頼すること等により適正に処分します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

53－1 

 

思い込みによる間違った

農薬を使用し、使用基準違

反が発生。 

使用前に農薬使用計画を確認する。 

農薬の使用の都度、容器又は包装にあるラベル

の表示内容を確認する。 

53－2 

 

最終有効年月を過ぎた農

薬を使用し、防除効果が不

足。 

使用前に最終有効年月を確認する。 

最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう

に識別、分別する。 

最終有効年月を過ぎた農薬を早急に処分する。 

53－3 

 

最終有効年月を過ぎた農

薬を使用し、結果的に残留

農薬基準値の超過が発生。 

使用前に最終有効年月を確認する。 

最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう

に識別、分別する。 

最終有効年月を過ぎた農薬を早急に処分する。 
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農薬の使用前には、必ずラ

ベルの表示内容を確認する

必要があります。 

図 1 農薬の容器又は包装にあるラベルの表示内容 

出典：農林水産省 

 

農薬の在庫の明示ととも

に、最終有効年月を過ぎた農

薬は明確に分別、識別して適

切な方法で早急に処分しま

す。 

図 2 農薬の在庫・期限の管理 

  



133 

 

 

 

 

使いかけの農薬は、ラベル

が読める状態で密封します。 

図 3 使用途中の農薬の管理 

 

C．関係する法令等 

・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 

・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令（平成 15 年農林水産省・環境省

令第 5号） 

  



134 

 

 

 

区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

54 
農薬は、周辺環境を汚染しない場所で必要な量だけ調製し、使用した計量機器

等の洗浄を適切に洗浄している。 

 

A．解説 

散布作業前に、防除の準備を整えます。 

まず、防除器具等が適切に動作するか、事前に確認し、詰まりや前回使用した農薬

が残っていないか点検します。 

次に、農薬の調製時は最も濃度が高い、原液に接触する危険がありますので、番号

56 に定められた防護装備を適切に装着して作業に当たります。農薬を保管庫から出

す前に、適切な保護装備を装着します。 

農薬の散布液が余ると、余分に散布して使用基準違反になってしまうことがありま

す。余分に調製すれば、無駄に農薬を消費し、廃棄処分で環境への負荷も増加します。

したがって、必要最小限の散布液を調製し、農薬の使用基準違反の回避、環境汚染の

防止、経済負担の軽減に努めます。 

まず、ラベルに表示されている単位面積あたりの使用量と、農薬を使用する農地の

面積から、必要な量だけを秤量して散布液を調製します。計量する際には正確に測れ

るよう、水平な場所で行います。調製に使用した計量カップなどの計量機器は、農薬

の成分が残らないように十分な洗浄、計量機器は拭取り等を行います。洗浄時のすす

ぎ水は環境汚染を防ぐため、希釈水として農薬タンクに入れます。 

はじめから残液が出ないように調製しますが、残液が発生した場合には、番号 57

を参考に処分します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

54－1 余った農薬の散布液を再

度散布した結果、使用基準

違反が発生。 

必要量のみ農薬を調製する。 

すすぎ水を希釈水として使用する。 

 

 

農薬ごとに専用タンクを準備しても継

ぎ足して調製すると、濃度が濃くなって

農産物に薬害が出て品質が低下したり、

逆に農薬の品質が低下したりして効果が

得られないなど安定しません。また、残

留農薬のリスクも高まります。 

図 1 適切な農薬調製 
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図 2 秤・計量機器を用意し、正確に秤

量 

図 3 農薬調製専用の台と、計量機器 

 

C．関係する法令等 

・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令（平成 15 年農林水産省・環境省

令第 5号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

55 農薬散布時には周辺作物・周辺住民等への影響防止対策を実施している。 

 

A．解説 

農薬散布時に、隣接するほ場等の作物に農薬がかかると、作物の生長に悪影響が出

たり、残留農薬基準値の超過の原因になったりする可能性があります。また、周辺の

民家等へ農薬が飛散してしまうと周辺住民に健康被害を及ぼしたり、建物や車等に被

害を及ぼしたりします。 

こうした被害等を防ぐため、飛散の少ない剤型・飛散低減ノズルの使用に努めると

ともに、風のない又は風が弱い日、時間に農薬を散布して自農場の農薬散布によるド

リフトを防いだり、周辺の農家に連絡をし、収穫時期を教えてもらう等、ドリフトの

影響を少なくするよう努めます。また、くん蒸剤を使用する場合、揮散した農薬成分

が周辺住民に健康被害を及ぼす可能性があります。被覆することが農薬のラベルに指

示されている場合には、必ず被覆等を行います。 

住宅地に近接する農地の場合は、周辺住民に対して、農薬使用の目的、散布日時、

使用農薬の種類及び農薬使用者等の連絡先を十分な時間的余裕をもって幅広く周知

するようにしましょう。 

過去の相談等により、近辺に化学物質に敏感な人が居住していることを把握してい

る場合には、丁寧な説明を心掛けるなど、十分配慮するようにしましょう。 

また、散布区域の近隣に学校、通学路等がある場合には、万が一にも子どもが農薬

を浴びることのないよう散布の時間帯に最大限配慮するとともに、当該学校や子ども

の保護者等への周知を図りましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

55－1 周辺の民家へ農薬が飛散

して、周辺住民に健康等へ

の被害が発生。 

ドリフト低減ノズルを利用する。 

風向き、風の強さに気を付けて散布する。 

飛散しにくい剤型を選択する。 

背の高い緑肥を畦畔に栽培する。 

防風ネットを設置する。 

くん蒸剤使用時はラベルの指示に従い被覆を

実施する。 

周辺住民に事前周知する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

55－2 周辺作物にドリフトし、残

留農薬基準違反が発生。 

ドリフト低減ノズルを利用する。 

風向き、風の強さに気を付けて散布する。 

飛散しにくい剤型を選択する。 

背の高い緑肥を畦畔で栽培する。 

防風ネットを設置する。 

収穫時期を把握し直前の散布を避ける。 

周辺の農家に事前周知する。 

 

 

図 1 不織布（べたがけシート）・ソルゴー障壁・飛散防止ネット 

 

図 2 飛散防止のため、作物に近い位置での農薬散布 

 

C．関係する法令等 

・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令（平成 15 年農林水産省・環境省

令第 5号） 

・農薬の飛散による周辺作物への影響防止対策について（平成 17 年 12 月 20 日付け

17消安第 8282号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知） 

・住宅地等における農薬使用について（平成 25年 4 月 26 日付け 25 消安第 175 号、

環水大土発第 1304261号農林水産省消費・安全局長、環境省水・大気環境局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培 共通 労働安全 

 

番号 適合基準 

56 

農薬の容器等の表示内容を確認し、安全な作業を行うための装備を整え、調

製、防除、片付け作業を行っている。また、散布後は防除衣、保護装備等を適

切に洗浄、乾燥し、他への汚染がないように保管している。 

 

A．解説 

農薬によっては、農薬散布液を吸引したり、皮膚に付着したりすると健康被害が発

生する恐れがあります。したがって、農薬容器又は包装にあるラベルの表示内容を確

認し、表示内容に基づく安全に作業を行うための服装（防除衣）やマスク、ゴーグル

等の保護具を正しく着用します。 

農薬リストを作成し、希釈倍数や使用回数等の情報だけでなく、必要な防除衣・保

護具を農薬ごとに明記しておくとわかりやすく、間違いを防ぐことができます。 

農薬調製は農薬の原液を取り扱うので、より注意が必要になります。そのため防除

衣・保護具は農薬の調製時（保管庫から取り出す作業を含む）から着用します。 

指定された性能を有していないマスクを着用すると、保護効果がありません。農薬

ラベルの表示内容に基づき、適切なマスクを選択します。また、破れた保護具や使用

期間が過ぎた農薬マスクのフィルターは十分な保護効果が期待できません。 

散布した農薬の接触・吸引を防ぐためには防除衣・保護具の着用だけでなく、ラベ

ルの指示がある場合は、農薬使用後の立入を禁止・制限したり、散布した農薬が乾く

までほ場への立入を禁止したりするなどの対策を取ります。 

農薬散布に使用した防除衣や保護具を洗浄する場合、いったん着衣、装着したまま、

水で洗い流します。それから保護具を外し、防除衣を脱ぎ、改めて流水で洗浄します。

一般の洗濯物と一緒に洗濯すると、農薬成分が他の洗濯物に付着してしまうため、分

けて洗濯します。 

農薬保管庫内に保護具を保管すると、保護具に農薬成分が付着し、フィルターの効

果がなくなる可能性があります。洗浄した防除衣・保護具だとしても農産物に接触す

ると、交差汚染を起こし、農産物に農薬成分が付着する可能性があります。そのため、

防除衣や保護具は農薬保管庫に入れず、専用のロッカー等を用意します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

56－1 準備作業時に必要な保護

装備を着用せず、原液に接

触し皮膚に炎症が発生。 

農薬の準備、調製作業時にラベルを確認し、相

応しい装備を着用する。 

農薬をこぼさないように作業手順を明示する。 

農薬の調製作業を熟知した人が当たる。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

56－2 農薬成分の吸引により健

康被害が発生。 

表示内容に基づき、防除衣や保護具を着用す

る。 

準備から片付けまで、農薬関連作業中は保護装

備を着用する。 

作業者に保護装備の着用について周知徹底す

る。 

56－3 防じんマスクを使用した

ため、十分な保護効果が得

られず、くん蒸成分を吸引

する事故が発生。 

表示内容に基づき、適切な防護マスクを着用す

る。 

作業者に、使用する農薬に適したマスクを選択

することを教育する。 

56－4 破れた保護具を使用した

ため、農薬成分が浸透し、

皮膚に障害が発生。 

傷んだ防除衣や保護具をすぐに交換する。 

56－5 一般の洗濯物と一緒に洗

濯したため、農薬が一般の

洗濯物に付着し、二次汚染

が発生。 

一般の洗濯物と分けて防除衣を洗濯する。 

56－6 農薬保管庫内に、防除衣、

保護具を一緒に保管した

ため、農薬が防除衣等に付

着し、二次汚染が発生。 

農薬保管庫に防除衣、保護具を保管しない。 

56－7 防除衣、保護具を農産物取

扱施設に保管し、農産物に

農薬が付着する事故が発

生。 

防除衣、保護具の保管場所に農産物を持ち込ま

ない。 

農産物を取り扱う場所に防除衣、保護具を持ち

込まない。 

56－8 防除後に農薬で濡れた状

態で防除衣を脱ぎ、中の着

衣に付着、農産物を間接的

に汚染する事故が発生。 

防除後に防除衣を着たまま流水洗浄してから、

脱衣する。 

防除後の後片付けの手順を定め、明示する。 
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農薬のラベルに指定されたマスク、ゴ

ーグル、不透性衣類、長靴、手袋等を準備

し、確実に着用します。 

図 農薬に対応した装備 

 

C．関係する法令等 

・農作業安全のための指針について（平成 14 年 3 月 29 日付け 13 生産第 10312 号農

林水産省生産局長通知） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年

２月 26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培 共通 食品安全 

環境保全 

 

番号 適合基準 

57 
農薬使用前に防除器具を点検している。また、使用後に適切に残液を処理、洗

浄、洗浄排液処理を適切に行っている。 

 

A．解説 

防除作業の前には、防除に使用する機械・器具を点検します。正常に稼働するか、

通水できるか、撹拌機に故障はないか、試運転を行います。防除機械・器具が正常に

稼働しないと、計算値より濃度が高くなったり、飛散したり、漏れたり、目標とした

ところに散布できなかったりと、残留やドリフトのリスクが高まります。 

同時に、防除器具は適切に洗浄されているか、目視で確認します。防除器具の洗浄

が不十分で中に農薬が残っていると、次に防除器具を使用する作物にその残った農薬

がかかってしまい、残留農薬基準違反の原因になる可能性があります。 

残った農薬が、別の農産物に使用する農薬に混入することのないよう、以下の点に

注意します。 

① 農薬の使用前には、防除器具等を点検し、十分に洗浄されているか確認 

② 農薬の使用後には、防除器具の薬液タンク、撹拌機、ホース、噴頭、ノズル等、

農薬が残る可能性がある箇所に特に注意して、十分に洗浄 

農薬の残液が発生した場合、残液の不適切な処理は環境汚染や農産物汚染につなが

る可能性があります。関係法令を遵守し、自治体による指導がある場合には、その指

示に従います。 

防除器具、防除衣等の保護装備を洗浄した水は、その農薬を散布したほ場に浸透す

るなど、適切に処理します。排水路や河川等に排水することを避けます。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

57－1 防除器具の吸引ホースの

プロペラが回らず、撹拌が

不十分だったため、一部の

作物に濃度の高い農薬が

かかり事故（薬害、残留農

薬基準違反）が発生。 

防除器具が正常に稼働するか、使用前に点検す

る。 

ホースやノズルに詰まりがないか、使用前に通

水して点検する。 

57－2 防除器具に残った農薬に

よる残留農薬基準違反が

発生。 

使用前に適切に洗浄されているか、防除器具を

点検する。 

農薬使用後に防除器具を十分に洗浄する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

57－3 農薬残液、洗浄液の排水に

より、河川に汚染が発生。 

残液が出ないように調製し、使い切る。 

残液、洗浄液を河川に流さない。 

残液の処理は関係法令等を遵守し、行政の指示

に従う。 

 

 

防除の準備、防除後の後

片付けの手順（農場のルー

ル）を定め、確実に実施する

よう周知します。 

図 1 防除作業の手順 

 

防除器具を洗うことは大

切ですが、洗浄時にも農薬

に被ばくするリスクがある

ので、防除衣、保護具を着用

したまま洗浄し、最後に防

除衣、保護具を外します。 

図 2 防除器具の洗浄 

 

C．関係する法令等 

・農薬適正使用の指導に当たっての留意事項について（平成 19 年 3 月 28 日付け 18

消安第 14701号農林水産省消費・安全局長、生産局長、経営局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 栽培 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

58 農薬の使用記録を作成し、保管している。 

 

A．解説 

農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令（平成 15 年農林水産省・環境省

令第 5号）では、農薬使用者は、農薬を使用した時は、次に掲げる事項を帳簿に記載

するように努めなければならないと定めています。 

① 使用日 

② 使用場所 

③ 使用した農産物 

④ 使用した農薬の種類又は名称 

⑤ 単位面積当たりの使用量又は希釈倍数 

万が一、残留農薬基準の超過が発生した場合、あるいは取引先から農薬使用状況に

ついて問い合わせがあった場合、農薬使用記録が必要です。散布の状況を確認するた

めにも上記の事項に加え、散布機等の防除機械・器具の特定を含む使用方法、作業者

名についても記録を残しておきます。 

農薬使用記録は、事故が発生した際の原因調査や、取引先からの求めに応じて証拠

を提示するなど、事故や要請に対応するために必要です。さらに、栽培工程の見直し、

防除方法の効率や効果の検証などにも活用でき、農場の経営上、とても重要な記録で

す。保存性の高い媒体で適切な期間保存し、農場経営の見直しに活用しましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

58－1 記録を作成していなかっ

たため、残留農薬基準値の

超過発生時の原因の特定

が不可能な事案が発生。 

農薬の使用状況を継続的に記録する。 

農薬の使用記録を適切に保管する。 

58－2 農薬散布記録を紛失し、取

引先の要望に応じられな

い事態が発生。 

農薬の使用記録を適切に保管する。 

記録を複数の媒体で保管し、紛失、消去のリス

クを回避する。 

記録の保管の責任者、担当者を決める。 

58－3 農薬散布記録に漏れがあ

り、使用基準を守っている

ことが証明できず、共同出

荷組合全体で責任を取ら

される事態が発生。 

農薬を使用した記録をつけることを習慣化す

る。 

複数人での記録のチェック体制を整備する。 

出荷前に農薬使用記録を確認する。 

記録の保管の責任者、担当者を決める。 
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図 農薬の使用記録の例 

出典：農林水産省 

 

C．関係する法令等 

・農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令（平成 15 年農林水産省・環境省

令第 5号） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 全般 共通 食品安全 

環境保全 

労働安全 

 

番号 適合基準 

59 

食品安全（容器移し替え禁止、いたずら防止の施錠等）、環境保全（流出防止

対策等）、労働安全（毒劇・危険物表示、通気性の確保等）に配慮した農薬の

保管、在庫管理を実施している。 

 

A．解説 

農場では、第三者が農薬を持ち出し、悪用することを防がなければなりません。さ

らに、作業者が保管庫から間違った農薬を取り出して使用することがないよう、誤使

用を防ぐことも必要です。そのため、強固で、十分な大きさの農薬保管庫を用意し、

鍵をかけ、識別・分別して保管します。特に、毒物や劇物に該当する農薬については、

それぞれを区別した上で、鍵をかけて保管、管理しなければなりません。また、危険

物に指定される農薬（油剤、乳剤など第○石油類に分類される農薬等）については、

消防法に従った管理（危険物表示の実施、消火設備等の用意など）が要求されます。 

また、保管中や使用に際して、農薬の容器が倒れて中身がこぼれ、他の農薬と混じ

る、汚染する、周囲に流出することがないよう、密封し、漏れ防止の対策を講じます。

これが「盗難防止」「誤使用防止」「混入や汚染の防止」の原則です。 

万が一、残留農薬基準の超過が発生した際に、農薬の使用記録だけでなく、農薬の

在庫記録があると適正に農薬を使用したことが証明しやすくなり、後から検証する際

にも役立ちます。また、農薬の在庫を管理すると無駄な購入を防ぐことができます。 

具体的な保管の仕方としては、下記のような方法があります。 

① 農薬を農薬保管庫外に放置しない。 

② 農薬保管庫の鍵を農薬に関する責任者が管理し、常に施錠を行い、責任者の許可

なく農薬を持ち出せないようにする。 

③ 毒物・劇物の保管については、行政の指導に従う。具体的な指示のない場合は、

棚を分ける、別の保管庫に入れるなど他の農薬と明確に区分できる場所に保管す

る。毒物・劇物の容器及び被包に「医薬用外毒物」又は「医薬用外劇物」の表示

を行い、保管場所にも同様に表示を行う。 

④ 発火性又は引火性を有する危険物に該当する農薬については、危険物に該当しな

い農薬と分けて保管し、火気厳禁などの危険物表示を行う。 

⑤ 保管庫内は農薬ラベルを確認できる程度の明るさを確保する。暗いと感じる場合

は懐中電灯などを用意する。 

⑥ 立入可能な保管庫の場合、換気口を設置する、出入り口を開放状態にしておける

ようにするなど、通気性を確保する。 

⑦ 農薬は購入時の容器のままで保管する。誤飲の原因となるためペットボトル等、

飲食料品の容器への移し替えは行わない。 
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⑧ 最終有効年月を過ぎた農薬は誤使用を防ぐために区分して保管し、廃棄物処理業

者へ依頼すること等により適正に処分する。 

⑨ 使いかけの農薬は流出を防ぐためしっかり封をする。 

⑩ 容器の転倒・落下による流出を防ぐため、穴のないトレーに入れるなどの流出対

策を行う。 

⑪ 農薬流出に備え、農薬専用の箒、ちりとり、ごみ袋、吸着シート等を用意する。 

⑫ 入庫ごと、出庫ごとに在庫台帳にて記録、管理する。 

⑬ 定期的に棚卸を実施する。 

⑭ 農薬保管庫内に、農薬以外のものを置かない。 

 これらのことを遵守し、誤使用や汚染、いたずら等を防止して食品安全を、流出防

止対策により環境保全を、毒物・劇物の適正な保管による労働安全を確保します。適

切に保管、在庫管理し、農薬に起因する様々な事故のリスクを低減します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

59－1 残留農薬基準の超過の際

に、適正に使用したことを

証明できない事案が発生。 

農薬の在庫記録により、過剰に使用していない

ことを確認する。 

定期的に棚卸を実施する。 

59－2 農薬を重複して購入し、経

済的な損失が発生。 

在庫管理に基づき、農薬を購入する。 

定期的に棚卸を実施する。 

59－3 在庫が過剰になり、最終有

効年月の過ぎた農薬が大

量に発生。 

在庫管理に基づき、農薬を購入する。 

定期的に棚卸を実施する。 

59－4 農薬のほ場等への放置に

より、農産物を汚染する事

故が発生。 

農薬は農薬保管庫に入れる。 

定期的な巡回により、農場内に農薬が放置され

ていないか確認する。 

59－5 地震等により保管庫内で

農薬が転倒、他の農薬を汚

染する事故が発生。 

トレー等を設置して農薬が流出した際の対策

を講じる。 

こぼれた農薬を処理する専用掃除用具を準備

する。 

59－6 ペットボトルに移し替え

た農薬を飲料水と間違え

て飲用する事故が発生。 

農薬は購入時の容器のままで保管する。農薬の

希釈液もペットボトルやガラス瓶などの飲料

品の空容器等に移し替えない。 
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農薬は、強固で、十分な大きさ

の保管庫を用意し、鍵をかけ、識

別・分別して保管します。 

図 1 鍵付きの農薬保管庫の例 

出典：農林水産省 

 

図 2 農薬交差汚染の防止 

使いかけの農薬の開封口が密封されておらず、種類も分けられていないので、

他の農薬と混ざり、取り出しの際に交差汚染が発生します。また、農薬保管庫が

適切でも、こぼれた農薬をその都度、適切に処理していないと他の農薬を汚染し

てしまいます。 

 

農薬の入庫、出庫、在庫を確

認できるように記録します。農

薬の使用量が適切であったか、

過剰に使用していないか検証す

る（番号 60参照）作業にも活用

します。 

図 3 農薬の入出庫管理 

 

C．関係する法令等 

・毒物及び劇物取締法（昭和 25年法律第 303 号） 

・消防法（昭和 23年法律第 186号） 

・農林水産業・食品産業の作業安全のための規範（共通規範）等について（令和３年２月

26日付け２生産第 2170号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 全般 共通 食品安全 

 

番号 適合基準 

60 農薬の責任者が農薬の適正な使用について指示し、確認している。 

 

A．解説 

農薬取締法において、農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適

正な使用に関する知識と理解を深めるように努めることが求められています。しかし

ながら、十分な知識を持たない作業者により調製の順番や希釈倍数を間違った散布が

行われる可能性もあります。 

こうした事故を防ぐため、農薬に関する責任者を決め、その責任者が防除を一元的

に管理、指示する体制を整え、農薬散布の重複や散布漏れ、間違った農薬の散布など

を防ぎます。農薬に関する責任者が農薬使用計画に基づき、作業者に対して農薬使用

を指示します。責任者が散布する農薬名、希釈倍数、散布量、対象ほ場、対象品目等

を記載した農薬散布指示書を作成し、作業者がその指示書に従って作業を確実に行え

ば、使用基準違反は防げます。天候不順などにより予想外の病害虫が発生し、農薬リ

ストに記載されていない農薬を使う場合にも、農薬に関する責任者が信頼できる機関

に相談するなどして使用に問題がないか確認し、作業者に指示を出すようにします。

こうした体制を整備すれば、リスクを低減することができます。 

このように、防除作業を適切に工程管理していれば、残留農薬の事故を起こすリス

クは低減されます。加えて、実践してきた工程管理を、漏れがないか、間違いはない

か検証することにより、そのリスクをさらに下げることができます。つまり、農薬の

使用計画 → 適切な準備作業 → 適切な使用 → 後片付け → 保管及び在

庫管理の工程に、間違いがないか、農場の農薬に関する責任者が確認する作業に取り

組むことが必要です。 

具体的には、農薬に関する責任者が、出荷の前に農薬使用の記録を確認し、間違っ

た農薬使用がないか（希釈倍数や収穫前日数などが適切か）、在庫記録と照合し、使

用量に誤りがないかを調べます。 

農薬に関する責任者や農薬の使用者は、十分な知識を持たない作業者により間違っ

た農薬を使用したり、使用方法を間違えたりするリスクを下げるために活動します。 

農薬に関する責任者は、新薬や最新の防除体系、登録の失効や使用基準の変更など、

農薬に関する最新の情報を入手し、知識や技量の向上を図りましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

60－1 不適切な農薬の工程管理

による残留農薬の事故が

発生。 

農薬の工程管理が適切か確認する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

60－2 農薬散布作業の漏れがあ

り、病虫害の被害が拡大。 

農薬使用計画に基づき、農薬に関する責任者に

より農薬散布を指示する。 

農薬に関する責任者が、日々の散布記録を確認

する。 

60－3 計画外農薬の使用による

残留農薬基準違反が発生。 

予定外の農薬について番号 52の計画を修正し、

登録の有無等の適切性を確認する。 

必ず登録内容の確認後に使用する。 

農薬リストに組み入れる。 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・農薬取締法（昭和 23年法律第 82号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 土づくり 共通 食品安全 

環境保全 

農場経営管理 

 

番号 適合基準 

61 
堆肥製造にあたっては、適切な期間・温度の発酵維持による雑草種子、有害微

生物の殺滅対策等を実施し、堆肥はほ場へ適正に施用している。 

 

A．解説 

発酵が不十分な堆肥には、病原微生物や雑草種子が残存している可能性がありま

す。そのまま使用すると、農作物の生育障害などの被害や病原性微生物による汚

染、有毒植物の種子の混入など、食品安全上の問題が発生するリスクが高まりま

す。 原料の家畜糞や製造途中の堆肥と、完成した堆肥との接触があれば、完成した

堆肥の病原性微生物の汚染リスクも高まりますので、しっかり区分します。未熟な

堆肥や原料は食品安全上、大きなリスクだと理解しましょう。 

堆肥の製造や保管に際しては、原料や未熟堆肥が飛散しないように被覆する、飛散

防止用の囲いをする、発酵の途中で汚水が流れ出ないように溝を切る、集水桝を設け

るなどして、環境汚染を起こさないように管理します。切り返しに際しては、臭いに

より近隣住民に迷惑をかけないように、注意しましょう。 

保管方法については、番号 65も参照します。 

堆肥の施用に際しては、未熟な堆肥を施用すると、病原性微生物や分解されていな

い抗生物質、外来雑草の種子を環境中に放出することにもなり、環境破壊のリスクも

高まります。十分な温度で、長期間発酵させた堆肥を使用しましょう。また、堆肥原

料中の除草剤成分（クロピラリド）により農作物の生育障害が発生する事例もあるこ

とから、堆肥原料に関する情報を確認しましょう。 
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B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

61－1 堆肥中の病原性微生物や

雑草種子により、作物の収

量の減少や病原微生物に

よる農産物の汚染が発生。 

自ら堆肥を製造する場合、十分に発酵させるた

め、 

・副資材の利用等により、水分を調整する。 

・定期的な切返し（目安：1 か月ごと 1 回で計

3回以上）等により、全体に空気を入れる。 

製造時（目安：堆積 2週間後）の堆積物の内部

温度を測定し、 

・雑草種子の死滅のために 60℃以上が数日間続

いていること 

・病原微生物の死滅のために 55℃以上が 3日間

以上続いていること 

を確認するよう努める。 

十分に堆肥化したか、色や臭い、手触りを確認

する。 

 

他者から入手した堆肥を使う場合は入手元に、

上記の対策の行われた十分に発酵した堆肥で

あることを確認するよう努め、色や臭い、手触

りについては自分でも確認する。 

上記の対策の行われた十分に発酵した堆肥で

あることが確認できない場合は、衛生管理の

観点から、施用から収穫まで 2か月（土が付

き得る野菜は 4か月）以上空けるよう努め

る。  

61－2 堆肥中の除草剤成分（クロ

ピラリド）により、生育障

害が発生 

堆肥原料に関する情報（家畜の種類や輸入飼料

を給与しているか等）を確認する。 

クロピラリド感受性作物を用いた生物検定を

実施するなど、生育障害が発生する可能性がな

いことを確認した上で施用する。 

特に、クロピラリドによる生育障害が発生しや

すい作物をポットや施設で栽培する場合は、生

育障害を未然に防ぐ取組を実施する。 
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未熟な堆肥に外来雑草の種子が混じっ

ており、周辺に繁茂することがあります。

60℃以上の温度を数日間維持し、雑草種

子を殺滅します。 

図 1 未熟堆肥内に含まれていた種子由来の雑草の繁茂 

 

湯気や水分が出たり、臭いがしたりす

る間は、まだ発酵が終わっていません。腐

葉土のような香り、手にべたつかない程

度のさらさらした手触り、黒色～黒褐色、

握っても水分が出ない程度になった状態

が完熟の目安です。 

図 2 堆肥発酵の目安 

 

C．関係する法令等 

・家畜排せつ物の利用の促進を図るための基本方針（令和 2 年 4 月 30 日付け農林水

産省公表） 

・野菜の衛生管理指針（第 2版）を活用した衛生管理の推進について（令和 3年 7月

30 日付け 3 消安第 2503 号、3 農産第 464 号農林水産省消費・安全局農産安全管理

課長、農産局園芸作物課長通知） 

・牛等の排せつ物に由来する堆肥中のクロピラリドが原因と疑われる園芸作物等の

生育障害の発生への対応について（平成 28 年 12月 27 日付け 28 消安第 2274 号、

28消安第 4230号、28生産第 1606号、28生産第 1607号、28生産第 1602号、28生

畜第 1121号、28生畜第 1120号農林水産省消費・安全局農産安全管理課長、消費・

安全局畜水産安全管理課長、生産局園芸作物課長、生産局技術普及課長、生産局農

業環境対策課長、生産局畜産部畜産振興課長、生産局畜産部飼料課長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 土づくり 共通 食品安全 

環境保全 

 

番号 適合基準 

62 
原材料・製造工程の把握による肥料等の安全性、成分の確認と食品安全、環境

保全に配慮した肥料等の利用計画を策定している。 

 

A．解説 

肥料等（土壌改良の目的でほ場に投入する資材、客土等を含む）の成分の含有量や

放射性物質の汚染の状況等が不明のまま使用すると、農産物や環境の汚染、農産物の

生育障害につながる可能性があります。 

このため、まずは使用する肥料等の成分の含有量等を把握した上で、適切な施肥を

行うために施肥設計を行います。 

また、肥料等の安全性については、放射性物質に関して「放射性セシウムの含有量

が低く、当面、検査の必要性が低い肥料」の表が公表されています。この表に含まれ

ない肥料等については、原料の内容及び原産地、採取地、放射性物質の検査結果等を

肥料メーカーや販売店などから取り寄せて確認します。 

また、活力剤、土壌かん注用の微生物資材など、効果ばかり強調されて原材料や製

造工程、成分等が不明な資材は、安全性が確認できないため使用を避けましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

62－1 放射性物質等で汚染され

た原料を使用した肥料に

より、農産物の汚染が発

生。 

肥料の原料一覧や製造工程を確認する。 

「試験検査結果」等を入手し安全性を確認す

る。 

62－2 肥料を過剰に施用するこ

とにより、生育不良が発

生。 

自治体等の施肥設計を参考に、施肥設計を行

う。 

使用する肥料の成分を確認する。 
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肥料メーカーや販売店から使用する肥

料の原材料、製造工程、発酵温度等の情報

を入手します。原材料や製造工程の情報

により放射性物質や重金属、化学物質の

汚染リスクがないか、発酵温度と堆積期

間等から病原性微生物の汚染リスクがな

いか等を判断します。 

図 1 肥料の情報収集 

 

図 2 放射性セシウムの含有量が低く、当面、検査の必要性が低い肥料 

出典：農林水産省 

 

C．関係する法令等 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産第

8377号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 土づくり 共通 環境保全 

 

番号 適合基準 

63 
土壌診断の結果や県の施肥基準、JA の栽培暦等を参考に施肥計画を立て、計

画に基づき施肥している。 

 

A．解説 

農産物は、施用された肥料成分の全ては利用できないため、肥料成分の一部が環境

中に溶脱、流亡又は揮散します。このため、過剰な肥料成分量を投入すると、環境汚

染（地下水汚染、塩類集積、一酸化二窒素発生等）のリスクが高まります。一方、肥

料成分の不足により生育不良が発生するリスクもあります。 

このような環境汚染のリスクを下げるため、土壌診断等により土壌状態を把握し、

その結果に基づいて施肥設計を行います。 

【作物特性や土壌データの把握】 

・ 作物の生育状況、前作の収量等の把握 

・ ほ場の土壌診断（土壌の EC、pH等の簡易測定を含む）の実施 

・ 都道府県の施肥基準や JA の栽培暦等の施肥量、施肥方法等を参考に、地域での

作物や品種に応じた必要養分量等の作物特性を把握 

【施肥設計】 

また、適切な土壌管理には、現状を把握することが欠かせません。土壌診断や作物

診断等を実施し、作物特性やデータに基づいた適正な施肥に努めましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

63－1 肥料成分の不足による生

育不良が発生。 

土壌診断により不足した成分を把握する。 

診断の結果を活用し、都道府県の施肥基準を参

考に適切な施肥設計を行う。 

63－2 肥料分の過剰による病害

虫・雑草が発生。 

土壌診断により過剰な成分を把握する。 

診断の結果を活用し、都道府県の施肥基準を参

考に適切な施肥設計を行う。 

ほ場の様子を観察し、病害虫、雑草の発生状況

から過剰成分を把握する。 

63－3 肥料分の過剰による水質

汚染が発生。 

土壌診断により過剰な成分を把握する。 

診断の結果を活用し、都道府県の施肥基準を参

考に施肥設計を行う。 

都道府県の施肥基準を遵守する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

63－4 肥料分の過剰による土壌

の酸性化が進行。 

土壌診断により土壌の酸性化の度合いを把握

する。診断の結果を活用し、土壌改良等を行う。 

都道府県の施肥基準を遵守する。 

 

 

土壌診断等を実施し、土壌中

の肥料成分の残留状況を把握

し、過剰な施肥にならないよ

う、適切な施肥設計を行いま

す。 

図１ 土壌診断の実施 

 

土壌診断により、ほ場の可給

態リン酸が過剰・高 EC状態であ

ることが分かったため、ホウレ

ンソウの基肥を尿素のみに変更

（可給態リン酸の低減）。たまね

ぎ畑に転炉スラグを施用（塩基

バランスを改善）。 

図２ 土壌診断に基づく施肥量の見直し例 

 

C．関係する法令等 

・地力増進基本指針（平成 20年 10月 16日付け農林水産省公表） 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 土づくり 共通 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

64 肥料、堆肥、資材等の使用記録を作成し、保存している。 

 

A．解説 

肥料の使用状況は、作物の生育状況と比較することにより次作の施肥設計の参考と

することができます。農産物の品質に問題（生育不良等から生じる、とろけ、腐り、

硬化や着花・着果不足等）が生じた際には、使用記録を確認することにより原因追及

の一助とすることができます。 

これらの目的のために、以下の項目に関する肥料等の使用記録を作成し、保存しま

す。 

① 施肥した場所（ほ場名等） 

② 施肥日 

③ 肥料等の名称 

④ 施肥量 

⑤ 施肥方法（散布機械の特定を含む） 

⑥ 作業者名 

 肥料等の使用記録には、農産物の生育に係る資材を全て記載します。農薬に含まれ

ない葉面散布剤、堆肥、土壌改良材、微生物資材等についても記載しましょう。 

 肥料等の使用記録は、事故が発生した際の原因調査や、取引先からの求めに応じて

証拠を提示するなど、事故や要請に対応するためだけではなく、栽培工程の見直し、

施肥方法の効率化や効果の検証などにも活用でき、農場の経営上、重要な記録です。

保存性の高い媒体で適切な期間保存し、農場経営の見直しに活用しましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

64－1 肥料成分の不足による生

育不良が発生。 

肥料の使用状況と作物の生育状況を比較し、施

肥設計に活用する。 

土壌診断の結果を活用する。 

64－2 記録を作成しておらず、品

質不良事故発生時の原因

の特定が不可能。 

肥料の使用状況を継続的に記録し、保管する。 

記録の保管の責任者、担当者を決める。 

64－3 肥料使用記録を紛失し、取

引先の要望への対応が不

可能。 

肥料の使用状況を継続的に記録し、保管する。 

複数の媒体で保管し、紛失、消去のリスクを回

避する。 

記録の保管の責任者、担当者を決める。 
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肥料等の施用について、肥料等に関す

る責任者が土壌診断を行い、農産物の生

育状況等から施肥を決定して指示書を作

成し、確実に実行する仕組みを構築する。

これによって、指示書がそのまま施肥記

録として活用できます。 

図 施肥の指示書と記録 

 

C．関係する法令等 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅵ栽培管理 全般 共通 食品安全 

環境保全 

労働安全 

 

番号 適合基準 

65 

食品安全（未熟堆肥との接触による交差汚染防止、農産物への接触防止等）、

環境保全（環境への流出防止等）、労働安全（崩落・落下、発熱・発火・爆発

防止等）に配慮した肥料等の保管、在庫管理を実施している。 

 

A．解説 

肥料等（葉面散布剤、堆肥、土壌改良材、微生物資材等も含む）を適切に保管しな

いと、肥料の固化、劣化が進み、包装が傷んで漏洩する、崩れやすくなる等のリスク

が高まります。その結果、農産物や環境を汚染する危険性が高まるとともに、作業者

の安全性にも影響があります。 

環境面では、肥料が漏れれば窒素等による水源汚染などの悪影響が生じます。食品

安全の面では、肥料等が農産物や収穫・取扱関連の機械・器具等と接触して汚染の原

因にもなります。未熟な堆肥（病原性微生物が未殺菌の可能性）と完熟堆肥との交差

汚染が生じれば、堆肥使用を原因とする農産物等の汚染が起こるおそれがあり、それ

により大きな食中毒事件が発生する可能性があります。その他、こぼれた有機質肥料

に小動物や虫が集まり、さらに肥料袋を食い破られたり、周囲が汚染されたりするこ

ともあります。地面からの湿気や雨等により、肥料が固まり、カビが生えるなど品質

の変化・劣化が起こる場合もあります。 

大量に肥料を保管する場合、肥料袋を不安定に積むことは作業者を巻き込む崩落事

故の原因になります。また、こぼれた肥料に接触し、かぶれ、化学物質による火傷等

の被害が出る場合があります。 

こうした事故のリスクを低減するため、適切な管理方法として以下のようなことに

取り組みます。 

① 肥料が日光、霜、雨、外部から流入する水の影響を受けないようにするため、雨

が吹き込んできたり、雨漏りしたりしない覆いがある保管場所を選びます。肥料

袋に直射日光が当たると袋が劣化して破れる可能性があります。シートをかける

など日が当たらない工夫をします。 

② 入出庫のたびに清掃するなど、肥料等の保管場所はごみやこぼれた肥料がないよ

うにし、その都度、袋等の劣化がないか確認します。 

③ 地面からの湿気を防ぐため、肥料等をパレットの上に載せるなど直接土の上に置

かないようにします。 

④ 農薬入り肥料、石灰窒素など農薬登録のあるものは、他の肥料等と区別して管理

します。 

⑤ 堆肥を保管する場合、流出、浸出液による水源汚染を防ぐため、床を不浸透性材

料（コンクリート等）で作る、漏水しないように溝を設ける、風雨を防ぐ覆いや
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側壁を設ける、シートをかける等の対策を講じます（番号 61も参照）。 

⑥ 原料の家畜糞や製造途中の堆肥と、完成した堆肥との接触を防ぎます。 

肥料には発熱・発火・爆発を起こす可能性のあるものが含まれます。それらの中に

は、消防法で保管量や保管方法が規制されているものもあります。その場合、保管量

によっては消防署に届出が必要な場合があり、火災などの事故を防ぐため安全な方法

で保管します。 

① 保管している肥料（保管する予定の肥料）に硝酸アンモニウム、硝酸カリウム、

硝酸カルシウム、硫黄粉末、生石灰が含まれるかどうか確認します。 

② 上記の肥料がある場合、販売店あるいはメーカーに保管方法を確認し、指導に従

って適切な保管を行います。 

③ 保管量によっては規制の対象となる場合があるので、保管量について相談しま

す。硝酸カリウムの中には粒状になっていて消防法の対象外のものもあります。 

④ 保管量が規制の対象となっている場合、消防署の指示に従って届出を行います。 

 十分な保管条件を整えたら、在庫管理を行います。 

適切に在庫を管理することにより、計画的に肥料を購入できるようになり、過剰在

庫を防止できます。肥料使用記録と連動させ、肥料を適正に使用していることを説明

することが可能になります。 

① 肥料等ごとの入庫量、出庫量、日付がわかる在庫台帳を用意し、入出庫ごとに記

帳します。 

② 納品された肥料等を、すぐに全量使ってしまう場合、納品書に使用日を記載し保

管します。 

③ 自家製の堆肥など、袋詰めされていないものの場合、2tトラック 2 台分、マニュ

アスプレッダー3回分といった、分かる範囲で工夫して記録します。 

これらのことを遵守し、適切に保管、在庫管理し、肥料等に起因する様々な事故の

リスクを低減します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

65－1 肥料袋の破れ、劣化により

肥料がこぼれ、農産物や水

源等の汚染が発生。 

肥料は直射日光、雨の当たらない倉庫に保管す

る。 

保管場所を定期的に清掃する。 

肥料を地面に直置きしない。 

65－2 肥料袋の破れ、劣化による

カビ、小動物、虫が発生。 

肥料は直射日光、雨の当たらない倉庫に保管す

る。 

保管場所を定期的に清掃する。 

肥料を地面に直置きしない。 

肥料の出入庫に際し、肥料袋に傷みがないか確

認する。 

傷んだ肥料袋は、漏れないように補修する。 

傷んだ肥料を処分する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

 

65－3 肥料を重複して購入し、不

良在庫が発生。 

肥料の在庫管理により、購入を決定する。 

65－4 在庫が過剰になり、品質が

劣化した肥料が大量に発

生。 

肥料の在庫管理により、購入を決定する。 

定期的に棚卸を行う。 

65－5 肥料の放置により、農産物

に汚染が発生。 

肥料は専用の保管場所を指定し、集中して管理

する。 

定期的な巡回により、農場内に肥料が放置され

ていないか確認する。 

 

 

堆肥の保管中には、飛

散防止の措置を講じま

す。 

 

図 1 堆肥の飛散防止 

 

保管、製造中の堆肥等

から汚水が流れ出ない

ように、流れ出ても農産

物や周辺環境を汚染し

ないように、溝を切る、

排水桝を設ける等しま

す。 

図 2 堆肥からの汚水漏洩防止 

 

肥料の保管方法を定め

て農場のルールとし、掲

示などして周知します。 

図 3 肥料の保管方法 
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播種機や肥料散布機

の中に肥料を残したま

ま放置すると、固化、劣

化して詰まりや機械の

故障の原因にもなりま

す。 

図 4 肥料の放置 

 

C．関係する法令等 

・環境と調和のとれた農業生産活動規範について（平成 17 年 3 月 31 日付け 16 生産

第 8377号農林水産省生産局長通知） 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・労働安全衛生規則（昭和 47年労働省令第 32号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目(スプ

ラウト) 

調製 スプラウト類 食品安全 

 

番号 適合基準 

66 
スプラウト類の農産物取扱工程における衛生管理（管理体制の整備、作業者の

健康・衛生管理を含む）を実施している。 

 

A．解説 

スプラウト類の栽培に適した温度・湿度は微生物の増殖にも適しているため、万一、

栽培中のスプラウトに病原性微生物が付着すると、生産工程中で増えてしまう可能性

があります。したがって、スプラウト類については、一般の青果物と生産工程が異な

るため、「スプラウト生産における衛生管理指針」や「もやし生産における衛生管理

指針」に基づく、衛生管理が必要となります。 

衛生管理には作業者、機械、施設の管理、種子や培地、水、収穫前の農産物、そし

て収穫後の農産物の管理があります。 

作業者の衛生管理については、手洗い後には手指を消毒する、パック詰め作業時に

は手袋を装着する等を行います。さらに作業者の検便を実施します。また、施設の出

入り口に足洗い槽（消毒槽）を用意し、有効な濃度に消毒液を調製し、施設の出入り

の際には、必ず足洗い槽を使うよう周知します。 

施設の衛生管理としては、トイレに入った靴のまま作業場に戻らないよう、トイレ

の出入り口で靴の履き替えを行い、手洗いも必ず実行します。 

また、種子の消毒、培地と培養容器の洗浄と殺菌処理、水の殺菌処理も行います。 

農産物については、必要に応じて、定期的に微生物検査を行い、適切に衛生管理が

できているか検証します。指標として大腸菌の検査を行い、大腸菌が検出された場合

には、サルモネラ族及び腸管出血性大腸菌について検査を行います。 

 

＜参考＞ 

スプラウト：主に穀類、豆類、野菜の種子を人為的に発芽させた新芽で、発芽した芽

と茎を食用するもの 

もやし：緑豆、ブラックマッペ、大豆等の種子を暗室にて発芽・生育させた新芽のう

ち、加熱して食べるもの 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

66－1 作業者由来の病原性大腸

菌の付着による食中毒が

発生。 

作業前に作業者の健康状態（下痢、腹痛、発熱

等がないこと）を確認する。 

手洗い、手指消毒のマニュアルを作成し、実施

を徹底する。 

作業者の検便を実施し、保菌状態を確認する。 
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

66－2 施設への汚染の持込みに

よる食中毒の発生。 

手洗い、手指消毒のマニュアルを作成し、実施

を徹底する。 

作業場出入り口に足洗い槽を設置し、殺菌を徹

底する。 

 

C．関係する法令等 

・スプラウト生産における衛生管理指針（平成 27 年 9 月 7 日付け農林水産省消費・

安全局公表） 

・もやし生産における衛生管理指針（平成 31 年 3月 15日付け農林水産省消費・安全

局公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目(スプ

ラウト) 

栽培 スプラウト類 食品安全 

 

番号 適合基準 

67 スプラウト類の培地、栽培容器の安全性の確認と適切な管理を実施している。 

 

A．解説 

スプラウト類の汚染を防ぐためには、スプラウト類の原料種子の消毒だけでなく、

栽培に使用する培地、栽培容器などの資材の衛生的な管理が必要です。 

具体的な取組として、培地の原料の安全性（重金属、放射性物質、病原性微生物、

溶出物質等）、容器の素材の安全性の確認、受け入れた培地、容器の衛生的な保管（保

管場所の清掃、消毒、作業者の手洗い、保管場所への土足立入禁止等）も徹底します。 

栽培容器のように、再使用する器具は洗浄を徹底し、熱湯や次亜塩素酸水等で殺菌

処理します。使用済みの容器と、洗浄、消毒済みの容器を混合、接触しないように、

識別と分別を徹底します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

67－1 栽培容器が保管時に汚染

され、農産物への汚染が発

生。 

保管場所を清掃し、栽培容器を清潔な袋に入れ

て保管する。 

作業者の手洗いを徹底する。 

保管場所への土足での立入を禁止する。 

使用前に栽培容器に異常がないか点検する。 

67－2 使用済みの栽培容器、器具

の消毒不徹底による汚染

が発生。 

栽培容器、器具の消毒マニュアルを作成し、実

施を徹底する。 

使用済み栽培容器、器具と消毒済み容器、器具

の区別と分別を徹底する。 

 

 

図 1 栽培容器の管理 

再利用する栽培容器は、適切に洗浄し、十分に乾燥してから、薬品類や病原性微生

物等の汚染がない場所に識別、分別して保管します。 
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図 2 基材の分析報告書 

基材の分析検査の結果等を入手し、化学物質や重金属の汚染のリスクがないか評価

し、使用を決定します。安全性の確認ができない資材等の使用は避けます。 

 

C．関係する法令等 

・スプラウト生産における衛生管理指針（平成 27 年 9 月 7 日付け農林水産省消費・

安全局公表） 

・もやし生産における衛生管理指針（平成 31 年 3月 15日付け農林水産省消費・安全

局公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目(スプ

ラウト) 

全般 スプラウト類 食品安全 

 

番号 適合基準 

68 
スプラウト類に使用する水について、水質検査、給水設備の保守管理、異物混

入防止対策、微生物汚染防止対策を実施している。 

 

A．解説 

スプラウト類の栽培中には、大量の水を、様々な工程で使用します。そのため、使

用する水が病原性微生物等に汚染されていると栽培されたスプラウト類が汚染され

る可能性があります。スプラウト類への病原性微生物の付着、残存、増殖を防ぐため、

使用する水は飲用に適するレベルであることが必要です。井戸水など、水道水以外を

使用する場合は、水質検査を実施し、大腸菌が不検出かつ一般生菌数が 100 CFU/ml

未満であることを確認します。続いて、使用水の微生物汚染を防止するため、井戸水

（原水）に次亜塩素酸ナトリウムを添加し、使用水中の有効塩素濃度を 0.1 mg/L以

上に保つなどの対策を行います。 

さらに農場内の給水設備の不備、不衛生な状態による汚染を防ぎます。給水設備の

保守管理を定期的に行い、正常に稼働することを確認し、養液タンク等に病原性微生

物や異物が混入しないように蓋をするとともに、定期的に洗浄、消毒します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

68－1 汚染された水を使用して

いることに気付かず、スプ

ラウトに病原性微生物汚

染が発生。 

水質検査を実施し、飲用に適するレベルの水で

あることを確認する。 

給水設備を定期的に点検・清掃する。 

養液タンク等を定期的に洗浄する。 

68－2 殺菌装置が稼働せず、スプ

ラウトに病原性微生物汚

染が発生。 

殺菌装置等を定期的にメンテナンスし、記録に

より確認する。 

定期的に装置を監視、点検する。 

殺菌剤の濃度等（殺菌能力）を測定し、記録に

より確認する。 

装置の不具合を通知する警報システムを設置

する。 
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図 水質検査結果の事例 

質検査の結果、糞便汚染の指標となる大腸菌が検出されないことなどを確認し

ます。水質検査の内容については、C.に記載の指針を参照します。 

 

C．関係する法令等 

・スプラウト生産における衛生管理指針（平成 27 年 9 月 7 日付け農林水産省消費・

安全局公表） 

・もやし生産における衛生管理指針（平成 31 年 3月 15日付け農林水産省消費・安全

局公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目(スプ

ラウト) 

全般 スプラウト類 食品安全 

 

番号 適合基準 

69 
スプラウト類（種子、作物を含む）を扱う場所は他の区域との境界を明確にし、

衛生管理を実施している。 

 

A．解説 

スプラウト類は生育期間が短くすぐに出荷するため、一度汚染されると汚染物質が

出荷後まで残存する可能性が高いため、生育の初期の工程（種子の状態）から汚染を

防ぐ対策が必要です。 

スプラウト類の取扱場所、つまり種子の保管から出荷直前の場所まで、衛生管理区

域として区域内に汚染物質を持ち込まないように、他の区域と明確に識別、分別して

管理します。 

具体的な取組として、事務所等と建物を分ける、障壁を設ける、立入制限を床や壁

に明示する、柵やロープ等を使って各区域の境界を明確にする、衛生管理区域に入る

際には作業衣への着替え、作業靴への履き替え、手指や靴底の消毒ができるように設

備を整える、などがあります。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

69－1 スプラウト類の栽培区域

に土足で立ち入り、病原性

微生物による汚染が発生。 

スプラウト類の取扱場所を衛生管理区域とす

る。 

柵などで区域分けを明確にする。 

衛生管理区域への立入は専用の長靴に履き替

える。 

土足での入場を禁止する。 

69－2 衛生管理区域に立ち入る

際に、着替え、履き替えの

ルールを守らず、病原性微

生物による汚染が発生。 

着替え、履き替えのルールを明示する。 

作業者への教育を徹底する。 

着替え、履き替えを実施し、責任者によりチェ

ックする。 

習慣化できるまで着替え、履き替えを実施した

記録を作成する。 
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図 1 種子の保管・管理 

種子の保管から種子の発芽、生育、収穫から包装の工程まで、汚染リスクを低減

するため、衛生管理区域として管理します。 

 

図 2 衛生管理区域への入場 

施設の入り口には、入場するための手順等を明示する、物理的障壁を設ける等し

て、衛生管理のレベルが異なるエリアであることを注意喚起します。 

 

C．関係する法令等 

・スプラウト生産における衛生管理指針（平成 27 年 9 月 7 日付け農林水産省消費・

安全局公表） 

・もやし生産における衛生管理指針（平成 31 年 3月 15日付け農林水産省消費・安全

局公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目(スプ

ラウト) 

全般 スプラウト類 食品安全 

 

番号 適合基準 

70 スプラウト類の生産設備について工程ごとの専用化を実施している。 

 

A．解説 

浸種槽、播種機、洗浄機、加湿器、発芽室、緑化設備、冷蔵庫等の設備や機械類を

様々な工程で兼用すると、付着した微生物が他の工程に広まってしまい、交差汚染が

発生します。そこで、工程ごとに設備や機械を専用化して、汚染が広がるのを防ぎま

す。 

生産用具や清掃道具も兼用にすると交差汚染が発生するため、各工程（各作業区

域）、用途（使用する対象）ごとに専用とします。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

70－1 散水設備を複数工程で兼

用したため、交差汚染が発

生。 

工程ごとに設備を専用化する。 

用途、使用場所ごとに明確に識別（表示等）す

る。 

70－2 他の施設と清掃道具を兼

用したため、交差汚染が発

生。 

用途、使用場所ごとに明確に識別（表示等）す

る。 

 

 

備品や清掃道具は、誰もが用途、使用場

所を間違えないように専用とし、識別、分

別して保管します。 

 

図 備品や清掃道具の保管 

 

C．関係する法令等 

・スプラウト生産における衛生管理指針（平成 27 年 9 月 7 日付け農林水産省消費・

安全局公表） 

・もやし生産における衛生管理指針（平成 31 年 3月 15日付け農林水産省消費・安全

局公表） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目(スプ

ラウト) 

栽培 スプラウト類 食品安全 

 

番号 適合基準 

71 スプラウト類の種子の殺菌・衛生管理を実施している。 

 

A．解説 

スプラウト類の種子に病原性微生物が付着していると、生産工程で殺菌等を行うこ

とが困難なため、消費者が食中毒になるリスクが高まります。そのため、播種前に種

子を殺菌する必要があります。温湯や化学薬品処理、殺菌力のある水溶液等、安全性

を確認するとともに効果を検証して、どのような方法で殺菌するかを定め、手順通り

実施し、実施した事項を記録します。 

さらに殺菌後に、病原性微生物が付着し、増殖することがないように、衛生的に保

管し、取り扱います。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

71－1 種子が殺菌処理されず、病

原性微生物に汚染された

ままとなり、消費者に食中

毒が発生。 

催芽前の種子に殺菌処理を行う。 

種子の荷受け時に包装の破れ、水濡れ、異物混

入などの異常がないことを確認する。 

殺菌後の種子を保管する容器、作業者の手指、

靴底を消毒する。 

種子保管室を適切な温度に管理する。 

種子が直接壁や床に接触しないよう衛生的に

保管する。 

71－2 種子殺菌後、床を清掃した

際の跳ね水が付着し、病原

性微生物の汚染が発生。 

種子殺菌後、跳ね水や汚染水、落下菌等に汚染

されない専用保管場所を確保する。 

71－3 種子の殺菌用薬品の濃度

不足により、十分な殺菌処

理ができず、病原性微生物

が繁殖。 

殺菌、消毒液の濃度を定期的に測定し、十分な

殺菌能力を維持する。 

自動点滴等の殺菌処理（消毒液調製等）の場合、

流量計の検針、消毒液の減量を確認する。 

 

C．関係する法令等 

・スプラウト生産における衛生管理指針（平成 27 年 9 月 7 日付け農林水産省消費・

安全局公表） 

・もやし生産における衛生管理指針（平成 31 年 3月 15日付け農林水産省消費・安全

局公表） 

  



173 

 

 

 

区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目（きのこ） 栽培 きのこ 食品安全 

 

番号 適合基準 

72 
きのこ類の原木、ほだ木、菌床資材等の安全性を確認し適切な管理をしてい

る。 

 

A．解説 

きのこ栽培に使用する資材が重金属や病原性微生物、化学物質、放射性物質で汚染

されていると、きのこの汚染、きのこの生育不良につながります。そのため資材の購

入、受入段階で安全性を確認することが重要です。きのこの性質上、特に培地に重金

属や放射性物質が含まれていると、これを吸収し、子実体に濃縮、蓄積することがあ

ります。培地等の安全性の確認を確実にし、さらに保管や取扱いの際に汚染を防ぐ衛

生的な管理が求められます。 

これらを防ぐ具体的な取組方法として、以下があります。 

 ・基材、添加物等の菌床製造用の材料は、採取地、樹種、採取後の処理、組成成分

や配合、使用方法等が明らかなものを受け入れる。 

 ・おが粉、チップ等は、カビ等が生えないように排水を良くし、飛散防止や飛来物

による汚染を防止する措置を講じて保管する。 

 ・添加物は、品質に変化を起こさせないように、指定の保管条件等を遵守し、高温

多湿に注意して保管する。 

 ・種菌は速やかに使用する。 

 ・種菌を保管する場合は適切な温度、湿度等を維持し、汚染防止策（未開封等）を

講じる。 

 ・栽培用の容器等を再利用する場合は、適切に洗浄又は殺菌・消毒する。 

 ・栽培等に使用する資材は、病原性微生物の汚染や、異物混入を防ぐため、清掃や

殺菌・消毒をする。 

 ・栽培用や浸水、浸漬等に使用する容器を、農薬等の希釈など、他の目的に使用し

ない。 

 ・消毒剤はきのこ栽培に影響のないものを選択する。 

 こうした取組を通じ、安全なきのこを生産できるよう管理します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

72－1 培地が放射性物質を含ん

でおり、きのこの子実体に

濃縮されて放射性物質の

基準超過が発生。 

基材、培地の採取先、採取地を確認する。 

基材、培地保管場所への関係者以外の立入制限

の措置を講じる。 

定期的に培地等の放射性物質の残留検査を実

施又は検査データを入手する。 

培地に散水する水の放射性物質含有量を調査、
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番号 【具体例】 【想定される対策】 

確認する。 

72－2 栽培容器が化学物質に汚

染され、きのこに交差汚染

が発生。 

保管場所を定期的に清掃する。 

栽培容器等の洗浄に使用する洗剤等の安全性

を確認する。 

消毒液等の適正な濃度を維持する。 

使用する薬剤に殺虫剤等の成分が含まれてい

ないか確認する。 

72－3 植菌工程の作業者が感染

症を罹ったまま作業し、き

のこに感染症微生物の汚

染が発生。 

作業者の体調チェックを実施する。 

作業者から飛沫が付着しないように措置（マス

ク着用）する。 

作業者が直接きのこに接触しないように措置

（手袋着用、専用衣類）する。 

作業者の定期的な検便を実施し、保菌者の作業

を制限する。 

 

 

図 1 検査成績報告書 

培地の添加材の検査結果を入手するなど、安全性の確認のための資料を取りそ

ろえ、リスク評価を行います。 

 
図 2 植菌作業・培養における装備 

植菌作業や培養に係る人については、汚染や異物混入等を防止するため、作業に相

応しい装備を決め遵守します。 

 

C．関係する法令等 

・きのこの菌床製造管理基準の制定について（平成 4 年 4 月 8 日付け 4 林野産第 38

号林野庁長官通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目（きのこ） 調製 きのこ 食品安全 

 

番号 適合基準 

73 
きのこ類の培養施設の温度・湿度等の適切な環境条件を維持するとともに衛

生管理を実施している。 

 

A．解説 

目的とするきのこの生育に適した温度・湿度を保たないと発生・成長が阻害されて

しまいます。また、施設内に目的とするきのこの菌以外の害菌、雑菌が侵入、繁殖、

蔓延すると、きのこの生育阻害、品質低下を招く恐れや、時には食中毒の原因となる

毒物を産生する場合があります。 

これらを防ぐ取組として、以下があります。 

 ・栽培施設を定期的に清掃、殺菌処理する。 

 ・加温、加湿装置を定期的に清掃・洗浄、点検する。 

 ・栽培施設の温度・湿度をモニタリングし、異常に気付けるよう記録する。 

 ・冷却施設を定期的に清掃・洗浄し、冷却温度を維持する。 

 ・接種室・植菌室の無菌状態を維持するため、室内を陽圧とし、定期的にフィルタ

ー類を交換する。 

 ・無菌状態を維持するための装置等を定期的に清掃・洗浄し、点検する。 

 ・雑菌が繁殖していないか、定期的に点検する。 

 ・雑菌が繁殖していた場合、速やかに清掃・除去する。 

 きのこの好む環境を整備し、農産物を安定的に、安全に生産します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

73－1 栽培施設内の湿度に異常

が生じてカビの増殖が発

生。 

施設内の湿度をモニタリングする。 

加湿・除湿装置を点検、整備する。 

73－2 栽培施設内の異常高温に

より、栽培したきのこの変

異株の増殖が発生。 

施設内の温度をモニタリングする。 

加温・冷却装置を点検、整備する。 
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空調設備の直下など、汚染や水

濡れのリスクがある場所には、き

のこ類を保管しないようにエリア

を識別します。 

図 1 加温・加湿設備のある場所でのきのこ類保管 

 

空調設備は結露し、カビが発生

しやすいので、定期的に清掃、メン

テナンスし、結露防止、カビの除去

に努めます。 

 

図 2 空調設備の清掃・メンテナンス 

 

C．関係する法令等 

・きのこの菌床製造管理基準の制定について（平成 4 年 4 月 8 日付け 4 林野産第 38

号林野庁長官通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目（きのこ） 全般 きのこ 食品安全 

 

番号 適合基準 

74 
資材（原木、種菌、増収材、培地基材、栄養材等）の購入伝票等の保存を行っ

ている。また、資材及び工程別作業について記録し、保存している。 

 

A．解説 

出荷するまでの品質検査できのこに異常を発見した場合や、出荷したきのこについ

て顧客からのクレームが発生した場合、使用した資材や作業の内容、栽培環境や条件

を確認することにより、問題の発生原因を特定し、再発防止策を検討することができ

ます。 

こうした原因の特定を可能にするために、各工程において、以下のような作業を記

録し、後から確認、検証できるように保存しておきます。 

 ・使用した資材、培地の配合 

 ・殺菌方法、殺菌温度、時間等の条件 

 ・冷却時間 

 ・植菌作業（作業者名、種菌のロット番号等） 

 ・培養室、培養温度、湿度等の条件 

 ・発生室、発生温度、湿度等の条件 

 ・収穫作業（作業者名、収穫場所、収穫量等） 

 ・廃棄処分作業（発生場所、廃棄量、処分方法等） 

 ・包装作業（作業者名、包装時間、包装ロット等） 

 ・一時保管（入庫日、保管場所、保管条件、出庫日等） 

 ・出荷作業（出荷先、出荷日、出荷数量、出荷ロット等） 

 記録を作成、保存し、それらの記録が出荷先から原料へ、また、原料から出荷先へ

辿れるか、記録の繋がりを確認します。付帯する衛生管理（例えば、作業を行った者

の体調の申告記録等）や点検（例えば、金属検出機のテスト結果等）の記録も関連付

け、どのような条件下で生産、出荷されたきのこなのか、後から確認できる事項を把

握、整理しておきます。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

74－1 出荷したきのこに対する

クレームが発生したが、原

因が特定できず同種の事

故が再発。 

工程間の記録の関連付けを行い、トレースが可

能か確認する。 

トレース作業を実施し、原因を特定できるか確

認する。 

74－2 出荷後に異常な環境下で

培養したことに気付いた

が、出荷先を特定すること

工程間の記録の関連付けを行い、トレースが可

能か確認する。 

トレース作業を実施し、出荷先を特定、限定で
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ができず、回収不能。 きるか確認する。 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・食品衛生法第 1 条の 3 第 2 項の規定に基づく食品等事業者の記録の作成及び保存

について（平成 15年 8月 29日付け食安発第 0829001号厚生労働省医薬食品局食品

安全部長通知） 

・きのこの菌床製造管理基準の制定について（平成 4 年 4 月 8 日付け 4 林野産第 38

号林野庁長官通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目（きのこ） 栽培 きのこ 食品安全 

 

番号 適合基準 

75 
種菌接種用施設・器具は清潔にしている。器具及び手指は清潔にしている。消

毒には決められた以外の薬剤等を使用していない。 

 

A．解説 

きのこ類の培地調製や種菌接種において、培地や容器類が目的の種菌以外の菌に汚

染された場合、きのこの発生を阻害し、発生したきのこを汚染する可能性があります。

そのような汚染を防ぎ衛生を確保するために以下のような取組を行います。 

 ・培地の基材、栄養材、添加物等の安全性を確認する。 

 ・ミキサーで混合した培地は速やかに詰め込み（充塡）する。 

 ・詰込み完了後の培地を速やかに滅菌・冷却する。 

 ・滅菌完了後の培地は、無菌状態を維持して接種室に搬入し、種菌を無菌状態で接

種・植菌する。 

 ・接種完了後の菌床は、所定の環境条件で調節した培養室に搬入し、培養する。 

 以降は、番号 74を参照しながら工程管理を行い、以下のような取組を行います。 

 ・培養中の菌床の菌糸のまん延状態、有害菌等の有無を定期的に検査する。 

 ・有害菌等に汚染されたものは直ちに撤去し、有害菌等が残存しないように滅菌後

廃棄する。 

 これらの取組により、きのこが汚染されない、変異しないように管理し、安全性を

確保します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

75－1 培地の汚染によりきのこ

の生育に異常が発生。 

培地・容器の滅菌を徹底。 

無菌環境で無菌状態のまま種菌を接種。 

有害菌等に汚染されたものを選別、撤去、滅菌

処理後に廃棄。 

75－2 雑菌との競合で栽培菌種

に変異が生じ、毒性のある

きのこが発生。 

培地・容器の滅菌を徹底。 

無菌環境で無菌状態のまま種菌を接種。 

有害菌等に汚染されたものを選別、撤去、滅菌

処理後に廃棄。 

滅菌処理及び冷却に関する記録の作成。 

 

C．関係する法令等 

・きのこの菌床製造管理基準の制定について（平成 4 年 4 月 8 日付け 4 林野産第 38

号林野庁長官通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目（きのこ） 全般 きのこ等 労働安全 

 

番号 適合基準 

76 
ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届出、取扱作業主任者を設置して

いる。 

 

A．解説 

ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届出、取扱作業主任者の設置に関して

は、法令に義務付けられており、以下の対応をする必要があります。 

① 設置時の届出、落成検査等の実施 

 小型ボイラーの設置の際、設置の報告を行う必要があります。 

 第一種圧力容器は、設置届、落成検査が必要で、検査に合格すると検査証が交

付されます。 

② 必要な場合は取扱作業主任者の設置 

 第一種圧力容器（小型圧力容器等を除く）の取扱いを行う場合、事業者は普通

第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会修了者等の有資格者のうちから作業

主任者を選任しなければいけません。 

 ボイラーの圧力や乾燥機等の種類によっては、他の資格が必要な場合や講習の受講

のみで使用可能なものもあるので、導入する装置に適した資格や講習を把握し、適切

に対応します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

76－1 圧力容器の検査を実施せ

ず、事故が発生。 

届出、落成検査を実施する。 

第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会の

修了者等の有資格者を取扱作業主任者に選任

する。 

76－2 取扱いの有資格者を配置

せず、事故が発生。 

有資格者を作業主務者として配置する。 

76－3 農場で使用しているボイ

ラー及び圧力容器が法規

制の対象となるか確認せ

ず使用し、事故が発生。 

ボイラー及び圧力容器の設置時に施設設計者、

メーカーに確認する。 

有資格者を作業主務者として配置する。 
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図 有資格者によるボイラー及び圧力容器の管理 

ボイラーは、圧力容器の能力により、管理者の資格要件が異なります。必要な資

格を有した人員を配置します。 

 

C．関係する法令等 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号） 

・ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47年労働省令 33号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目（きのこ） 栽培 きのこ等 農場経営管理 

 

番号 適合基準 

77 ボイラー及び圧力容器の定期自主点検の記録を保存している。 

 

A．解説 

「ボイラー及び圧力容器安全規則」では、ボイラー及び圧力容器の定期自主検査を

行い、記録を 3年間、保存することが義務付けられています。 

生産施設で使用する予定のボイラーが、当該規則及び関係する法令等により、どの

ような規制の対象となるか確認し、有資格者を配置、点検の実施を行い、事故が発生

しないように管理します。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

77－1 検査記録を保管していな

いため過去の点検状況が

把握できず、メンテナンス

が不十分なことによる事

故が発生。 

有資格者により、必要な点検を実施する。 

点検結果の検査記録を保管する。 

 

 

図 ボイラー及び圧力容器の点検・記録 

有資格者による定期点検が義務付けられている圧力容器もあります。大きな事故

につながらないようにするため、適切な管理を行い、点検し、記録を作成します。 

 

C．関係する法令等 

・労働安全衛生法（昭和 47年法律第 57号） 

・労働安全衛生法施行令（昭和 47年政令第 318号） 

・ボイラー及び圧力容器安全規則（昭和 47年労働省令 33号） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅶ専用項目（りん

ご） 

全般 果樹（りんご） 食品安全 

 

番号 適合基準 

78 りんごにおけるかび毒（パツリン）汚染の防止・低減対策を実施している。 

 

A．解説 

りんご果汁は、かび毒の一種であるパツリンによって汚染される可能性の高い食品

として知られています。原因はりんごを長期保存している際に、パツリンを生成する

土壌菌（ペニシリウム属及びアスペルギルス属の一部のかび）が繁殖し、りんご果実

中にパツリンが蓄積するためです。そのため、厚生労働省は、りんごジュースや原料

用りんご果汁にパツリンの規格基準を設けています。 

このパツリンによる汚染のリスクを低減するため、生産から出荷までの各段階で、

りんごにパツリンを生成する土壌菌の付着を防ぎ、パツリン汚染の防止を徹底しま

す。特にりんご果汁の原料として出荷するりんごは、果実表面の傷口から菌が侵入し

やすいので、以下のような対策を実施します。 

 ・土がついた手で収穫・運搬しない。 

 ・収穫用コンテナ等は清潔な水で洗浄して泥や汚れを落とす。 

 ・収穫用コンテナは地面に直置きせず、シート等の上に置く。 

 ・風雹害や落下等により傷がついた果実は、健全な果実とは分けて管理し、長期保

管、貯蔵しない。 

 ・果実に傷が付かないよう収穫から出荷まで丁寧に取り扱う。 

 ・貯蔵中に菌を増殖させないように、できるだけ低い温度で果実を保管する。 

 こうした取組を実施するとともに、出荷の際に傷みがないか、腐敗果が混ざってい

ないか、確認します。 

 洪水等によって汚水を含む泥水をかぶったりんごは、洗うことで外見上は問題がな

いように見えても、保管中のかび毒汚染や、病原性微生物等による汚染の可能性があ

るので、青果用だけでなく、加工用としての出荷も控えます。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

78－1 りんごの傷口にかびが繁

殖し、パツリン汚染が発

生。 

りんごや収穫容器を衛生的に取り扱う。 

落下した果実を確実に分別する。 

78－2 収穫時に落下した果実が

混在したまま保管したた

め、パツリン汚染が発生。 

落下した果実を確実に分別する。 

傷のある果実は廃棄する。 

保管中は定期的に検品し、腐敗果を除去、廃棄

する。 
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図 果実の選別・撤去 

傷のある果実は、収穫時に丁寧に選別します。落下した果実はほ場から撤去し、ほ

場内にカビが繁殖しないように、環境整備を行います。選別作業中に落下した果実は

汚染されたものとして処分します。 

 

C．関係する法令等 

・食品衛生法（昭和 22年法律第 233号） 

・食品、添加物等の規格基準の一部改正について（平成 15 年 12 月 5 日付け 15 消安

第 3949号消費・安全局長通知） 
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区分 農業生産工程段階 品目 分野 

Ⅷ放射性物質対

策 

全般 共通 食品安全 

労働安全 

 

番号 適合基準 

79～

113 
放射性物質対策 

 

A．解説 

近年では放射性セシウム濃度の基準値を超える農産物はほとんどなくなりました

が、放射性セシウムは長期にわたり土壌中に残留し、農作物へ吸収、移行する可能性

があります。消費者や流通業者の信頼性を確保し、受け入れられる安全・安心な農作

物を生産するために、放射性セシウムを危害要因としたリスクを洗い出し、それに応

じた対策を実施することが重要です。 

青果物における対策は吸収抑制対策や二次汚染防止対策が中心となります。 

野菜における放射性セシウムの吸収抑制には、土壌中の交換性カリ含量を高めるこ

とが効果的とされています。土壌分析結果などによりカリ肥料の施肥量を判断し、基

準値（表）を参考に施肥します。 

 

表 普通畑地土壌の交換性カリ基準値 

 ①有機質土壌 

黒ボク土、黒泥土、 

泥炭土 

②細粒質土壌 

①以外の粘質及び 

強粘質土 

③中粗粒質土壌 

砂質、壌質及び 

砂礫質土 

交換性カリ（K2O） 14～71mg/乾土 100g 11～56mg/乾土 100g 9～47mg/乾土 100g 

（平成３１年３月、福島県施肥基準） 

 

また、二次汚染として、原発事故時に使用し放射性物質に汚染された農業用被覆資

材（べたがけ資材、フィルムやマルチ等）が原因と思われる検出事例が見られました。

このため野菜では、汚染された農業用被覆資材等の再利用防止などの対策を徹底する

ことが重要です。また、収穫物への土の付着等による放射性セシウム汚染にも留意す

る必要があります。土やほこりが付着した場合は、品質に影響のない範囲で取り除い

たり洗ったりします。 

果樹では、樹皮や枝に付着した放射性セシウムは、直接吸収及び二次汚染により枝

葉から吸収されて貯蔵性の放射性セシウムとなり、これが果実へ再転流していると考

えられています。これまでの放射性セシウム除去の取組として、整枝・せん定で放射

性物質が付着した枝を積極的に切除したり、樹皮の洗浄や粗皮削り等を実施してきま

した。今後も必要に応じてこれらの対策を実施するとともに、地表面の管理では、草

生栽培を基本とし、土ぼこり等の飛散を防止することによって空中に舞った放射性セ

シウムの葉や果実への付着を防ぎます。 

なお、生産工程で使用する肥料・土壌改良資材・培土及び堆肥や稲わら・もみ殻等
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については、放射性セシウムの暫定許容値（400Bq/kg）以下であることを確認し使用

します。 

きのこについては、原木・ほだ木や菌床などきのこ生産資材は、放射性セシウムの

指標値（原木及びほだ木：50Bq/kg、菌床用培地及び菌床：200Bq/kg）以下のものを

使用するとともに、各工程において周辺環境や機械、器具からの汚染防止対策を実施

します。 

各品目において、作業時の放射線被ばく対策を実施します。被ばく対策は特別なこ

とではなく、衛生や安全のために「普段から行っていることを、きちんとやる」心が

けが重要です。被ばく対策としては、 

・農作業を行う際は、なるべく長袖、長ズボン、必要に応じてマスクなどを着用す

る。 

・休憩時や農作業を終えた後は、手や顔を洗い、うがいもしっかり行う。 

・農作業を終えた後は、作業時に着ていた服を着替え、洗濯して清潔にする。 

などがあります。なお、高温時には熱中症を招くおそれがあるので、十分注意を払う

ことが重要です。 

以下の認証基準に対する具体例と想定される対策を参考に、それぞれの農場で実施

する取組を検討し、実践しましょう。 

 

B．具体例と想定される対策 

番号 認証基準 

79 ほ場やほ場周辺の空間線量を把握している。また、ほ場の土壌中放射性セ

シウム濃度を把握している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

79－1 ほ場や施設の近くに線量

が高い場所があり、そこ

が汚染源となり農産物が

汚染される。 

ほ場やほ場周辺の空間線量率が高い場所で

は、その原因を特定するとともに、農産物を

汚染するリスクが高い場合は、汚染源を取り

除く。 

79－2 ほ場や施設の近くに線量

が高い場所があり、作業者

の被ばく線量が増加する。 

線量が高い場所での作業はできるだけ短時間

で作業を済ませる。また、線量が高い原因が特

定でき、取り除けるものであれば除去する。 

79－3 土壌から放射性セシウム

が吸収され農産物が基準

値を超過。 

土壌中放射性セシウム濃度が高く農産物への

吸収移行が懸念される場合は、作付け前にカリ

肥料の施肥や丁寧な耕うんを実施する。 

【参考資料】 

｢ふくしまからはじめよう。｣農業技術情報（第 26号）（福島県) 

農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針（福島県) 
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番号 認証基準 

80 ほ場周辺に森林等がある場合、落葉やごみ等の入り込みや降雨時に大量の濁

水が流入するおそれがないか確認している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

80－1 ほ場や施設内に落葉やご

みが堆積し農産物が汚染。 

ほ場や施設内に落葉やごみ等が入り込まない

よう確認する。 

【参考資料】 

農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針（福島県) 

 

番号 認証基準 

81 作土中の放射性セシウム濃度を下げるため、深耕や丁寧な耕うんを実施し、

吸収リスク低減対策に取り組んでいる。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

81－1 作土層が浅く、濃度が高い

表層の土壌から農作物に

吸収移行し、基準値を超

過。 

トラクター等で深く耕うんし、作土層を拡大

し、放射性セシウムが少しでも希釈されるよう

にする。 

【参考資料】 

農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針（福島県) 

 

番号 認証基準 

82 除染のために表土除去した土壌は適切に管理している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

82－1 表土除去した土壌が降雨

等で流出し、周囲を汚染。 

地面には遮水シートを設置し、表面はシートで

覆うなど適切に管理する。 

【参考資料】 

「ふくしまからはじめよう。」農業技術情報（特別号）（福島県） 

 

番号 認証基準 

83 土壌 pHは、栽培している作物の基準範囲内である。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

83－1 強い酸性の土壌で栽培し

たことで放射性セシウム

が農作物に吸収され基準

値を超過。 

土壌の pH が低い場合は、石灰質肥料等の投入

により適正レベルに改善する。 

【参考資料】 

農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針（福島県） 
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番号 認証基準 

84 土壌の交換性カリ含量を把握し、カリ肥料は適正な量を施肥している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

84－1 土壌の交換性カリ含量が

少ない土壌で栽培したこ

とで放射性セシウムが農

作物に吸収され基準値を

超過。 

土壌の交換性カリ含量を確認し、基準値より低

い場合は、カリ肥料を施用する。 

【参考資料】 

農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針（福島県) 

 

番号 認証基準 

85 放射性セシウムの暫定許容値（400Bq/kg)を超える肥料・土壌改良資材・堆

肥・培土等は利用しない。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

85－1 登録や届出の無い土壌改

良資材を使用したところ、

その資材が放射性セシウ

ムの暫定許容値を超えて

おり、農作物に吸収され基

準値を超過。 

使用する肥料・土壌改良資材・堆肥・培土等の

登録や届出情報を表示等で確認する。表示等で

確認できない場合は、販売業者又は製造業者に

連絡し、暫定許容値を超えていないことを確認

する。 

【参考資料】 

放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につい

て（平成 23年 8月 1 日付け 23消安第 2444号等、農林水産省消費・安全局長等通知） 

農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針（福島県) 

｢がんばろう ふくしま！｣農業技術情報（第 15号）（福島県） 

 

番号 認証基準 

86 

87 

原発事故時、屋外にあった被覆資材等は使用していない。 

被覆資材は土やほこり等が付着しないように適切に保管している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

86－1 放射性セシウムが付着し

た資材が原因で農作物が

基準値を超過。 

事故当時、屋外にあった被覆資材等は使用しな

い。また、事故後に購入した資材についても、

できるだけ屋内で、ほこり等が付着しないよう

保管する。 

【参考資料】 

｢がんばろう ふくしま！｣農業技術情報（第 35号）（福島県） 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 
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番号 認証基準 

88 農業用水や培地調整等に使用する水の安全性は確認している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

88－1 放射性セシウムに汚染さ

れた水を使用し、農作物が

汚染。 

行政の調査結果等を参考に自分の農場で使用

している水源について安全性を検討する。リス

クが高いと判断された場合、使用する水源を変

更する、行政に相談するなどの対策を取る。 

【参考資料】 

ため池の水質等について（平成 24 年 4 月 2 日付け 23 農振 2873 号農村振興局整備部

防災課長通知） 

汚染状況重点調査地域における農業用用排水路等の維持管理について（平成 24 年 4

月 12日付け 24農振第 141号農村振興局整備部土地改良企画課長等通知） 

 

番号 認証基準 

89 ハウス内への土ほこりや雨水による土壌の跳ね上がり、雨水の流入がない

ことを確認している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

89－1 ハウス脇からの降雨によ

る土壌の跳ね上がりや流

入した雨水に収穫物が接

触し汚染。 

裾フィルムを設置する。また、破れ等が無いか

確認し、必要に応じて補修を行う。 

【参考資料】 

農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策指針（福島県) 

 

番号 認証基準 

90 育苗用資材は、洗浄して使用している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

90－1 汚染された育苗用資材の

使用による農作物の汚染。 

育苗用資材は、洗浄し土壌等の付着が無いもの

を使用する。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 

 

  



190 

 

 

 

 

番号 認証基準 

91 植え付け時に、茎葉（苗）にできる限り土壌が付着しないよう注意している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

91－1 植え付け時に、茎葉（苗）

に汚染土壌が付着し農作

物が汚染。 

必要に応じてマルチを利用するなど、できるだ

け土が付着しないように植え付けを行う。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 

 

番号 認証基準 

92 中耕等、管理作業時に土壌が収穫部位へ付着しないよう注意している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

92－1 中耕等、管理作業時に土壌

が収穫部位へ付着し農作

物が汚染。 

作業の際、収穫部位へ土壌が付着しないよう心

がける。畦や通路には、必要に応じて敷きわら

を行い、収穫部位への土の付着を抑える。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 

 

番号 認証基準 

93 敷きわらには、できる限り泥が付着していない稲わらを使用している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

93－1 汚染土壌が付着したわら

を敷きわらとして利用し

たことで、農作物が汚染。 

汚染土壌が付着してないわらを使用する。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 
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番号 認証基準 

94 収穫作業で、収穫物に土壌や粉塵等が付着しないよう注意している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

94－1 泥の付いた手（手袋）で収

穫作業を行い、収穫物が汚

染。 

泥の付いた手（手袋）で作業しない。手袋が泥

で汚れた場合は取り換える。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 

 

番号 認証基準 

95 農業機械や運搬車輌を利用する場合は、土やほこりが残っていないように

清掃を実施している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

95－1 土やほこりで汚れた選果

機を使用し、収穫物が汚

染。 

使用前後に清掃を徹底する。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 

 

番号 認証基準 

96 収穫物に土やほこり等が付着した場合、洗浄可能なものは品質に影響を与

えない範囲で洗浄している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

96－1 付着した土やほこり等か

ら収穫物が汚染。 

土やほこりが付着している場合は、品質に影響

のない範囲で取り除く。洗浄する場合は、きれ

いな水を使用する。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 
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番号 認証基準 

97 ダンボール等の出荷資材は屋内に保管している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

97－1 汚染された出荷資材を使

用したことによる収穫物

の汚染。 

出荷資材は土やほこり等が付着しないようシ

ートで覆うなどして屋内に保管する。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24年 10月 5日付け 24生産第 1823

号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 

 

番号 認証基準 

98 出荷制限品目に該当していないか確認している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

98－1 出荷制限品目になってい

ることを知らずに、誤って

出荷。 

県のホームページ等を確認し、出荷制限に該当

していないか確認したうえで出荷する。また、

出荷制限品目以外であっても、「農林水産物の

緊急時環境放射線モニタリング検査（出荷確認

検査）」で出荷可能となっていることを確認し

たうえで出荷する。 

【参考資料】 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

農林水産物の緊急時環境放射線モニタリング検査結果（福島県） 

 

番号 認証基準 

99 農作業により巻き上がる粉じんや土壌の吸入や接触を回避している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

99－1 耕うん等の農作業時に、放

射性物質が含まれる可能

性のある粉じんを吸入し

内部被ばく。 

粉じんの吸入を防ぐため、マスクを着用する。

また、帽子、長袖、長ズボン、手袋等を着用す

ることで皮膚や髪の露出を少なくし、外部被ば

くを防止する。 

【参考資料】 

「ふくしまからはじめよう。｣農業技術情報（第 59号）（福島県） 

野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 
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番号 認証基準 

100 高圧洗浄機等による除染作業を行う場合は、散布する水の飛散に注意して

いる。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

100－1 高圧洗浄機等による除染

作業の際、水が飛び散っ

て、近くの歩行者が被ば

く。 

高圧洗浄機等による除染の際は、周辺に飛散し

ないよう注意して実施する。また、作業者の被

ばくを防止するため、カッパ等を着用する。 

【参考資料】 

果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

 

番号 認証基準 

101 原木やほだ木に含まれる放射性物質濃度が指標値以下であることを確認し

ている。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

101－1 入手した原木を検査を行わ

ずに使用してきのこを栽培

したところ、きのこの子実

体に放射性物質の基準値超

過が発生。 

原木（やほだ木）の放射性物質濃度をきのこ出荷

前に確認する。 

【参考資料】 

「きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について」の一部改正 

について（農林水産省） 

「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」（林野庁） 

 

番号 認証基準 

102 伐採原木に放射性物質が付着しないよう対策を行っている。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

102－1 伐採した原木を土壌の露出

した土場にそのまま集積し

たところ、原木に土壌が付

着し、放射性物質濃度の指

標値超過が発生。 

伐採した原木に粉塵や土が付着・接触しないよ

う、集積時は原木をブロックなどの上に置き、シ

ートで覆う。 

【参考資料】 

「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」（林野庁） 
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番号 認証基準 

103 使用機械、器具の放射性物質の低減対策を行っている。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

103－1 植菌用のドリルを、洗浄す

ることなく屋外の棚に片付

けて使用し続けていたとこ

ろ、粉じん等によるほだ木

の追加汚染により、きのこ

子実体の放射性物質の基準

値超過が発生。 

使用した機械等は使用の度に洗浄し、粉じん等が

付着しないよう屋内や箱の中に保管する。 

【参考資料】 

「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」（林野庁） 

 

番号 認証基準 

104 購入原木や購入ほだ木に関する放射性物質対策及び生産場所や衛生管理を

確認している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

104－1 原木やほだ木を、覆いをか

けずに屋外に保管していた

ところ、粉じん等による追

加汚染により放射性物質の

指標値超過が発生。 

粉じん等による追加汚染を防止するため、原木や

ほだ木を保管するのは施設内にする、若しくは屋

外の場合覆いをかけるようにする。 

【参考資料】 

「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」（林野庁） 

 

番号 認証基準 

105 「安心きのこ生産マニュアル・種菌製造工程」に準拠し製造した種菌であ

る。（放射性物質濃度測定結果の確認を含む） 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

105－1 放射性物質濃度の基準値を

超える種菌を使用したこと

により、きのこ子実体の放射

性物質の基準値超過が発生。 

放射性物質濃度の測定を行っていることを販売

業者等に確認する。 

【参考資料】 

「福島県安心きのこ栽培マニュアル」（福島県） 
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番号 認証基準 

106 植菌、仮伏せ、本伏せ、発生、休養、乾燥工程での放射性物質低減対策を行

っている。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

106－1 乾燥きのこ製造の際、風通

しの良い屋外できのこを乾

燥させたところ、できあが

った乾燥きのこの放射性物

質の基準値超過が発生。 

粉じん等による放射性物質の追加汚染が発生し

ないよう、乾燥は清掃された屋内や乾燥機で行う

ようにする。 

【参考資料】 

「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」（林野庁） 

 

番号 認証基準 

107 廃ほだ木を燃料や肥料として使用する場合、使用の可否の確認を行ってい

る。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

107－1 廃ほだ木の放射性物質濃度

を確認せずに肥料として用

いたところ、その農場で生

産した農作物において放射

性物質の基準値超過が発

生。 

使用前に放射性物質濃度を確認する。（燃料用：

40Bq/kg以下。堆肥：400Bq/kg以下（堆肥の状態

で）） 

【参考資料】 

「調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について」（林野庁） 

「肥料・土壌改良資材・培土の暫定許容値設定に関する Q&A」（農林水産省） 

 

番号 認証基準 

108 放射性汚染物の処分を適切に行っている。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

108－1 きのこ生産施設の周辺に放

射性汚染物をそのまま廃棄

し、環境汚染が発生。 

放射性汚染物は自治体に問い合わせのうえ適切

に廃棄する。 

【参考資料】 

「放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン」（林野庁） 
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番号 認証基準 

109 培地基材、栄養材・添加材の放射性物質濃度を確認している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

109－1 入手したおが粉の放射性物

質濃度の確認を行わずに、

それを使用して菌床を製造

したところ、菌床の放射性

物質の指標値超過が発生。 

取扱業者等に放射性物質濃度を確認してから購

入し、菌床の段階で放射性物質濃度を確認する。 

【参考資料】 

「福島県安心きのこ栽培マニュアル」（福島県） 

 

番号 認証基準 

110 培地基材に放射性物質が付着しないよう対策を行っている。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

110－1 覆いをかけずにおが粉を屋

外に保管していたところ、

放射性物質濃度の指標値超

過が発生。 

粉じん等が付着しないよう、覆いをかける等保管

場所の環境に注意する。 

【参考資料】 

「福島県安心きのこ栽培マニュアル」（福島県） 

 

番号 認証基準 

111 培地または菌床に含まれる放射性物質は指標値以下であることを確認して

いる。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

111－1 菌床の放射性物質濃度を確

認せずにきのこ栽培を行っ

たところ、きのこの子実体

の放射性物質濃度の基準値

超過が発生。 

菌床の放射性物質濃度をきのこの子実体の出荷

前に確認する。 

【参考資料】 

「福島県安心きのこ栽培マニュアル」（福島県） 
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番号 認証基準 

112 購入菌床に関する放射性物質対策及び生産場所や衛生管理を確認してい

る。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

112－1 きのこの培養施設内の整頓

中であったため、購入した

菌床を一時的に屋外に保管

したところ、急な雨による

土壌の跳ね返りで菌床が汚

染され、放射性物質の指標

値超過が発生。 

購入菌床に対する放射性物質汚染対策について

作業従事者全てに周知し、実行する。 

【参考資料】 

「福島県安心きのこ栽培マニュアル」（福島県） 

 

番号 認証基準 

113 購入菌床の放射性物質濃度を確認している。 

番号 【具体例】 【想定される対策】 

113－1 購入菌床の放射性物質濃度

を確認せずにきのこ栽培を

行ったところ、きのこ子実

体の放射性物質濃度の基準

値超過が発生。 

菌床購入時に業者から検査結果を提出させるこ

とで菌床の放射性物質濃度を確認する。 

【参考資料】 

「福島県安心きのこ栽培マニュアル」（福島県） 

 

参考資料一覧 

・「ひとつ、ひとつ、実現するふくしま」 農業技術情報（福島県） 

（がんばろう ふくしま！）（ふくしまからはじめよう。） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-nogyo-nousin-gijyutu04.html 

・農作物の放射性セシウム対策に係る除染及び技術対策の指針（福島県) 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu05.html 

・放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定につ

いて（平成 23 年 8 月 1日付け 23 消安第 2444 号等、農林水産省消費・安全局長等

通知）https://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html 

・野菜の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/130527_viege_point.pdf 

・果実の生産現場において留意すべきポイント（農林水産省） 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/kazyu_seisan_qa-1.pdf 

・ため池の水質等について（平成 24 年 4 月 2 日付け 23 農振 2873 号農村振興局整備

部防災課長通知） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/ps-nogyo-nousin-gijyutu04.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36021a/nogyo-nousin-gijyutu05.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/soumu/saigai/supply.html
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/pdf/130527_viege_point.pdf
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/joho/saigai/attach/pdf/kazyu_seisan_qa-1.pdf
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https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/pdf/120402_tameike.pdf 

・汚染状況重点調査地域における農業用用排水路等の維持管理について（平成 24 年

4月 12日付け 24農振第 141号農村振興局整備部土地改良企画課長等通知） 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/pdf/120412_suiro.pdf 

・農産物への異物混入の防止の徹底について（平成 24 年 10 月 5 日付け 24 生産第

1823号生産局農産部穀物課長、園芸作物課長、地域作物課長、技術普及課長通知） 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/index-58.pdf 

・農林水産物の緊急時環境放射線モニタリング検査結果（福島県） 

https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/mon-kekka.html 

・「きのこ原木及び菌床用培地の当面の指標値の設定について」の一部改正について 

（平成 24年 8月 30 日一部改正 23生産第 4743号等農林水産省生産局農産部園芸作 

物課長等通知） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/attach/pdf/shihyouti-index-1.pdf 

・放射性物質低減のための原木きのこ栽培管理に関するガイドライン（平成 25年 

10月 16日付け 25林政経第 313号林野庁林政部経営課長通知） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/pdf/131016-01.pdf 

・調理加熱用の薪及び木炭の当面の指標値の設定について（平成 23年 11月 2日付 

け 23林政経第 231号林野庁林政部経営課長等通知） 

https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/shintan1.html 

・福島県安心きのこ栽培マニュアル（福島県） 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055c/anshinkinoko.html 

 

 

https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/pdf/120402_tameike.pdf
https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/pdf/120412_suiro.pdf
https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/soukatu/attach/pdf/index-58.pdf
https://www.pref.fukushima.lg.jp/site/portal/mon-kekka.html
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/attach/pdf/shihyouti-index-1.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/press/tokuyou/pdf/131016-01.pdf
https://www.rinya.maff.go.jp/j/tokuyou/shintan1.html
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36055c/anshinkinoko.html

